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Ⅲ 分野別施策の体系 

 基本目標１ 人を育み文化の香るまちづくり（教育、文化、スポーツ） 

 基本目標２ 子育てにやさしく健康長寿で支えあうまちづくり（福祉、健康、医療） 

 基本目標３ 創造性と活力あふれる産業のまちづくり（産業） 

 基本目標４ 魅力ある都市空間創出と暮らしやすいまちづくり（都市基盤） 

 基本目標５ 自然を活かした調和と安心のまちづくり（防災、環境、克雪） 

 基本目標６ ふれあい、にぎわい、暮らし続けたいまちづくり（交流、市民参加） 

 

Ⅳ 計画推進のために 

 

 



 

 

Ⅰ はじめに 

 

 

 

第１ 計画の目的 

 この後期基本計画は、第五次小千谷市総合計画の基本構想で示された都市像「 ～ひと・技・自然～ 暮

らして実感 地域の宝が輝くまち おぢや 」を実現するための６つの基本目標について、前期基本計

画の進捗状況とその評価を踏まえ、施策の体系とその方針を見直して具体的な事業内容を示すことで、

総合的、計画的な行財政運営を図ることを目的としています。 

 

 

第２ 計画の性格 

 １ 計画の位置付け 

    この計画は、本市の行財政運営を合理的かつ計画的に執行するための指針となるものです。し

たがって、今後、個別に策定される諸計画、重点施策の決定及び予算編成の基本となります。 

 ２ 計画の総合性 

    この計画は、国・県・関係市区町村との連携及び市民の理解と積極的な参加によって、総合的

に事業の実現を図るものとします。 

 ３ 計画の実行性の確保 

    この計画で明らかにした主要事業については、その実行性を確保するため、財政計画との整合

を図りながら、重点的に実施を目指す事業に限定しました。 

また、計画における【５年後の目標値】については、小千谷市人口ビジョンに基づく人口推移

や利用者数、参加者数などの推計に、今後の施策、事業量を踏まえて数値目標を設定しました。 

    事業の実施においては、向こう３年間の事業内容及び事業費を年度別に定めた実施計画により

その実施を目指すものとします。 

４ 計画とＳＤＧｓ 

この計画における基本目標と各施策は、国際連合が掲げる持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ1」の

達成に向けて取り組むべき１７のゴールと１６９のターゲットと関わっています。 

本市では、総合計画の推進を図ることにより、ＳＤＧｓの達成に繋げていきます。 

※巻末資料において、各施策とＳＤＧｓの目標の関連性を整理しています 

    なお、小千谷市は内閣府が設置する地方創生ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム会員です。 

 

 

 

 

第３ 計画の期間 

 この計画は、令和３年度から令和７年度までの５か年間とします。 

 

                                                
1 ＳＤＧｓ（エスディージーズ）：「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称であり、２０１５年９月

に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた、国際社会共通の１７の目標。 
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第４　分野別施策の体系

基本構想に基づき、分野別に基本方針と施策を体系づけています。

１．学校教育の充実

２．生涯学習の推進

（１）生涯スポーツ・競技スポーツの振興

（２）青少年の健全育成

（１）子どもを産み育てやすい環境の整備

基本目標１　人を育み文化の香るまちづくり（教育、文化、スポーツ）

（２）子育て支援の充実

３．文化の振興

４．スポーツの振興

（１）幼児教育の充実

（２）小・中学校教育の充実

（３）特別支援教育の充実

（５）育英事業の推進

（１）生涯学習事業の推進

（４）教育環境の整備

基本目標３　創造性と活力あふれる産業のまちづくり（産業）

２．健康づくりの推進

１．商工業の振興

４．就業機会の確保

（１）文化・芸術の振興

（２）文化財等の保存と活用

１．子育て環境の充実

３．医療体制の充実

４．支えあう福祉社会づくり

（１）健やかな体づくりの推進

（２）錦鯉産業の振興

（２）労働環境の整備

（２）農業生産基盤整備の推進

３．地域特性を活かした産業の育成 （１）独創性・創造性豊かな産業の育成

（１）地域医療の充実

（２）体育施設の整備

（３）心の健康づくりの推進

（２）基幹産業の強化

（２）健康長寿の推進

（３）企業立地の推進

（１）商業の振興

（２）生活困窮者への支援

（３）高齢者福祉の充実

基本目標２　子育てにやさしく健康長寿で支えあうまちづくり（福祉、健康、医療）

２．農林業の振興

（３）農村の振興

（１）障がい者福祉の充実

（４）森林の維持

（１）就業支援の強化と人材育成

（１）担い手の育成と経営の安定
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基本目標４　魅力ある都市空間創出と暮らしやすいまちづくり（都市基盤）

計画推進のために

１．都市空間の創出 （１）中心市街地の活性化

（２）地域公共交通の充実

（３）居住環境の向上

２．快適な生活基盤の整備 （１）道路網の整備と維持管理

（２）自然と調和し災害に強い河川の整備

（３）都市ガスの安定供給

（４）上水道の安定供給

（３）再生可能エネルギーの推進

（５）下水道施設の適正な維持管理

３．土地利用の推進 （１）都市計画の推進

（２）国土調査の推進

基本目標５　自然を活かした調和と安心のまちづくり（防災、環境、克雪）

１．安全な市民生活の確保 （１）危機管理体制の強化

（２）消防・救急体制の充実

（３）交通安全と防犯の推進

２．自然と共生する循環型社会の推進 （１）自然環境との共生

（２）祭りやイベントによる誘客推進

２．市民協働と地域づくり （１）市民協働のまちづくりの推進

（２）資源リサイクルの推進

３．暮らしやすい雪国生活の推進 （１）冬期間交通の確保

（２）雪国生活の充実

（２）地域力を活かした市民活動の推進

３．観光資源の活用と誘客推進 （１）観光資源の整備と活用

基本目標６　ふれあい、にぎわい、暮らし続けたいまちづくり（交流、市民参加）

１．交流・移住・定住の推進 （１）移住・定住人口の拡大

（２）都市間交流の推進と関係人口の拡大

（３）国際交流の促進

１．持続可能な行財政運営

２．効果的な広域連携

３．人口減少対策

４．男女共同参画と人権の尊重
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Ⅱ 後期基本計画における基本目標と重点プロジェクト 

 

第五次小千谷市総合計画における将来像を達成するため、前期基本計画では、６つの基本目標を縦軸

（経糸）とし、４つの重点プロジェクト「おりなす４」を横軸（緯糸）として取り組んできました。 

後期基本計画では、人口減少などの課題や新型感染症の影響により大きく変化する社会情勢や産業形

態に対応するため、次の４つの重点プロジェクト「おりなす４～第２章～」を新たな緯糸として、「小千

谷縮」のように政策を細やかに織りなすことで、幅広い課題に柔軟に対応していきます。 

 

■■４つの重点プロジェクト（おりなす４～第２章～）■■ 

Ⅰ 小千谷市総合戦略の推進（人口減少対策） 

   ・人口減少の傾向をゆるやかにする取組を進めます 
   ・産業振興による雇用確保と住宅基盤の整備を進めます 
   ・情報通信網やニューツーリズムの展開による関係人口の増加を目指します 
 

Ⅱ 小千谷市立地適正化計画の推進（中心市街地と周辺地域の活性化） 

   ・中心市街地の活性化と周辺地域の拠点づくりに取り組みます 
   ・地域拠点を結ぶ公共交通の利便性の維持、向上を図ります 
 

Ⅲ 情報通信技術の活用促進 

   ・行政サービスにおける情報通信技術の活用により、市民の利便性の向上を目指します 
   ・事業者による情報通信技術活用（ＩＣＴ、ＡＩなどによるＤＸ1）の取組を支援します 
   ・多様な手段により、分かりやすい行政情報を発信します 
  

Ⅳ 人々が支え合う、自然と伝統が調和した持続可能な地域づくり 

   ・人と人との支え合いにより、安心と暮らしやすさを高める取組を進めます 
   ・自然と伝統が調和した、市民が誇りを持てる地域づくりを目指します 
   ・市民と事業者の協力によって、環境にやさしい地域づくりに取り組みます 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）：情報通信技術を活用して産業構造や業務内容を変革すること 
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６つの基本目標（経糸）  

人々が支え合う、自然と伝統が調和 

した持続可能な地域づくり 

情報通信技術の活用促進 

小千谷市立地適正化計画の推進 

（中心市街地と周辺地域の活性化） 

周辺地域との交通網整備 

小千谷市総合戦略の推進 

（人口減少対策） 

４つの重点プロジェクト 

おりなす４～第２章～（緯糸） 
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Ⅲ 分野別施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 

 人を育み文化の香るまちづくり 

（教育、文化、スポーツ） 

 

 

 



 

１ 学校教育の充実 

（１）幼児教育の充実 

 

【現状と課題】 

① 家庭や地域における幼児教育の充実を図るため、保育園、認定こども園、わんパーク、学校及び地

域団体が育児講座や親子運動教室、世代間や異年齢児の交流事業などを行っています。引き続き、家

庭、地域、わんパーク、保育園、認定こども園及び学校が連携しながら、幼児の自立に向けて、健や

かな成長を支える必要があります。 

② 平成３０年度からブックスタート事業（１０か月児健診の際に絵本と読み聞かせの体験をプレゼン

トする）を実施したところ、１歳半児健診時に行ったアンケートでは、保護者の９３％が読み聞かせ

を行っているという結果となっています。子どもたちの情緒や想像力を育み、言葉の発達を促すには、

乳幼児期から本に親しむことが有効であると言われています。 

したがって、家庭の中で読書を楽しむ環境づくりが必要です。 

③ 本市には私立認定こども園が３園あり、幼児期における心と体の健全育成を目指し、幼保連携によ

る一体的かつ特色のある教育に取り組んでいます。引き続き特色のある教育の充実を図るため、認定

こども園の運営を支援する必要があります。 

④ 幼児期の教育から学童期までの教育へ円滑に移行するため、平成２９年度から家庭児童相談員、総

合支援学校の地域コーディネータ、教育委員会が連携して、保育園、認定こども園を巡回訪問し、就

学相談への助言等を行っています。教育上特別な配慮を必要とする子どもは年々増加傾向にあること

から、それぞれ子どもの状況に応じた適切な指導や必要な支援などのきめ細やかな対応を行うため、

幼児期を含め早期から就学相談を行えるように、今後も相談体制の充実を図る必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 子どもと保護者で学ぶ機会の提供 

  家庭や地域における幼児教育の充実を図るため、家庭、保育園、認定こども園、わんパーク、学校

及び地域団体などと連携し、子どもと保護者で学ぶ機会の提供を支援します。 

② 子ども読書活動の推進 

子どもたちが本に親しみ読書に興味を持つよう、家庭や地域などと協力しながら成長段階に応じた

読書活動を推進します。 

③ 認定こども園への支援 

  国、県及び市による認定こども園に対する運営費補助を継続し、特色のある教育の推進と充実を支

援します。 

④ 相談体制の充実 

就学前児童の教育に関する相談の充実を図ります。また、保育園、認定こども園、小学校及び関係

機関との連携により、就学相談体制の充実を図ります。 

 

 

 

 

SDGs 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

家庭教育地域交流振興事業 保育園、認定こども園、小・中・総合支援学校などと連携し

た家庭教育講座の充実 

地域子育て支援拠点事業 親子体操などの子育て講座、すこやか子育て教室の実施 

子ども読書活動推進事業 家庭での読み聞かせの啓発、ブックスタート事業、保育園や

わんパークなどと連携した図書館サービスの実施 

認定こども園支援事業 運営費補助 

就学前児童の相談事業 就学前児童の相談体制の充実 
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（２）小・中学校教育の充実 

 

【現状と課題】 

① 新学習指導要領では、子どもたちが主体的に考え、友達と話し合いながら深く学んでいく学習が求

められています。新学習指導要領の全面実施を受け、「自ら考え 心豊かに たくましく生きる小千

谷の子ども」の育成を目指した、本市の教育指針「おぢやっ子教育プラン」に基づいた教育を一層推

進する必要があります。 

② 本市の子どもの学力は令和元年度全国学力・学習状況調査によると、小学６年生、中学３年生とも

に全国平均と同等もしくは上回るレベルを維持しています。また、体力については全国体力・運動能

力、運動習慣等調査では全国平均を超える項目が多く、高い体力を維持しています。引き続き、学力

や体力向上のための対策を講じ、さらなる成果を上げる必要があります。 

③ ふるさとへの愛着と誇りを醸成し、自分の将来を切り拓き自立していく力が求められています。各

学校では、それぞれの特色を生かし、郷土の歴史や自然、地域の産業や文化を学び、職業体験を通し

て自分の将来、生き方などについて自ら見つめ、考える機会を提供してきました。 

令和元年度全国学力・学習状況調査（中学３年生対象）では、「地域の行事に参加していますか」

の問いに対し、肯定的な回答は本市７８.２％（全国５０.６％）と高い数値でしたが、「地域や社会

をよくするために何をすべきかを考えることがありますか」の問いに対しては、４１.４％（全国３９.

４％）に留まっています。今後は体験するだけでなく、地域や社会について考えることができる生徒

の育成が必要です。 

④ 平成２７年度からおぢやしごと未来塾を開催するなど、将来の地元就職やＵターン者の増加を目指

し、長期的な視点でのキャリア教育1を行っています。ふるさとへの愛着や郷土愛を育むふるさと学習

とキャリア教育を継続していく必要があります。 

⑤ 地震などの自然災害から自らの命を守るためには、主体的な行動力を育成していくことが必要です。

今後も中越大震災などの教訓を活かした防災教育を推進する必要があります。 

⑥ いじめ認知件数は増加傾向にあります。いじめは人権や命にも関わる重大な問題です。各学校にお

いて、自分や他人を大切にし、いじめや差別を許さない人権感覚を育む教育活動を充実する必要があ

ります。 

⑦ 不登校児童・生徒数は、小学校は増加傾向、中学校は横ばいとなっています。今後も一層、学校と

家庭、教育センター等の関係機関が連携しながら、児童・生徒の個別の状況に応じた支援を行ってい

く必要があります。 

⑧ 第２次子ども読書活動推進計画策定時に実施したアンケート結果では、１か月に「ほとんど本を読

まない」子の割合が小学校２年生では７％ですが、中学校２年生では２０％に増加します。子ども自

身が読書の楽しさを知り、興味を持つ機会をあらゆる年代に合わせて提供する必要があります。また、

学校図書館においては、読書活動や学習活動を支える専門的な知識を持つ人材が必要です。 

⑨ 小・中学校の外国語教育に対する支援及び指導体制の充実のため、ＡＬＴ2などの外国語指導助手を

令和２年度は５名配置しています。新学習指導要領により導入された小学校への外国語教育に対応す

るため、ＡＬＴと学校との円滑な意思疎通への支援など、指導体制の強化が必要です。 

                                                
1 キャリア教育：望ましい職業観、勤労観及び職業に関する知識や技能を身につけるとともに、自己の個性を理解し、主体的に

進路を選択する能力・態度を育てる教育 
2 ＡＬＴ［Assistant Language Teacher］：英語の授業で教師を補助する指導助手。国が実施している「語学指導等を行う外国

青年招致事業」(ＪＥＴプログラム)で、世界の英語圏から大学を卒業した青年を日本に招致している 
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⑩ 本市は平成４年に非核平和都市宣言を行い、核兵器のない平和への教育に取り組んできました。今

後も、宣言の意義を理解し、平和の大切さを学ぶ機会の確保が必要です。 

⑪ 小・中学生を対象とした生活習慣の調査によると、朝食を毎日食べる子の割合を平成２５年度と平

成３０年度で比較すると、小学生は９５．４％から９４．２％、中学生は９１．０％から８７．５％

と減少しており、朝食の欠食や食の多様化に伴う栄養の偏りなどによる食習慣の乱れが懸念されてい

ます。食に関する正しい知識と食習慣を身に付け、子どもたちの健全な心身を育むため、食育3に関す

る継続的な取組を推進する必要があります。 

⑫  学校給食において、食物アレルギーのある子どもに対する個別の対応や食中毒予防に対する衛生管

理の徹底など、安全・安心な給食を提供するための対応が引き続き求められています。 

 

【施策の基本方針】 

① 学校の創意を活かす教育の推進 

  本市の教育に関する指針である「おぢやっ子教育プラン」に基づき、家庭、地域、学校及び行政の

相互の連携による組織的な取組により、深い愛情と信頼にあふれる小千谷の教育風土を培い、ふるさ

とを誇りに、たくましく生きる子どもの育成に努めます。 

② 教職員の指導力向上 

  小千谷市教育研究会と連携して、各種教員研修や教科別研修、学校への指導主事の派遣などにより

教職員の指導力向上を図り、児童・生徒が粘り強く学習や運動に取り組むよう、児童・生徒の学ぶ意

欲を高める授業の工夫を支援します。 

③ ふるさと教育・キャリア教育の推進 

  地域の自然・人材・産業を活用し、総合的な学習の時間などを通じた体験的活動の充実を図ります。

また、キャリア教育では、児童・生徒の地元就労を促進するため地元企業の特長を理解する機会を創

出するとともに、職場体験などを通して自立していく力の育成を目指します。 

④ 震災体験を活かした防災教育の推進 

 中越大震災の体験から得た教訓や防災に関する学習資料、おぢや震災ミュージアム「そなえ館」な

どを活用した防災教育を推進します。 

⑤ いじめ・不登校対策と人権感覚を育む教育の推進 

  いじめの防止・解消に取り組むため、小千谷市いじめ防止基本方針に基づき、家庭、地域、学校及

び行政が一体となった取組を推進します。また、学校や教育センター等の関係機関と連携しながら、

不登校児童・生徒の登校を支援する体制を充実します。 

  教員一人ひとりが、人権や差別に対する正しい理解と認識を深め、悩みを抱える子どもに寄り添う

「かかわる同和教育」を推進します。 

⑥ 読書活動の推進 

  自らの興味、関心に応じて主体的に学習できるよう、学校図書館を利活用した教育を推進します。

また、児童・生徒が読書の楽しさを知ることができるように、子ども読書活動推進計画に基づく取組

を市立図書館と連携して推進します。 

⑦ 英語教育・国際理解教育の充実 

  グローバル化に対応した教育環境づくりと新学習指導要領による新たな外国語教育に対応するため、

                                                
3 食育：生涯にわたって健全な食生活を実践するため、食に関する知識などの「食を営む力」の習得と自然の恵みや生産者への

感謝の心といった「食を大切にする心」を育む取組 
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教員の指導力向上を図る取組を推進します。また、ＡＬＴなどの外国語指導助手を配置し、子どもた

ちの英語の学力向上のため、小・中学校の外国語教育及び国際理解教育の充実を図ります。 

⑧ 非核平和教育の推進 

  社会科の歴史分野や公民分野、国際理解教育、道徳教育など教育課程のさまざまな場面において、

生命や平和の大切さを子どもたちに伝えていきます。 

⑨ 食育の推進 

  子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身につけるため、学校給食を通して積極的

に食育に取り組みます。 

  地場産物の活用を通して地産地消の理解を深め、生産者への感謝と食を大切にする心を育む取組を

推進します。 

⑩ 学校給食の運営 

  学校給食衛生管理基準に基づいた衛生管理の徹底と、食物アレルギー対応指針に基づいた安全・安

心な給食の提供を行います。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

教職員研修支援事業 小千谷市教育研究会が実施する研修への支援・補助 

ふるさと教育・キャリア教育・

人権同和教育推進事業 

ふるさと教育パンフレットの改訂、社会科副読本の作成・改訂、

自然体験活動や地域産業を知る活動の推進、職場体験活動、人権

同和教育の充実 

おぢやしごと未来塾の開催 中学生などを対象とした地元企業を知るためのキャリア教育の

機会の提供 

防災教育推進事業 震災等の教訓の継承、防災に関する学習資料やおぢや震災ミュー

ジアム「そなえ館」などを活用した防災教育の推進、中越大震災

の日給食の実施、防災教育講演会（中学３年生対象） 

教育相談事業 教育相談員の配置、教育相談体制の充実 

適応指導教室事業 適応指導教室の運営 

子ども読書活動推進事業（再

掲） 

小中学校図書館担当者連絡会議、学校読書活動支援事業（ブック

トーク・おはなし会等）、団体貸出 

英語教育推進事業 外国語指導助手の配置、ウィンターイングリッシュキャンプ 

非核平和推進事業 原爆記録写真展の開催、平和学習研修の実施 

食育推進事業 食に関する指導の充実、小千谷産コシヒカリによる米飯給食や地

産地消の実施 

学校給食運営事業 安全・安心な学校給食の提供 
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【５年後の目標値】全国学力・学習状況調査の数値 

○将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合（（ ）内は全国平均） 

年度 区分 
肯定的な回答（当てはまる／ 

どちらかといえば当てはまる） 

令和元年度 
小学校 ８３.０％（８３.８％） 

中学校 ６８.１％（７０.５％） 

令和７年度 
小学校 ８５.０％ 

中学校 ７５.０％ 

 

○家で自ら計画を立てて勉強をしている児童生徒の割合（（ ）内は全国平均） 

年度 区分 
肯定的な回答（当てはまる／ 

どちらかといえば当てはまる） 

令和元年度 
小学校 ８０.０％（７１.５％） 

中学校 ４９.１％（５０.４％） 

令和７年度 
小学校 ８５.０％ 

中学校 ６０.０％ 

 

○いじめはどんな理由があってもいけないと思う児童生徒の割合（（ ）内は全国平均） 

年度 区分 
肯定的な回答（当てはまる／ 

どちらかといえば当てはまる） 

令和元年度 
小学校 ９７.８％（９７.１％） 

中学校 ９５.１％（９５.１％） 

令和７年度 
小学校 １００％ 

中学校 １００％ 
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（３）特別支援教育の充実 

 

【現状と課題】 

①  特別支援学級の児童・生徒数は、毎年５月１日を基準日とする学校基本調査では、平成２７年度の

７８人から令和２年度は１７１人と、大幅に増加しています。発育や発達に心配のある幼児・児童・

生徒が、学習や生活での困難を克服し、自立と社会参加を進めるためには、早期の障がいの把握と適

切な支援が必要です。就学前児童の教育相談体制を充実し、保育園・認定こども園、小学校及び関係

機関との切れ目のない連携を図る必要があります。 

②  本市では、特別な支援を要する児童・生徒に対応できるように、通級指導教室4の設置を進めており、

平成３０年度に小千谷中学校に１クラス、令和２年度に小千谷小学校に１クラスを追加し、現在４ク

ラスを設置しています。通級を希望する児童・生徒の教育ニーズの多様化への対応が必要です。 

③  特別支援学級の児童・生徒数は大幅に増加しており、その教育ニーズは多様化しています。本市の

特別支援教育の中核的機能を担う総合支援学校と各校の特別支援学級及び行政との連携を強化する

ことが必要です。 

④  総合支援学校の児童・生徒数は、平成２６年開校時の２９人から令和２年は４５人と増加傾向にある

ことから、的確に対応するための施設整備と、児童・生徒一人ひとりに合わせた教育活動が必要です。 

⑤  特別支援学校卒業後の社会的・経済的な自立には、企業等への就労が重要であるため、関係機関と連

携し、企業等への就労を支援する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 就学相談体制の充実 

  保育園・認定こども園、小学校及び関係機関が連携して、情報交換会や研修会を行い、就学前児童

に関する教育相談体制の充実を図ります。 

② 特別支援教育の充実 

総合支援学校の中核的機能を活用し、小・中学校の特別支援教育の運営上の課題解決や教職員の特

別支援教育に係わる研修の充実を図ります。 

③ 総合支援学校の運営 

増加傾向が続く児童・生徒の個々の状態に応じた学習環境や施設の整備、県への要望による適正な

教職員数の確保などにより、総合支援学校を円滑に運営します。 

④ 生徒への就労支援 

  特別支援学校卒業後の社会的・経済的自立を支援するため、企業及び障がい者就労施設等関係機関

と連携し、生徒の在校中から、企業等への一般就労や福祉施設への福祉就労などの就労支援を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

                                                
4 通級指導教室：通常の学級に在籍する比較的軽度の障がいがある児童・生徒に対して、障がいの状態に応じて特別な指導を行

うための教室。言語障がい・情緒障がい・学習障がい等の児童・生徒が対象 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

就学相談事業 就学相談体制の充実 

特別支援教育推進事業 総合支援学校の中核的機能を活用した、小・中学校の特別支援教

育の充実（運営や研修の充実） 

総合支援学校運営事業 総合支援学校の運営  

就労支援事業 企業及び障がい者就労施設等関係機関と連携した就労支援 

 

【５年後の目標値】 

○特別支援教育研修講座参加人数（市立総合支援学校主催） 

年 度 開催回数 延べ参加人数 

令和元年度 ５回／年 ２９１人／年 

令和７年度（目標年度） ５回／年 ３２０人／年 

※対象者は小・中学校教職員、保育園・認定こども園保育士、福祉関係者、医療関係者等 

 

○各種特別支援教育研修参加人数（教育委員会主催） 

年 度 開催回数 延べ参加人数 

令和元年度 ５回／年 １２３人／年 

令和７年度（目標年度） ６回／年 １５０人／年 

※対象者は市職員（特別支援学級アシスタント、学校支援員、保育園担当者等） 
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（４）教育環境の整備 

 

【現状と課題】 

① 学校施設及び学校給食施設の老朽化や、学校基本調査による児童・生徒数が令和２年度までの５年

間で２３３人減少するなど、教育環境の変化により、施設や設備の計画的かつ効率的な整備・更新が

必要となっています。 

② 小・中・総合支援学校では、ＩＣＴ教育の環境整備として、電子黒板やコンピューター教室を整備

してきたほか、デジタル教材を順次購入してきました。ＩＣＴの急速な進展に対応するため、情報通

信技術を幅広く活用することができる子どもたちを育成する必要があります。完全実施された新学習

指導要領でのプログラミング学習にも対応するため、令和２年度に児童・生徒に１台ずつ端末が整備

されました。今後、機器の整備やデジタル教材の導入に加え、それらを有効に活用するための学習活

動の充実など、ハードとソフトの両面で教育環境を整える必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 学校施設の整備 

  教育環境の変化や施設の老朽化などに対応するため、計画的に施設の整備を図ります。 

② 学校給食施設の整備 

  施設の老朽化などに対応するため、計画的に施設の整備を図ります。 

③ 情報化の推進 

  ＩＣＴ機器の整備によりプログラミング教育やデジタル教材による学習に取り組むとともに、情報

モラル教育を進めます。また、教職員を対象にした研修を行い、教職員のＩＣＴ教育に関するスキル

アップを図り、児童・生徒のさらなる情報活用能力の育成に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

学校施設整備事業 小・中・総合支援学校の大規模改修 

学校給食施設整備事業 学校給食施設の整備 

情報化推進事業 ＩＣＴ教育の推進に向けた環境整備、情報教育の推進、ＩＣＴ活

用研修事業、情報モラル等研修事業 

 

【５年後の目標値】 

○小・中学校の施設整備数（計画期間中の累計） 

年 度 大規模改修実施校数（棟数） 

平成２８年度から令和２年度までに整備済 ２校（２棟） 

令和７年度（目標年度） ２校（３棟） 
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（５）育英事業の推進 

 

【現状と課題】 

① 本市では、経済的理由により進学が困難な学生を支援するため、公益財団法人小千谷奨学会が行っ

ている、奨学資金の貸与と東京都杉並区の小千谷学生寮の運営に対して支援しています。 

② 奨学資金の貸与者数は、令和２年度までの５年間で、年平均８７人となっており、就学に必要な資

金の援助の希望に対応しています。 

③ 小千谷学生寮は昭和３２年に開設され、これまでに約５００人の卒寮生を輩出してきました。入寮

生は定員２５人に対し、令和２年度は２４名と満室に近い状態であり、首都圏に進学する学生のニー

ズに応えています。なお、令和３年度から女子が入寮できる設備や体制が整いました。 

④ 今後も、本市出身の学生を対象として、教育の機会均等を確保し、また、社会に有為な人材を育成

するため、支援を継続する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 育英事業に対する支援 

公益財団法人小千谷奨学会の事業に対する支援を継続し、経済的理由により進学が困難な学生の教

育を受ける機会の確保を図ります。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

育英事業支援 奨学金事業、小千谷学生寮運営事業の継続支援 

 

【５年後の目標値】 

○奨学資金貸与者及び小千谷学生寮入寮者数 

年 度 奨学資金新規貸与者 小千谷学生寮入寮者 

令和元年度 ２１人／年 ２４人／年 

令和７年度（目標年度） ３０人／年 ２５人／年 
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２ 生涯学習の推進 

（１）生涯学習事業の推進 

 

【現状と課題】 

① 成人期及び高齢期を対象とした「学ビュッフェ」や「ステップアップシニア」講座など、新しい学

習活動の機会を提供しました。今後も、多様化する生涯学習ニーズに応え、幅広い学習活動を支援す

るため、幼児期から高齢期まで生涯にわたる学びの場を提供する取組が必要です。 

② 新型コロナウイルスなどの新たな感染症への対応として、動画配信による学習に取り組みました。

従来の集合型講座に加え、インターネットをはじめとする情報技術を活用した新たなスタイルでの学

習機会の提供に取り組む必要があります。 

③ 公民館活動を通じて、平成２８年度から令和元年度までの間に、社会教育及び生涯学習活動を目的

とする５つの自主活動グループが新たに結成されました。平成２８年度以前には３つの自主活動グル

ープが結成されており、増加傾向にあります。自主活動グループが、継続して学習に取り組めるよう、

活動への支援が必要です。 

④ 現在の公民館分館活動は、イベントや地域行事が中心となっていますが、人口減少やライフスタイ

ルの変化によって住民のニーズも変化しており、また、課題も地域により異なっています。今後は、

市民が自分たちの住んでいる地域をより良くするための学習や実践活動に取り組むため、分館と行政、

町内会などが連携を強化する必要があります。 

⑤ 小千谷市人権教育・啓発推進計画策定時に実施した市民意識調査結果では、人権に対する認識は世

代によって違いがみられるため、市民が常に意識をもって生涯学習に取り組む必要があります。 

⑥ 第２次小千谷市生涯学習推進計画では、障がいのある人の学習活動支援を施策に掲げています。障

がいの有無にかかわらず、一人ひとりが生涯にわたって学べる場が必要です。 

⑦ 旧小千谷総合病院跡地整備計画において、「賑わい・交流・憩いの創出」の実現のため、図書館を核

とした複合施設の整備が進められています。新施設には、生涯学習や地域の情報発信の拠点として、

また、地域の課題解決に向けた人づくりの場または市民が自主的に学び合う場として、充実した機能

が求められています。合わせて、ＩＣＴなどを活用したデジタル情報の提供など、多様な利用者ニー

ズへの対応が必要です。 

⑧ 第２次子ども読書活動推進計画策定時に実施したアンケート結果では、学年が進むにつれて本を読

まない子どもが増加する傾向にあります。計画の目標である「本が好き」という子どもを増やすため

に、幅広い年代で本に親しむ活動を推進する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 学習機会の拡充 

多様化する生涯学習ニーズや学習スタイルに対応するため、生涯学習推進センターなどの関係機関

と連携を強化し、新たな学級や講座を開設するとともに幅広い分野を学べる機会を提供します。また、

新しい生活様式に対応して、Ｗｅｂ学習など新しいスタイルでの学習機会の提供に努めます。 

② 自主活動グループの活動支援 

  市民の学習意欲を高め、社会参加を促すため、自主活動グループの活動を支援します。 

③ 公民館活動の充実 

SDGs 
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  地域の課題を解決するための学習活動に対する支援や人材の発掘・育成を図り、地域の特性を活か

した公民館活動の充実に努めます。また分館が主体的に活動し、地域の活性化に繋げられるよう、関

係機関との連携を支援します。 

④ 障がいのある人の生涯学習の推進 

  関係機関と連携し、障がいの有無に関係なく、全ての人が一緒に学ぶことができる場を創出し、生

涯にわたる学習を支援します。 

⑤ 図書館をはじめとする生涯学習施設の整備・活用 

  多様化する生涯学習ニーズに対応した学習環境の提供と旧小千谷総合病院跡地に計画している図書

館を核とした複合施設をはじめとした計画的な生涯学習施設の整備に努めます。また、情報や学習機

会の提供だけでなく、施設を利用する市民同士が交流し、協働しながら新たな事業が展開できるよう

な施設になるよう努めます。 

⑥ 人材育成の推進 

市全体の活性化を促進するため、市内企業や関係機関とネットワークを形成し、リーダーシップを

発揮できる人材を育成します。 

⑦ 情報サービスの充実 

ＩＣＴ等の活用やレファレンスサービス（資料等の相談に対する支援）の充実に努め、市民が必要

とする情報や資料を効率的かつ効果的に提供します。また、市民がより有益に情報を活用できるよう、

情報リテラシー（情報活用能力）向上のための支援を行います。 

⑧ 子ども読書活動の推進 

家庭での読書活動に対する支援や学校図書館との連携などにより、子どもの読書環境の充実に努め、

子どもの読書活動の活性化を図ります。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

生涯学習支援事業 学級・講座の開設、Webを活用した学習形式の実施、障がいの

有無に関係ない学習活動の実施、講演会の実施 

人材育成事業 市内企業と連携した人材活用・育成 

公民館分館活動助成事業 分館活動運営支援 

旧小千谷総合病院跡地整備事業 図書館を核とした複合施設の整備 

生涯学習施設整備事業 市民会館設備改修、市民学習センター設備改修 

図書館事業 読書環境の整備、図書資料の充実、情報活用支援事業 

子ども読書活動推進事業 ブックスタート事業、学校読書活動支援事業、ボランティア

による読み聞かせ活動 
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【５年後の目標値】 

○生涯学習施設利用者数 

   施設名 

年度 

市民会館 
図書館 

来館者数 

複合施設 

来館者数 

市民の家 

「おぢゃ～る」 

勤労青少年ホーム 

「ホットプラザ」 

市民学習センター 

「楽集館」 

令和元年度 ５２,７８１人 ６７,４４７人 ― １５,０８４人 ２０,１７３人 ３５,０８９人 

令和７年度 

（目標年度） 
５１，２００人 ― １６８，０００人 ２１，０００人 １９，３００人 ３４，０００人 

 

○公民館学級・講座開設数及び参加人数            

  区分 

 

 

年度 

青少年対象 成人対象 中高年対象 高齢者対象 家庭教育 合 計 

開
設
数 

延参加

人数 

開
設
数 

延参加

人数 

開
設
数 

延参加

人数 

開
設
数 

延参加

人数 

開
設
数 

延参加

人数 

開
設
数 

延参加

人数 

令和元年度 ８ ２３６人 ４ ３０９人 １ ７３人 ７ ２，５７３人  ２２ １，８７３人  ４２ ５，０６４人 

令和７年度

（目標年度） 
１１ ２４０人 ６ ３７０人 ２ １００人 ７ ２，６００人 ２７ １，９００人 ５３ ５，２１０人  

 

○分館事業開催数及び参加人数 

 区分 

 

年度 

講習会・講演会・ 

実習等 
定期講座 文化・芸術事業等 体育・スポーツ事業 

事業数 参加人数 事業数 参加人数 事業数 参加人数 事業数 参加人数 

令和元年度 ３２ ６８１人 １４４ １，４９５人 ６１７ １１，３７８人 ５２４ １２，１５２人 

令和７年度

（目標年度） 
２５ ６８０人 １４０ １，４００人 ６４０ １１，３００人 ６５０ １２，５００人 

区分 

 

年度 

レク・娯楽活動 会 議 その他※ 合 計 

事業数 参加人数 事業数 参加人数 事業数 参加人数 事業数 参加人数 

令和元年度 ８３ ６,８８１人 ３４３ ３,８８２人 １５７ ２,３９２人 １,９００ ３８,８６１人 

令和７年度

（目標年度） 
７５ ６，８００人 ２７０ ３，３００人 １００ １，８８０人 １，９００ ３７，６８０人 

※その他：主に他団体（町内会等）と連携して行われた事業数等 
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（２）青少年の健全育成 

 

【現状と課題】 

① 青少年育成センターにおける相談件数は、平成２８年度の２２６件から令和元年度は５５件と減少

傾向にありますが、数年にわたる継続的な相談もあります。青少年の健全育成を推進するため、相談

業務を継続し、関係機関と連携を強化する必要があります。 

② 第２次小千谷市生涯学習推進計画策定時に行ったアンケートの「市が行う講座に参加するとしたら、

どんな講座があればよいか。」という設問に対し、３０歳代の子育てや教育に関する講座に参加した

い割合が１６．２％と一番高くなっています。引き続き、関係機関と連携し、子育て世代への学習機

会を提供する必要があります。 

③ 現在、市内小学校５校では、地域ボランティアによる放課後子ども教室を実施し、子どもたちの放

課後の活動の場となっています。学校や放課後児童クラブ、地域、家庭などの相互の連携により、地

域に根差した青少年健全育成活動を継続する必要があります。 

④ 勤労青少年ホームは、人口減少や少子化、若者のライフスタイルの変化などにより、平成２８年度

と令和元年度の施設の利用者数を比較すると、全体では２４３人から２１０人へ、３０歳以下は３５

人から２４人へと減少しています。今後は、施設の在り方を含め、地域コミュニティーの拠点づくり、

若者の学習活動に対する支援などを併せて検討する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 青少年への相談支援 

  青少年からの悩み相談を受け止め、人生の目標を見出せるよう、引き続き、青少年の相談支援に努

めます。また、相談方法としてＳＮＳの活用など相談しやすい環境づくりを検討します。 

② 青少年育成指導体制の確保 

  育成センター相談員、補導委員、育成指導委員の研修を行い、人材育成を図ります。 

  関係団体と連携し、青少年の健全育成を推進する事業を実施します。 

  適応指導教室と連携し、不登校の児童生徒の対応や家庭教育を支援します。 

③ 家庭教育に対する支援 

  家庭教育の充実を図るため、保育園、認定こども園、学校及び地域団体などと連携し、子どもと保

護者で学ぶ機会の提供を支援します。 

  子育ての悩みを解決に導く講座や教室の充実に努めます。 

④ 地域ボランティアへの活動支援 

  子どもや学校が抱える課題解決のため、地域ボランティアの人材を育成するとともに、学校や放課

後児童クラブ、地域などが連携・協働し、学校活動を支援する体制づくりを検討します。 

⑤ 勤労青少年への活動支援と活動拠点施設の検討 

  利用者の減少を踏まえて、勤労青少年の仲間づくりやキャリア形成ができる活動拠点の在り方及び

活動方法について検討します。 

 

 

 

 

-18-



 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

青少年育成事業 悩み相談、声かけ運動、青少年体験学習の推進 

家庭教育地域交流振興事業（再掲） 保育園、認定こども園、小・中・総合支援学校などと連携した

家庭教育講座の充実 

地域子どもはぐくみ事業 放課後子ども教室の実施、学校支援地域本部の設置、放課後児

童クラブとの連携 

勤労青少年への活動支援 趣味・教養・キャリア形成等の講座開設・運営、自主活動支援 

 

【５年後の目標値】 

○青少年体験学習講座開催回数及び参加人数（教育委員会主催または講師派遣等） 

年 度 開催回数 参加人数 

令和元年度 ９回／年 ３４２人 

令和７年度（目標年度） １５回／年 ５００人 
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３ 文化の振興 

（１）文化・芸術の振興 

 

【現状と課題】 

① 市民オペラ公演や戊辰１５０年を記念した「小千谷談判」劇の上演など、市民が文化・芸術活動に

参加する機会を提供し、これをきっかけに、新たな活動グループが発足しました。引き続き、市民の

文化・芸術への関心の高まりに応えるため、誰もが気軽に参加できる講座の充実を図る必要がありま

す。 

② 市美術展への出品や音楽などの鑑賞会には、高校生の参加はあるものの、２０代・３０代の参加は

少ない状況です。若年層の文化・芸術への関心を高め、活動を盛り上げるため、地域と連携して文化・

芸術活動の学習機会や活躍の場を提供し、共に取組を推進する必要があります。 

③ 全国から短歌・俳句・川柳・詩の４部門の作品を募集し、入選作品を掲載した冊子「文芸おぢや」

の刊行と歌人などによる講演会を行う「文芸のつどい」を毎年開催していますが、令和元年度の応募

者数は、平成２８年度と比較すると約１割減少しています。今後は、短歌や俳句などの学習機会を提

供し、文芸への関心を高める必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 芸術鑑賞の機会の拡充 

市民ニーズの把握に努め、初心者や中学生・高校生をはじめとする多くの市民が文化や芸術に触れ

る機会を提供します。 

市内出身の芸術家と連携し、市民参加型の芸術発表の場を創出することにより、文化・芸術に接す

る機会の拡大に努めます。 

② 文化団体などの育成支援の継続 

文化団体などの育成を図るため、文化団体などへの情報提供や活動への助成、文化団体などの活動

内容を市民へ周知することなどによる支援に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

芸術文化振興事業 市美術展、市民音楽祭、市民芸能まつり、文芸のつどい、芸術

鑑賞会、市民オペラの開催 

文化振興基金事業 文化団体などへの活動支援 

 

【５年後の目標値】 

○芸術文化振興事業（市美術展・音楽祭・芸能まつり・文芸のつどいなど）参加者数 

年 度 参加者数 

  

令和元年度 ６，７２５人 

令和７年度（目標年度） ７，０００人 

SDGs 

-20-



 

（２）文化財等の保存と活用 

 

【現状と課題】 

① 平成３１年４月に施行された文化財保護法の改正により、文化財は保存・収集から保存・活用へと

方向性が変わっていることから、文化財をまちづくりに活かすためその継承を支援し、観光資源とし

ての価値を高める取組を進める必要があります。また、埋蔵文化財は関係機関同士の情報共有を図り、

確実な保存を行っていく必要があります。 

② 本市は、５７件の国・県・市指定の有形・無形文化財を有しています。これまで先人が培ってきた

伝統や文化を継承し、貴重な地域資源として保存・活用していくことが求められています。 

③ 指導者の高齢化や後継者不足などにより、文化財の維持管理が困難さを増していることから、地域

の文化の象徴である文化財を、地域住民の力で守っていく取組を支援していく必要があります。 

④ ユネスコ無形文化遺産にも登録されている国指定の重要無形文化財「小千谷縮・越後上布」は、指

定から６５年を迎えた小千谷の名を冠した重要な文化財であり、高度な技術を後世に継承していくた

めの支援を行う必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 埋蔵文化財の調査・保存 

地域の歴史と文化を守るため、調査結果の広報と関係機関との情報共有に努め、適切な保存を行い

ます。 

② （仮）郷土資料館の整備 

旧小千谷総合病院跡地整備事業において計画している図書館を核とした複合施設において、本市の

歴史・文化を未来に伝えるため、（仮）郷土資料館を整備します。 

本市が生んだ世界的詩人「西脇順三郎」をはじめ「廣川晴軒」「佐藤雪山」など、郷土に生きた先

人に関する資料の収集を進め、文化財や郷土資料の活用の充実を図ります。 

③ 文化財の普及啓発・活用 

各種展示やＩＣＴを活用した普及啓発を推進します。文化財関連のボランティア活動・自主サーク

ルへの支援を行い、官・民・学が協働し、文化財における持続可能な維持管理や、文化財を活用する

仕組み作りに取り組みます。また文化財を活用することにより、交流人口の増加に繋げます。 

④ 後継者の育成 

伝統や文化を受け継ぎ伝えるため、その公開と普及を図るとともに、人材の育成に努めます。 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

埋蔵文化財調査事業 遺跡の把握、諸開発との調整、発掘調査 

旧小千谷総合病院跡地整備事業 図書館を核とした（仮）郷土資料館を含む複合施設の整備 

文化財普及啓発事業 文化財関連の市民団体などへの支援 

伝統民俗芸能伝承事業 郷土芸能団体などへの支援 

小千谷縮布技術伝承者養成事業 技術伝承者養成講習会などへの支援 

文化・歴史・産業遺産保存活用事業 歴史的建造物や景観などの文化財としての指定・保存・活用 

 

【５年後の目標値】 

○伝統文化関連事業 

年 度 小千谷縮布製作技術習得人数 

令和元年度 １８人 

令和７年度（目標年度） ２８人 
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４ スポーツの振興 

（１）生涯スポーツ・競技スポーツの振興 

 

【現状と課題】 

① 平成２９年度の「健康づくり意識調査」によると、運動やスポーツをすることで健康維持や運動不

足、ストレス解消が図られると感じている市民が多くいる一方で、実際に運動やスポーツを継続的に

取り組むことができない市民も７０％程度います。小千谷市スポーツ推進計画に基づき、だれもが、

いつまでも、スポーツを楽しむことのできる生涯スポーツの環境づくりが必要です。 

② 本市では、小学生から高校生までのジュニア期におけるスポーツ活動が活発で、全国大会に多数出

場するなど活躍しています。その一方で、児童・生徒数の減少に伴い、競技種目によっては複数の団

体が合同でチームを編成せざるを得ない状況にあることから、継続的に競技に取り組める環境づくり

を支援する必要があります。 

③ 日頃のスポーツ活動には、市内スポーツ団体の指導者が深く関わっており、大会を含むスポーツイ

ベントはスポーツ団体のほかボランティアの協力により運営されています。このように、スポーツの

推進には、活動を支える指導者や支援者が欠かせないため、人材育成や指導体制の充実に取り組む必

要があります。 

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、東京オリンピック・パラリンピック大会が延期になりま

したが、大会への期待は高いものがあります。この大会を契機として、するスポーツ・みるスポーツ・

ささえるスポーツなど、より多くの人が様々な立場でスポーツに関われる環境づくりが必要です。 

⑤ 令和２年３月末現在の本市の高齢化率（総人口に占める高齢者（６５歳以上）人口の割合）は３４．

６％であり、今後しばらくは増加が見込まれています。生涯健康で過ごすために、生きがいづくりや

健康づくり、介護予防の観点から、高齢者が気軽に楽しみながら継続できるスポーツ・レクリエーシ

ョン活動の充実を図る必要があります。また、市民の参画により運営される総合型地域スポーツクラ

ブと連携し、健康・体力づくりを目的としたスポーツ活動を推進する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 生涯スポーツの推進 

  子どもから高齢者まで、日常的に体を動かし運動の継続につなげるために、だれもが、いつまでも、

スポーツを楽しめる環境づくりを推進します。 

② 競技スポーツの推進 

  オリンピック、パラリンピック大会等に出場することを目指して活動する選手に対する支援に取り

組みます。また、市スポーツ協会、各競技団体、市スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブ及び

学校と連携をしながら、ジュニア選手の競技水準の向上に努めます。 

③ 障がい者スポーツの普及 

関係団体や福祉関係者などと連携し、障がいの有無に関わらず、ともにスポーツに親しむ機会を創

出することにより、障がいに対する理解を広め、障がい者スポーツの普及を図ります。 

④ 団体支援、人材育成 

  スポーツ活動を支える指導体制の充実を図るため、スポーツ推進の中核となる団体である市スポー

ツ協会、市スポーツ少年団、総合型地域スポーツクラブに対する支援に努めます。また、スポーツ指
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導者、支援者の育成や人材の充実に努め、さまざまな場面で活用を図ります。 

⑤ 健康・体力づくりの推進 

  健康寿命の延伸につながる健康・体力づくりのための教室を開催します。また、市民団体や町内会

など自主的に教室を開催する取組を支援します。 

個人でも手軽に利用できる総合体育館トレーニングルームやランニング走路の利用促進を図りま

す。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

スポーツ振興事業 選手の活動支援、各種大会やイベントの開催、ジュニア選手育成

強化、関係団体との連携 

指導者、支援者養成事業 スポーツ・レクリエーション指導者やボランティア養成講座の開

催 

健康づくり推進事業 関係団体や機関と連携し、運動の継続を図る事業の開催 

 

 

【５年後の目標値】 

○週 1回以上運動する人の割合 

年度 割合 

平成２９年度 ３１．５％ 

令和７年度（目標年度） ６０．０％ 
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（２）体育施設の整備 

 

【現状と課題】 

① 本市には、屋内・屋外体育施設が併せて８か所あり、そのうち５か所が建設後４０年以上経過し、

老朽化が進んでいることから、施設の利便性と安全性を考慮した効率的な補修や整備が必要です。特

に白山運動公園は、屋外体育施設の拠点であり、市内の屋外体育施設のうち、利用者数の割合が８割

以上を占める施設であることから、計画的な改修・更新を行う必要があります。 

② 安全性の確保をはじめとした体育施設の適切な維持管理を継続するため、競技人口や施設利用者数

の推移に基づき、各体育施設のあり方を検討する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 体育施設の整備・充実 

  施設の老朽化に対応するため、計画的な整備を行います。また、積雪期や荒天時でも使用できるよ

うな施設環境の整備を検討します。 

② 屋外運動公園の改修・設備更新 

  屋外体育施設全体の在り方を検討したうえで個別施設計画を策定し、計画的な整備に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

総合体育館整備事業 設備更新 

運動公園整備事業 運動公園の改修・設備更新 
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【５年後の目標値】 

○体育施設利用者数 

施設名 

 

年度 

総合体育館 
市民 

プール 

東小千谷 

体育センター 

白山運動公園 

野球場 庭球場 陸上競技場 多目的広場 
グリーン 

ヒル白山 

令和元年度 １８３，０３３人 １４，１４８人 ２０，１７８人 ３，３８４人 １０，６２３人 ４，６１７人 ７，８４９人 ９，５０１人 

令和７年度

（目標年度） 
１７７，５００人 １３，７００人 １９，５００人 ３，３００人 １０，３００人 ４，３００人 ７，６００人 ９，２００人 

施設名 

 

年度 

信濃川河川公園 千谷運動公園 
南部スポー

ツ広場 

片貝スポー

ツ広場 

 

野球場 
多目的 

グラウンド 
野球場 庭球場 多目的広場 

令和元年度 １，０７１人 ２，８２７人 ２，０７４人 ４，５６８人 ２，７８０人 ３，８９０人 ４，５９２人 

令和７年度

（目標年度） 
２，１００人 ３，４００人 ２，０００人 ４，５００人 ２，７００人 ３，８００人 ４，５００人 

年度 計 

 
令和元年度 ２７４，４９６人 

令和７年度

（目標年度） 
２６８，４００人 
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基本目標２ 

 子育てにやさしく健康長寿で支えあうまちづくり 

（福祉、健康、医療） 



 

１ 子育て環境の充実 

（１）子どもを産み育てやすい環境の整備 

 

【現状と課題】 

① 未婚・非婚者数の増加及び晩婚化、また、子どもを持つことに対する考え方の多様化などにより、

妊娠・出産件数の減少傾向が続いています。「子どもを産み育てたい」と思う人が、安心して妊娠・

出産・子育てができるよう、引き続き産科を有する医療機関である厚生連小千谷総合病院との連携強

化を図るとともに、心身の健康や出産・子育てにかかる経済面も含めた切れ目のない支援が必要です。 

② 核家族化の進行、共働き世帯の増加により、母子を取り巻く環境は著しく変化しています。安心で

きる妊娠期間を過ごし、安全な出産を迎えるとともに、乳幼児が健全に発育できるよう、母子保健の

充実を図る必要があります。また、地域とのつながりの希薄化などにより、子育てにおける周囲の支

援や協力を得にくい家庭が増えています。妊娠・出産・子育てを見守り、サポートしてくれる家族や

地域とのつながりを築くなど、妊産婦の育児不安を解消し、産後うつや孤立を防ぐ必要があります。 

③ 子育て家庭を支援する取組として、地域子育て支援施設「わんパーク」を拠点に、遊びと相談など

の場を提供するほか、ＳＮＳによる子育て情報やわんパークのイベント情報などの配信を行っていま

す。核家族化の進行や共働き世帯の増加に伴い就園年齢が低下したことにより、来館者数が平成２９

年度は１８，５３６人、令和元年度は１７，０６６人と減少傾向にある一方で、子育てに関する相談

件数は、平成２９年度は５１８件、令和元年度は６２９件と増加傾向にあるため、より相談しやすい

環境づくりが求められています。 

④ ファミリー・サポート・センター事業の登録会員は、平成２５年度の４１１人をピークに年々減少

しており、令和元年度は３４５人となっています。育児の援助をする提供会員については、定期的に

説明会や養成講座を開催し、会員数の確保に努めており、登録者数は概ね１５０人で推移し大きく減

少していませんが、新規提供会員の追加登録者数が伸び悩んでいます。一方、育児援助の依頼者のニ

ーズは多様化しており、今後求められるニーズに合った提供体制を確保するため、事業の周知と提供

会員のスキルの向上が必要です。 

⑤ 幼児から小学生までの子どもたちが降雪期や荒天時に身体を動かして遊べる場所が不足しているた

め、子どもたちが降雪期や荒天時でも安全で安心して遊ぶことのできる場所を確保する必要がありま

す。 

 

【施策の基本方針】 

① 安心して妊娠・出産・子育てができる支援環境の充実 

  小千谷市子ども・子育て支援事業計画に基づき、産前産後における妊産婦等への支援の充実と、地

域社会全体で子どもを育てる支援環境の整備に努めます。 

② 医療費助成事業の推進 

不妊治療費、妊産婦医療費、子ども医療費をそれぞれ助成することにより、経済的負担の軽減を図

ります。 

③ ベビー・ファースト運動の推進 

ベビー・ファースト運動を推進し、地域社会全体で子育てを支援する意識の啓発に努めます。 

④ 母子保健事業の充実 
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妊娠期から子育て期の心身の不安に早期に対応するため、子育て世代包括支援センターを核として、

地域の保育園や認定こども園、民生委員・児童委員などとの連携により、切れ目のない支援と相談体

制の充実を図ります。また、子どもが心身ともに健やかに成長し、母親が健康に過ごせるよう、妊婦・

乳幼児健診、歯科検診などの充実を図ります。 

妊婦とその家族を対象にしたうぶごえ教室の開催や父子手帳を発行するなど、家族が協力して子育

てをする関係の支援に努めます。 

出産後の母体の回復や育児等に不安のある母親を対象に産後ケア事業を実施し、産婦の育児不安の

解消や産後うつの防止に努めます。 

⑤ 地域子育て支援拠点事業の充実 

  保育園、認定こども園などの就園前を中心とした子どもの子育てに役立つ各種相談や情報提供を行

います。相談件数の増加に対応し、孤立化を防止するため、ＳＮＳを活用した情報発信や相談・支援

体制の充実を図ります。 

⑥ ファミリー・サポート・センター事業の推進 

  地域や社会全体で子育て家庭を支援していけるよう、市民や市内在勤者にファミリー・サポート・

センター事業を周知し、依頼会員と提供会員の増加につなげます。また、提供会員のスキルの向上に

向けた研修など、学びの機会の提供に努めます。 

⑦ 子どもの遊び場の充実 

  子どもが安全で安心して遊ぶことができる屋内施設を旧小千谷総合病院跡地に整備する施設に導入

します。また、健康・こどもプラザ（あすえ～る）内の「わんパーク」や市民会館内の「わくわくル

ーム」、総合体育館内の「幼児プレイルーム」など、既存の遊び場の有効活用に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

医療費助成事業 子ども医療費助成、不妊治療費助成、妊産婦医療費助成 

母子保健事業 妊婦健康診査・歯科検診、うぶごえ教室の開催、妊産婦・新生児

訪問指導、乳幼児健康診査、養育支援訪問事業、産後ケア事業 

ベビー・ファースト運動 ベビー・ファースト運動の啓発、駐車場マタニティーマーク設置

費補助 

地域子育て支援拠点事業 地域子育て支援拠点事業の運営、子育て教室の開催、子育てなん

でも相談の実施、ＳＮＳの活用による子育て情報の発信及び相談 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業 

提供会員養成講座の開催 

旧小千谷総合病院跡地整備事

業 

子どもが安全で安心して遊ぶことができる屋内施設の整備 
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【５年後の目標値】 

○産後（退院後１か月間）に助産師や保健師等から十分な指導やケアを受けることができたと思う人の 

割合 

年 度 
受けることができたと 

思う人の割合 

令和元年度 ９５．０％ 

令和７年度（目標年度） ９７．０％ 

 ※４か月児健康診査における生活アンケート 

 

○今後もこの地域で子育てをしたいと思う親の割合 

年 度 
肯定的な回答（そう思う／ 

どちらかといえばそう思う） 

令和元年度 ９５．０％ 

令和７年度（目標年度） ９７．０％ 

 ※４か月児健康診査、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査における生活アンケートの平均値 

-29-



 

（２）子育て支援の充実 

 

【現状と課題】 

① 少子化の進行により児童数が減少する一方、幼児教育や保育の無償化、核家族化の進行や共働き世

帯の増加により、保育施設の利用ニーズが高まっており、早朝・延長保育や一時保育、土曜日の延長

保育を実施しています。さらに、３歳未満児の保育ニーズが年々高まっているため、３歳未満児の受

入体制を確保していく必要があります。令和２年１月から健康・こどもプラザで病児・病後児保育を

開始しました。相談が増えている医療的なケアが必要な児童への支援について検討が必要です。 

② 保育園の老朽化が進む一方で、地域別の出生動向により施設規模と入園児数との間に不均衡が生じ

ているため、保育施設の適正配置を進める必要があります。 

③ 核家族化の進行や共働き世帯の増加などによる保育ニーズの高まりと同様に、放課後児童クラブ（学

童保育）のニーズも年々高まっています。登録児童数は平成２８年度が４４９人でしたが、令和２年

度は５２５人となっています。引き続き受入体制や活動場所の確保に対する支援が必要です。また、

児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験や活動ができるように、放課後子ども教室との連携

による取組を進める必要があります。 

④ ひとり親家庭は、他の家庭と比べて収入が少なく、また、就労しても仕事と育児の両立が困難な割

合が高い傾向にあります。ひとり親家庭に対しては、経済的支援、仕事と家事、育児の両立支援、就

労支援など、家庭の状況に応じた支援に努める必要があります。 

⑤ 本市の児童虐待相談件数は平成２７年度が１９件でしたが、令和元年度は３４件で年々増加傾向に

あります。面前ＤＶ1を含む児童虐待の相談については、「小千谷市こどもを守る地域連絡会」を中心

として、虐待防止の啓発、早期発見、相談対応を強化するとともに、関係機関との連携強化と情報共

有に努めていく必要があります。 

⑥ 子どもの貧困問題は、生活困窮家庭の実態把握が難しい状況にあることから、貧困に早期に気づき、

早期の支援につなげるため、ひとり親や生活困窮など各種相談窓口での状況把握や関係機関による子

どもの見守りが必要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 子育てを支援する地域社会づくりの推進 

  小千谷市子ども・子育て支援事業計画に基づき、子どもたちや子育て世代が安心して暮らし続け、

子どもの成長と子育てを行政や地域社会全体で支援する地域社会づくりを目指します。 

② 保育サービスの充実 

  働きながら子育てしやすい環境づくりを支援するため、早朝・延長保育、一時保育、病児病後児保

育の保育サービスの充実に努めます。また、医療的ケアが必要な児童に関するニーズを把握し、新た

な保育サービスとしての必要性について検討します。 

③ 保育施設の適正配置の推進 

  幼児教育・保育の無償化及び核家族化の進行や共働き世帯の増加により高まっている保育施設の利

用ニーズに対し、保護者が安心して子どもを預け、就労ができるよう、認定こども園の運営を支援す

るとともに、保育園との連携による受入体制の確保に努めます。また、保育園の老朽化が進んでいる

ため、地域別、年齢別の児童数に基づき、保育施設の適正配置を進めるとともに、保育サービスの向

                                                
1 面前ＤＶ：子どもの目の前で親が配偶者などに暴力をふるうことで、子どもに心理的苦痛を与える虐待行為 
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上を前提とした民設民営方式の活用を検討します。 

④ 放課後児童クラブ（学童保育）への支援 

  核家族化の進行や共働き世帯の増加により高まっている放課後児童クラブのニーズに対し、受入れ

体制や活動場所の確保と安定的な運営を支援するとともに、放課後子ども教室との連携による一体型

又は連携型の運営を支援します。 

⑤ ひとり親家庭への支援 

  ひとり親家庭の生活の安定を図るため、児童扶養手当の支給及び医療費の助成を引き続き行います。

また、各家庭の状況に応じて寄り添う支援策のあり方を検討します。 

⑥ 関係機関との連携による児童虐待とＤＶへの対応 

  児童虐待の防止と早期発見・早期対応を行うため、小千谷市こどもを守る地域連絡会を中心として、

関係機関との連携を図ります。 

  長岡地域定住自立圏の取組として、長岡市ＤＶ防止ネットワークを通じ、関係機関との情報共有に

努めるとともに連携して対応します。 

⑦ 子どもの貧困への支援 

  各機関における相談対応や子どもの見守りにより、生活困窮家庭の状況把握に努めます。「貧困の連

鎖」を防止するために、生活困窮家庭への支援事業と連携した相談・支援に取り組みます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

保育サービスの充実 早朝・延長保育、一時保育、土曜日の延長保育、病児病後児保

育、通園費補助、医療的ケア児の支援体制の検討 

認定こども園支援事業 施設整備費補助、運営費補助 

保育施設の適正配置の推進 保育施設の適正配置の推進、保育サービスの向上 

放課後児童健全育成事業 設置団体への運営費補助、空き教室等の活動場所の確保支援、

放課後子ども教室との連携 

ひとり親家庭支援事業 児童扶養手当の支給、医療費助成、就労支援 

児童虐待・ＤＶ防止ネットワー

ク事業 

小千谷市こどもを守る地域連絡会参画団体の連携強化 

子どもの貧困対策 就学援助制度、子どもの学習支援・生活支援事業 

 

【５年後の目標値】 

○保育施設の適正配置推進による保育園及び認定こども園の定員数に対する入園児数の割合 

年 度 充足率 

平成３０年度 ７３．５％ 

令和７年度（目標年度） ８０％以上 
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○学童クラブの受入数 

年 度 学童クラブ（通年型）設置数 

令和元年度 １０団体 

令和７年度（目標年度） １２団体 
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２ 健康づくりの推進 

（１）健やかな体づくりの推進 

 

【現状と課題】 

① 平成３０年の福祉保健年報によると、小千谷市の死因別の割合は悪性新生物が２０．０％、心疾患

が１６．４％、脳血管疾患が９．７％と生活習慣病が全体のおよそ半数を占めています。また、特定

健診結果における保健指導判定値以上であった割合を平成２５年度と令和元年度で比較すると、血圧

が３４．４％から４３．４％、脂質が５５．６％から５８．６％、糖代謝が４８．６％から６５．１％

といずれも増加しています。予防には規則正しい健全な生活習慣が大切であるため、乳幼児期から高

齢期までの一貫した生活習慣病予防対策が求められています。 

② 保健推進員や食生活改善推進委員などと連携し、地域活動やイベント行事の場を活用しながら、地

域に密着した健康づくりに取り組んでいます。引き続き地域における自主的な健康づくりを推進する

ため、健康づくりの担い手の養成や関係者との連携強化を図る必要があります。 

③ 近年は家庭においてもスマートフォンやタブレットなど時間や場所を選ばずに誰もが容易にメディ

ア機器を利用できるようになったことにより、若年層を中心に運動や睡眠の不足など生活リズムに悪

影響を及ぼしています。小・中学生を対象とした生活習慣の調査によると、１日２時間以上メディア

機器を使用する子の割合を平成２５年度と平成３０年度で比較すると、小学生が１．１％から８．５％、

中学生は１９．３％から２８．８％と増加している一方、１日３０分以上の運動を毎日している子の

割合は、小学生が７３．５％から６２．４％、中学生は７４．８％から７０．１％と減少しているこ

とから、適度な運動、睡眠時間の確保といった生活習慣の改善が必要です。 

また、今後は学習生活や生活全般においても、一層メディア機器の利用は欠かせないものになると

考えられるため、メディア依存による健康への影響に配慮する必要があります。 

④ 健康づくり意識調査によると、朝食を毎日食べる成人の割合を平成２５年度と平成２９年度で比較

すると、８４．３％から８３．４％と減少しています。また、安全性や生産地等を考慮した食材を選

んでいる人の割合も６８．２％から５８．４％と減少しています。食に関する価値観の変化やライフ

スタイルの多様化により、個人や家庭での健全な食生活の実践が困難な傾向にあるため、家庭での取

組を中心に、認定こども園・保育園、学校、地域など、さまざまな場面において、食の大切さに関す

る意識の向上を図る必要があります。 

⑤ 歯や口腔内の健康を保つことは健康寿命の延伸につながります。健康づくり意識調査によると、２

０歳以上の人で１年間に治療や健診で歯科医院を受診した人の割合を平成２５年度と平成２９年度

で比較すると、４５．７％から４４．１％に減少しており、県平均の４５．１％と比較しても下回っ

ています。また、平成３０年度から開始した成人歯科検診及び妊婦歯科検診の受診状況は、令和元年

度で１６．４％及び４６．５％といずれも低い状況です。むし歯や歯周病を予防し、口腔機能をよい

状態で維持していくため、生涯を通じた継続性のある歯科保健対策が求められています。 

⑥ 新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症への対策として、日常生活における新しい生活様式

の普及・定着により、感染予防と感染拡大防止に努める必要があります。感染状況により行動が制限

され、心身の健康に影響することも考えられることから新しい生活様式の普及・定着を図りつつ、身

体的・精神的に健康を維持するための対策が必要です。また、新型コロナウイルス感染症とインフル

エンザの合併症ハイリスク群（子どもや妊婦など）への予防接種の支援が求められています。 

SDGs 
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【施策の基本方針】 

① 健康づくりの推進 

  小千谷市健康増進計画に基づき、市民が健康で充実した生活を送ることができるよう、保健、医療、

福祉、教育の関係団体と連携し、健康づくりを推進します。 

  地域における自主的な健康づくりを推進するため、市民が主体的に健康づくりに取り組むための意

識の向上と、保健推進員や食生活改善推進委員、民間団体、企業等と連携した健康づくり活動の充実

を図ります。 

② 生活習慣病予防対策の推進 

  生活習慣改善のための健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導を推進します。 

  がん検診においては、未受診者対策に取り組み、受診率の向上を図ります。 

さらに、運動習慣の定着やフレイル2・ロコモ3予防のための健康ポイント事業の充実などにより、

生活習慣病予防対策を推進します。 

③ 母子保健事業（乳幼児期・学童思春期）の推進 

  乳幼児期からの適切な生活習慣を確立するため、「食べて、動いて、よく寝よう！」の普及啓発を強

化するとともに、関係機関との連携による生活習慣改善の取組を推進します。 

  メディア依存による健康への影響とその予防については、乳幼児期では各種健診や保育園・認定こ

ども園、学童思春期では学校を中心に適切な使い方や関わり方を考える機会を設けるなど、子どもや

保護者に対するメディアコントロールの重要性などを周知・啓発する取組を推進します。 

④ 食育の推進 

  小千谷市食育推進計画に基づき、食に関する正しい知識と望ましい食習慣の確立のため、関係機関

や団体と連携し、食育を推進します。 

⑤ 歯科保健の推進 

  小千谷市歯科保健計画に基づき、乳幼児期・学童思春期・妊産婦・成人期・高齢期の各ライフステ

ージの課題解決に向けて、意識の向上と行動の定着を目指し、関係機関と連携した歯科保健事業を推

進します。 

⑥ 感染症予防対策の推進 

  新しい生活様式の普及・定着を促し、新たな感染症に対しても正しい知識による情報を適時に市民

へ伝えるとともに、一人ひとりが健全な身体と心を維持できる取組を推進します。 

  予防接種事業における接種勧奨やインフルエンザ予防接種助成事業の拡充を図ります。 

 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

健康づくり推進事業 健康福祉まつり、町内健康づくり事業、保健推進員・食生活改

善推進委員の活動支援 

健康教育事業 生活習慣病予防・糖尿病予防・歯科疾患予防・健康ポイント事

業（フレイル・ロコモ予防） 

                                                
2 フレイル：加齢とともに心身の活力（筋力や認知機能等）が低下し、要介護になるリスクの高い状態になること 
3 ロコモ：ロコモティブシンドローム（運動器症候群）の略。「立つ」「歩く」などの運動器の衰えにより要介護になるリスクの

高い状態になること 
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健康相談事業 特定健康診査結果説明会、糖尿病予防相談会 

訪問指導事業 各種健診結果の要指導者等への訪問指導 

健康診査事業 特定健康診査、血糖検査、肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、

人間ドック 

がん検診事業 胃がん・大腸がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん検診 

母子保健事業（乳幼児期・学童

思春期） 

乳幼児期・学童思春期の健康づくり 

メディアコントロール意識啓発 

食育推進事業 食生活改善運動、食生活改善推進委員の育成、食に関する実態

把握及び普及啓発、地産地消の推進 

歯科保健事業 幼児歯科検診、妊婦歯科検診、成人歯科検診、後期高齢者歯科

検診、むし歯予防教室 

感染症予防事業 予防接種、結核検診、新たな感染症への防疫対策 

インフルエンザ予防接種助成事業の拡充 

 

【５年後の目標値】 

○ 特定健康診査・特定保健指導実施率 

年   度 特定健康診査実施率 特定保健指導実施率 

令和元年度 ５７．７％ ３５．９％ 

令和７年度（目標年度） ６５％ ４５％ 

 

○がん検診受診率 

年 度 胃がん検診 
大腸がん検

診 
肺がん検診 

子宮頸がん

検診 
乳がん検診 

令和元年度 ２４．７％ ３５．９％ ５０．２％ ３７．４％ ４４．７％ 

令和７年度 

（目標年度） 
２８％ ３７％ ５５％ ３９％ ４６％ 

 

○健康づくり意識調査 

年   度 朝食を毎日食べる成人の割合 

１年間に治療や健診で歯科医

院を受診した人の割合（２０

歳以上） 

平成２９年度※ ８３．４％ ４４．１％ 

令和７年度（目標年度） ９０％以上 ５０％以上 

※健康づくり意識調査年度 
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（２）健康長寿の推進 

 

【現状と課題】 

① 本市の平成２７年の平均寿命4は男性８１．１年、女性８７．５年で、全国の男性８０．８年、女性

８７．０年をやや上回っています。また、平均寿命と健康寿命5の差は要介護となる期間を表しますが、

平成２８年の日本人の健康寿命は男性７２．１４年、女性７４．７９年となっています。高齢者の健

やかな長寿を願う中で、健康寿命の延伸は大きな課題です。健康管理や健康づくりに取り組む高齢者

が目的や内容を理解し、意識の向上を図ることができるよう、支援する必要があります。 

② 地域において自立した生活を継続していくためには、要介護状態になることを未然に防ぐことや、

介護が必要になっても状態が悪化しないように努めることが重要です。そのためには、社会参加の促

進による介護予防を推進するとともに、総合的な相談や心身の状態及び生活課題に応じたサービスを

提供する必要があります。 

③ 健康寿命の延伸には、複数疾患の合併や加齢に伴うフレイルなど高齢者の特性を踏まえた健康支援

が重要であるため、高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する必要があります。 

④ 新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症への対策として、日常生活における新しい生活様式

の普及・定着を図るとともに、健やかな長寿のためには感染症の予防が重要です。高齢化とともに重

症化するリスクが高まるため、正確でタイムリーな情報提供と感染予防に努める必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 健康保持・増進対策の推進 

  高齢者が健康でいきいきと生活できるよう、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導を実施し

ます。 

  健康増進事業及び予防接種事業については、関係機関と連携し、事業内容の周知と意識の啓発に取

り組みます。 

② 地域支援事業の推進 

  介護予防、要介護状態などの重症化予防、認知症対策のため、高齢者の社会参加を促すとともに、

介護予防・日常生活支援総合事業及び包括的支援事業を実施します。 

③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施   

高齢者が、住み慣れた地域で自立した生活をし、生活の質を維持・向上することができるよう、高

齢者の特性に合わせ保健事業と介護予防事業とを一体的に実施します。 

④ 感染症予防対策の推進 

感染症への予防対策や感染による影響について理解しやすい内容を情報発信するとともに、予防接

種事業における接種勧奨に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

健康増進事業 健康寿命延伸・フレイルとロコモ予防医学講座、健康診査、がん検

                                                
4 平均寿命：厚生労働省が５年ごとの国勢調査を基に、死亡率などから生命関数を用いて算出した０歳児の平均余命のこと 
5 健康寿命：「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と定義され、厚生労働省が３年に１度算定する

が、人口規模が少ないと精度が低いため、市町村単位の公表はない。 
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診、健康教育、健康相談、訪問指導、人間ドック 

介護予防・日常生活支援総

合事業、包括的支援事業 

一般介護予防事業、介護予防・生活支援サービス事業、認知症施策、

生活支援体制整備事業(地域支え合い事業) 

感染症予防事業 予防接種（インフルエンザ、高齢者肺炎球菌など）、結核検診 

新たな感染症への防疫対策 

 

【５年後の目標値】 

○高齢者の健診受診率及び予防接種率 

年   度 
特定健康診査受診率 

（７５歳以上） 

インフルエンザ 

予防接種率 

（６５歳以上） 

令和元年度 ２４．３％ ５２．１％ 

令和７年度 

（目標年度） 
２５％以上 ６７％以上 
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（３）心の健康づくりの推進 

 

【現状と課題】 

① 現代はストレス社会と言われ、ストレスは生活習慣病に影響します。国全体の傾向と同様に、本市

においてもストレスを感じている人の割合が増加しており、健康づくり意識調査によると、ストレス

を感じると答えた人の割合を平成２５年度と平成２９年度で比較すると、７３．０％から９４．３％

に増加しています。一方、ストレスの解消ができている・何とかできていると答えた人の割合は７４．

９％から６１．５％に減少しています。ストレスへの対処力を高めて心の健康づくりを推進するため、

対処方法の情報提供や普及啓発を強化していく必要があります。 

② 小千谷市健康増進計画に基づき、「こころの健康」を中心として自殺対策に取り組んできましたが、

本市の自殺死亡率6は、全国や県の平均値と比べて高い値で推移しており、厚生労働省が作成している

令和元年の「地域における自殺の基礎資料」によると、本市の自殺死亡率は全国を上回っている状況

です。このような状況の中、平成３０年３月に「小千谷市自殺対策計画」を策定し、地域の実情に即

した自殺対策の取組を推進しています。自殺を予防して「誰も自殺に追い込まれることのない社会」

を実現するためには、心の健康づくりについて個人と社会の双方に働きかけ、多様な関係者との連携

による総合的な取組が求められています。 

 

【施策の基本方針】 

① 精神保健対策の推進 

  睡眠のとり方や適正飲酒などのストレスへの対処方法の周知に努めるとともに、ストレスを自分で

抱え込まずに相談することの大切さについて啓発し、心の病気の早期発見・早期治療につなげるため、

関係機関・団体が共通認識を持って協働し、地域全体で支える仕組みづくりに取り組みます。 

② 自殺予防対策の推進 

  小千谷市自殺対策計画に基づき、心の健康づくりを支援する団体や関係機関と連携、地域全体で自

殺を予防する事業を推進します。 

  関係機関との連携により、相談支援体制と地域における気づき・見守り体制7の充実を図ります。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

精神保健事業 精神障がい地域包括ケア連絡会、心の健康講演会、精神保健福祉

相談会、訪問指導 

自殺対策強化事業 いのちとこころの支援連絡会、地域見守り体制の推進、ゲートキ

ーパー8の養成、相談窓口の周知 

 

                                                
6 自殺死亡率：自殺者数を当該地方公共団体の人口で除し、これを１０万人当たりの数値に換算したもの 
7 気づき・見守り体制：県が自殺予防対策として全県下で展開しており、心の悩みを抱える人を身近な住民が気づき、早い段階

で保健師等による支援につなげる取組 
8 ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支

援につなげ、見守る）を図ることができる人 
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【５年後の目標値】 

○心の健康に関する意識調査 

年   度 
ストレスを感じる人

の割合 

ストレスの解消がで

きている・何とかでき

ている人の割合 

各種相談会を知って

いる人の割合 

平成２９年度※ ９４．３％ ６１．５％ ３２．４％ 

令和７年度（目標年度） ６５％以下 ７０％以上 ５０％以上 

※健康づくり意識調査年度 
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３ 医療体制の充実 

（１）地域医療の充実 

 

【現状と課題】 

① 厚生連魚沼病院と公益財団法人小千谷総合病院が統合し、平成２９年４月に厚生連小千谷総合病院

が開院しました。将来にわたり、市民への質の高い医療提供体制が維持されるよう、地域の中核医療

機関としての役割を担う厚生連小千谷総合病院を中心とした地域医療体制を維持していく必要があ

ります。 

② 医師や医療従事者の不足が深刻化しています。将来にわたって安定的な地域医療提供体制が維持さ

れるよう、医師や医療従事者の人材確保が必要です。 

③ 地域医療体制の充実を図るには、診療所9と病院との連携が必要不可欠なため、今後も身近なかかり

つけ医としての診療所を確保していくための支援策が必要です。 

④ 感染症の発症あるいは重症化を防ぐために、予防接種は有効な手段の一つです。予防接種を受けた

人の健康保持に加え、多くの人が予防接種を受けることで流行を阻止し、社会全体の感染症を減らす

効果もあることから、より多くの市民に予防接種を受けてもらえるよう、啓発活動を継続する必要が

あります。 

⑤ 新型コロナウイルスなど新たな感染症への防疫対策等について、県や関係機関と連携を図りながら

対応を進める必要があります。 

⑥ 夜間・休日の初期救急診療体制については、本市の医療機関で対応しているほか、長岡地域定住自

立圏共生事業により、小児は中越子ども急患センター、大人は長岡休日・夜間急患診療所で対応して

います。圏域の初期救急医療施設における小千谷市民の平成３０年度の受診者数の割合は、中越子ど

も急患センターが３．６％、長岡休日・夜間急患診療所が１．９％と低迷しているため、身近な医療

施設として定着するよう普及啓発が必要です。 

⑦ 令和元年度の介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果によると、在宅で介護や医療のサービスを希

望する市民の割合が高い水準にあることがわかりました。在宅医療と介護サービスの連携を強化する

必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 地域医療の充実 

  地域の中核医療機関としての役割を担う厚生連小千谷総合病院の医療提供体制が安定して維持され

るよう、運営を支援します。また、医師や医療従事者の人材確保に向けて、関係機関や関係団体と連

携した取組を進めます。 

② 診療所の開設等支援 

  市内における診療所の新規開設や診療体制を維持する取組を支援します 

③ 感染症予防対策の推進 

  各種予防接種に対する周知強化と理解を深める啓発により、接種率の向上に努めます。 

④ 新たな感染症対策の推進 

新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症対策のため、県や関係機関と連携した取組を進めま

                                                
9 診療所：主に外来患者を診察する医療施設 

SDGs 
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す。 

⑤ 夜間・休日診療の確保 

  本市の医療機関及び長岡地域定住自立圏の広域連携により、救急医療体制の確保及び利用について

普及啓発に取り組みます。 

⑥ 在宅医療と介護の連携の推進 

  高齢者が、医療や介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができる

よう、在宅医療と介護を一体的に提供する体制の整備と連携を推進します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

中核医療機関支援事業 厚生連小千谷総合病院への運営費助成 

救急医療専用病床運営事業 救急医療専用病床を保有する病院への運営支援 

小児医療専用病床運営事業 小児医療専用病床を保有する病院への運営支援 

医師・医療従事者の人材確保 大学寄附講座による医師派遣 

実習生の受け入れ及び指導者研修 

診療所開設等支援事業 診療所の新規開設等への支援 

在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療介護連携協議会、多職種連携研修会 

在宅医療・介護連携に関する相談支援 

感染症予防事業 予防接種、結核検診、新たな感染症への防疫対策 

小児救急医療運営事業 中越子ども急患センターの運営支援、普及啓発 

休日夜間救急医療運営事業 長岡休日・夜間急患診療所への運営支援、普及啓発 

 

【５年後の目標値】 

○診療所の新規開設数 

年 度 新規開設件数 

令和元年度 ― 

令和７年度（目標年度） １件以上 

（計画期間中の累計） 
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４ 支え合う福祉社会づくり 

（１）障がい者福祉の充実 

 

【現状と課題】 

① 令和元年度末現在の本市の障がい者の総数は１，９２６人で平成２７年度末と比較すると２９人減

少しています。内訳では、身体障がい者は１，３０８人で１１７人減少しているものの、知的障がい

者と精神障がい者は合わせて６１８人で８８人増加しています。 

② 相談支援事業所への相談件数は平成２７年度１４，８２２件でしたが、令和元年度１５，４４４件

と６２２件増加しており、その内容も年々複雑かつ多様化しています。これらに対応するため、障が

い者相談支援事業を３事業所で展開していましたが、地域における相談支援の中核的な役割を担う機

関として「小千谷市障がい者基幹相談支援センター」を平成２９年１０月に開設しました。今後も相

談支援体制を強化していく必要があります。 

③ 障がいのある人が地域で自立した生活を送るためには、経済的基盤の確立が不可欠であり、就労に

繋げていくことが必要です。 

④ 障がい者の自立支援のためのグループホームは、市内の施設がいずれも満床となっています。また、

就労継続支援事業所は登録者が定員を超えることもあるため、それぞれの福祉サービスの拡充が求め

られています。 

⑤ 障がい者の地域における自立と共生社会の実現に向けて、市民一人ひとりが相互に尊重し支えあい、

共に安心して生活できる社会の形成が求められています。なお、本市は平成２９年１２月に小千谷市

手話言語条例を制定しており、ろう者及び手話への理解や普及への取組を推進する責務があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 障がい者計画及び障がい（児）福祉計画の推進 

  障がい者計画・障がい（児）福祉計画に基づき、障がい福祉サービスを活用し障がいのある人の自

立支援の推進を図ります。 

② 相談支援体制の強化 

  基幹相談支援センターや相談支援事業所、サービス提供事業所、他分野とのネットワークを構築し

連携を強化するとともに人材育成のための支援を行うことにより、障がい福祉サービスの他、権利擁

護などを含めた相談支援体制を強化します。 

③ 就労支援体制の推進 

  総合支援学校や雇用関係機関との連携を深め、相談・就労支援を推進します。 

④ 障がい者施設整備に対する支援 

  不足しているサービスを拡充するため、グループホームや就労継続支援等を行う事業所等の施設整

備を支援します。 

⑤ 障がい者理解の促進 

障がいと障がいのある人に対する正しい知識を広め、理解を深めるため、福祉教育や健康福祉まつ

り、地域交流イベント等を通じた普及啓発活動を推進します。 

  また、聴覚に障がいのある人の意思疎通を円滑にするため、手話や要約筆記の出来る人の派遣や養

成・確保を図ります。 

SDGs 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

障害者自立支援給付事業 居宅介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援、施設入所支

援 

地域生活支援事業 相談支援、日中一時支援、移動支援、日常生活用具給付支援、コ

ミュニケーション支援事業、成年後見制度利用支援 

在宅障がい者支援事業 外出支援サービス（タクシー券利用助成等）、住宅改修費補助、

通所サービス事業所通所費助成 

障がい福祉施設整備事業費補

助金事業 

施設整備費補助 

健康福祉まつり 障がい福祉サービス事業所・団体の活動ＰＲ、障がい者の作品展

示、自主作品の販売 

意思疎通支援事業 手話通訳者（奉仕員）・要約筆記者（奉仕員）派遣、手話奉仕員

養成講座 

 

【参考数値】 

○ 身体障害者手帳所持者数                      （各年度３月３１日現在／単位：人） 

年 度 視 覚 聴覚・平衡 音声・言語 肢体不自由 内 部 計 

平成２７年度 ８０ １４３ １８ ８２４ ３６０ １,４２５ 

平成２８年度 ７２ １４１ １９ ７８９ ３６９ １,３９０ 

平成２９年度 ６８ １３６ １８ ７５１ ３５４ １,３２７ 

平成３０年度 ６８ １３６ １９ ７５５ ３８６ １,３６４ 

令和 元年度 ６５ １２７ １８ ７１３ ３８５ １,３０８ 

                                          資料：福祉課 

 

○療育手帳所持者数                         （各年度３月３１日現在／単位：人） 

区分 

年度 

知的障がい児（１８歳未満） 知的障がい者（１８歳以上） 
総 計 

重 度 中軽度 計 重 度 中軽度 計 

平成２７年度  １３  ４７  ６０  ８３ １５２ ２３５ ２９５ 

平成２８年度  １３  ５５  ６８  ８０ １５９ ２３９ ３０７ 

平成２９年度  １１  ５１  ６２  ８２ １６１ ２４３ ３０５ 

平成３０年度  １３  ４８  ６１  ８０ １６４ ２４４ ３０５ 

令和 元年度  １５  ４０  ５５  ８３ １７７ ２６０ ３１５ 

                              資料：福祉課 
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○精神障害者保健福祉手帳所持者数              （各年度３月３１日現在／単位：人） 

等 級  

年 度 
１ 級 ２ 級 ３ 級 合計 

平成２７年度 ２１ １８３ ３１ ２３５ 

平成２８年度 １９ １９９ ３１ ２４９ 

平成２９年度 ２６ ２１２ ２９ ２６７ 

平成３０年度 ２８ ２３２ ３０ ２９０ 

令和 元年度 ２８ ２４８ ２７ ３０３ 

                                        資料：福祉課 

 

【５年後の目標値】 

○障がい者施設の整備数 

年 度 整備件数 

令和元年度 ― 

令和７年度（目標年度） ３件 

（計画期間中の累計） 
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（２）生活困窮者への支援 

 

【現状と課題】 

① 生活保護受給世帯数は平成２９年度１３７世帯、令和元年度１２８世帯と経済の緩やかな回復によ

り減少傾向が続いていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響などによる動向を注視し、適切に

対応する必要があります。 

② 平成２７年４月に生活困窮者自立支援法が施行されました。家庭や生活の面でさまざまな問題を抱

えている生活困窮者への支援のため、「自立相談支援事業」「住居確保給付金の支給」のほか任意事業

として「就労準備支援事業」「家計改善支援事業」「子どもの学習・生活支援事業」を実施しています。

また、ハローワークとの連携による就労支援（生活保護受給者等就労自立促進事業）を実施し、令和

元年度は２０名の支援要請者に対して、半数の１０名の方が就労決定するなどの成果を上げています。

引き続き生活困窮者一人ひとりの状況に合った支援を行う必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 包括的支援の推進 

多様で複合的な問題を抱えている生活困窮者に対応するため、ハローワークや社会福祉協議会等関

係機関との間で構築したネットワークを活用し、自立支援を促します。 

② 早期支援の実施 

民生委員や関係機関と連携し、生活困窮者の早期発見・早期支援に努めます。 

③ 地域支援体制の確保 

生活困窮者が地域で自立して生活できるために相談窓口だけでなく、働く場や参加する場の提供や

確保に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

自立相談支援事業 生活困窮者の実情把握及び個々の支援プラン策定による包括的

支援の実施 

住居確保給付金の支給 離職による住居及び就労の確保に向けた支援 

就労準備支援事業 就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練の実施 

家計改善支援事業 家計収支に関する課題の評価・分析及び必要な情報提供・助言等

の実施 

子どもの学習・生活支援事業 生活困窮世帯の子どもの学習支援、生活習慣・育成環境の改善に

関する助言等の実施 

生活保護受給者等就労自立促

進事業 

ハローワークと連携した就労支援 

 

-45-



 

（３）高齢者福祉の充実 

 

【現状と課題】 

① 本市の６５歳以上の高齢者人口は令和元年度末で１２，０７０人、令和７年度末には１２，２１９

人に達し、総人口に占める高齢者人口の割合（高齢化率）は３６．０％となることが予測されていま

す。 

また、平成２６年度末と平成３０年度末の本市の全世帯数を比較すると、１２，７５０世帯から１

２，７０６世帯に減少しましたが、高齢者のひとり暮らし世帯は、９３８世帯から１，１６８世帯に、

高齢者のみの世帯は１，２０６世帯から１，３８１世帯にいずれも増加しています。 

② 高齢者の健康寿命を延伸させるため、地域ぐるみの介護予防や生きがいづくりの拠点となる通いの

場の利用を促進する必要があります。 

③ 団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる令和７年には、医療や介護を必要とする人が更に

増加することが見込まれています。このため、地域包括支援センターを設置して、地域の高齢者の困

りごとに関する総合相談支援業務・関係機関との支援ネットワークづくりなどの業務を担っています。

地域包括支援センターは職員数を平成２９年度に３人から４人に、令和元年度に５人へと体制強化し

ています。今後も地域資源を活用し、高齢者を支える地域包括ケアシステムを更に充実させる必要が

あります。 

 

【施策の基本方針】 

① 高齢者福祉計画・介護保険事業計画の推進 

  高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づき、生活機能・認知機能の低下などにより高齢者及び介

護サービスを必要とする人の権利擁護や自立支援及び要介護状態の重度化防止に向けた支援をしま

す。 

② 生きがい対策の推進 

  高齢者の介護予防や生きがいづくりのため、地域の中で活動できる組織づくり、社会参加を促すた

めの指導者やボランティアの育成を図り、生きがい対応型デイサービス（デイホーム）など住民主体

の通いの場を拡充します。 

③ 地域包括ケアシステムの推進 

  地域包括支援センターや関係機関・団体と連携し、介護や支援が必要になっても住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護予防・住まい・生活支援が

一体的に確保される体制である地域包括ケアシステムを着実に推進します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

生きがい対策事業 生きがい対応型デイサービス、ふれあいいきいきサロン事業補助 

在宅生活支援事業 

 

通院等支援サービス事業、介護手当、高齢者住宅整備費補助 

活動支援事業 老人クラブ活動への補助、敬老会への補助 

地域支援事業（包括的支援事

業） 

地域包括支援センターの運営、認知症施策の推進、生活支援体制

整備事業（地域支え合い事業） 
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地域支援事業（任意事業） 高齢者見守り相談サービス事業、成年後見制度利用支援事業 

 

【参考数値】 

○高齢者人口の推移と推計 

 

資料：実績 住民基本台帳(各年度３月３１日現在) 

                                         推計 小千谷市人口ビジョン 

 

【５年後の目標値】 

○生きがい対応型デイサービス事業（デイホーム） 

年  度 団体数 会場 延べ利用人数 

令和元年度 １０団体 ２７会場 １９,４４３人／年 

令和７年度（目標年度）  １０団体 ２９会場 ２１,０００人／年 

 

 

 

年 度 

人口総数 

Ａ 

年少人口 

(０～１４歳) 

生産年齢 

人口 

(１５～６４歳) 

高齢者人口 

(６５歳以上) 

Ｂ 

高齢化率 

Ｂ／Ａ 

平成２９年度 ３５，９９５人 ４，１６９人 １９，９１４人 １１，９１２人 ３３．１％ 

平成３０年度 ３５，５０７人 ４，０３６人 １９，４４７人 １２，０２４人 ３３．９％ 

令和元年度 ３４，８８３人 ３，９１０人 １８，９０３人 １２，０７０人 ３４．６％ 

令和７年度 

(推計) 

３３，９４４人 ４，０５７人 １７，６６８人 １２，２１９人 ３６．０％ 
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基本目標３ 

 創造性と活力あふれる産業のまちづくり 

（産業） 

 



 

１ 商工業の振興 

（１）商業の振興 

 

【現状と課題】 

① 本市の卸売業、小売業、サービス業などの事業所数は、「経済センサス基礎調査、活動調査」による

と１,２００を超え、市内の事業所総数の約７０％です。また、その就業者数は、市内の就業者総数

の約４８％を占めています。 

② 商店街は、経営者の高齢化や後継者不足により、廃業する事業者が増加傾向にあるため、魅力が低

下しています。その空きスペースの活用や景観整備など、商店街に人を呼び込むための仕組みづくり

が必要です。 

③ 商業分野において、起業や開業を支援する補助制度の利用件数がともに年々増加傾向にあることか

ら、今後も支援制度の周知と起業や開業をしやすい環境づくりに努める必要があります。 

④ 本市の地場産品開発支援事業を利用する事業所は、平成３０年度が２件、令和元年度が４件と年々

増加しています。また、中越大震災後に設立した「おぢやファンクラブ」は、小千谷産品の販売促進

と品質向上に関する事業を行っています。今後、更に小千谷産品の販売額を増加させるため、商品の

プレミアム感の向上やブラッシュアップ、新商品の開発支援に取り組むことが必要です。 

⑤ 令和元年に新潟県が行った「買い物に対する県民意識調査」によると、「インターネットによる注文、

宅配サービス」を利用する人の割合は増加が続き、特に、１８～２９歳が４６.２％、３０～３９歳

が３９.２％など、若い年齢層ほど高くなる傾向があります。このような消費形態の変化に即した販

路拡大の取組が必要です。 

⑥ ふるさと納税の全国の寄附総額は、平成２０年度の約８１億円から平成３０年度の約５,１２７億円

へと大きく増加しており、返礼品の質の向上やラインアップの充実により、小千谷産品の販路拡大が

期待できます。 

⑦ 店舗や事業所は、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症の影響により、「新しい生活様式」

への対応が求められています。 

 

【施策の基本方針】 

① 商業の活性化支援 

  商店街の賑わいを創出し、集客を図る事業を支援します。また、全国的な課題となっている事業承

継については、商工会議所や（公財）にいがた産業創造機構などとの連携により支援を検討します。 

② 起業や開業に対する支援 

  潜在的な開業希望者を把握し、商店街など、市内での起業や開業を支援します。 

③ 小千谷産品の開発やブラッシュアップに対する支援 

  小千谷産品の開発や品質向上を図るための取組を支援します。 

④ 市場開拓と販路拡大に対する支援 

  商店街のにぎわいづくりや交通利便性の向上などにより、市内での消費拡大を図るとともに、消費

者の消費行動の変化や新型コロナウイルス感染症の影響による消費形態の変化を踏まえたインター

ネットの活用などによる新たな市場開拓と販路拡大の取組を支援します。 

⑤ ふるさと納税制度の活用による小千谷産品の販路拡大 

SDGs 
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  ふるさと納税制度の返礼品の充実により寄付者数と寄附額の増加を図るとともに、寄附のリピータ

ーを増加させ、小千谷産品のＰＲと販路拡大を支援します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

商店街空き店舗活用支援事業 商店街の空き店舗を活用した起業や開業における初期投資に

対する支援 

商店街にぎわいづくり支援事業 商店街振興組合などが実施するにぎわいを創出する事業や新

たな顧客を獲得するための活動に対する支援 

開業促進事業 市内での起業や開業に関する相談や初期投資に対する支援 

地場産品開発支援事業 小千谷産品の新規開発や品質向上などに対する支援 

国内・海外販路開拓支援事業 新商品のＰＲや販路拡大を目的とする国内外の展示会や見本

市などへの出展に対する支援 

ふるさと納税推進事業 ふるさと納税制度の返礼品の充実拡充による小千谷産品のＰ

Ｒと販路拡大に対する支援 

制度融資事業 中小企業の経営安定、設備投資などによる経営基盤の強化に

対する融資 

 

【５年後の目標値】 

○起業や開業の相談件数と本市の補助制度利用件数 

年  度 相談件数 利用件数 

令和元年度 １０件／年 ５件 

令和７年度（目標年度） １０件／年 ２０件 

（計画期間中の累計） 

○商品開発や品質向上などに関する本市の補助制度利用件数 

年  度 支援件数 

令和元年度 ４件／年 

令和７年度（目標年度） １２件 

（計画期間中の累計） 

○展示会などへの出展に対する本市の補助制度利用件数 

年  度 支援件数 

令和元年度 １０件／年 

令和７年度（目標年度） １５件／年 

○ふるさと納税リピーター数 

年 度 複数回の寄附をした人数 

令和元年度 ４，１８７人 

令和７年度 ６，０００人 
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（２）基幹産業の強化 

 

【現状と課題】 

① 本市の製造業の就業者数の割合は、「経済センサス基礎調査、活動調査」によると市全体の就業者数

の約３９％を占めており、ものづくりの分野で高い技術力を有する企業や、安全で高品質の食品を製

造する企業が立地しています。 

② 製造業においては、「テクノ小千谷名匠塾」に代表されるものづくり産業を支える技術の継承と人材

育成の取組により、技術力の向上が図られていることから、引き続きこうした取組に対する支援が必

要です。 

③ 工業においては、デジタル技術の進化、働き方改革などの社会情勢や国際的な経済動向の変化への

対応が重要性を増していることから、高等教育機関や研究機関と連携しながら、継続して技術革新に

取り組むとともに、市内企業の技術力を国内外にアピールする取組を強化し、国内だけでなく海外へ

の事業展開を支援することが必要です。 

④ 新型コロナウイルス感染症の影響により、部素材供給の複線化によるサプライチェーンの強靭化対

策やオンライン商談会など、新しい業務形態への対応が求められています。 

 

【施策の基本方針】 

① 技術継承のための人材育成 

  ものづくり産業の活性化のため、熟練技術の継承と人材育成を支援します。 

② 新技術開発と経営基盤の強化 

  企業の技術力や経営力を高めるため、ＡＩやＩｏＴなどのデジタル技術を活用した付加価値の高い

商品開発や新技術の研究を支援するとともに、サプライチェーンの複線化や動力源の複数確保などの

取組を支援し、包摂的かつ持続可能な産業への転換とイノベーションの促進を図ります。 

③ 販路開拓や拡大に対する支援 

ものづくり産業における優れた製品や技術力を国内外にアピールするため、様々な展示会や見本市

に加え、動画や映像作成を含めたオンライン商談会などへ参加する取組を支援します。 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

テクノ小千谷名匠塾支援事業 高い熟練技術の継承を目的とした人材育成を行うテクノ小

千谷名匠塾の活動に対する支援 

ものづくり未来創造チャレン

ジ支援事業 

企業と高等教育機関などが連携して行う研究開発（経済産業

省、中小企業庁採択事業）に対する支援 

ものづくり研究・開発支援事業 企業と高等教育機関などが連携して新技術研究に取り組み

製品開発を進める事業に対する支援 

産学官連携1推進事業 コーディネータの配置による産学官のマッチングとネット

ワーク構築支援、産学金官の交流と連携を創出するための研

究会の開催 

国内・海外販路開拓支援事業

(再掲) 

新技術、新製品のＰＲや販路拡大を目的とする国内外の展示

会や見本市などへの出展に対する支援 

制度融資事業(再掲) 中小企業の経営安定、設備投資などによる経営基盤の強化に

対する融資 

 

【５年後の目標値】 

○「テクノ小千谷名匠塾」受講生の技能検定合格者数 

年  度 合 格 者 数 

令和元年度 １７２人 

（平成２１年度以降の累計） 

令和７年度（目標年度）        ２３０人（同上） 

 

○産学金官の連携による本市の補助制度利用件数 

年  度 支 援 件 数 

令和元年度  ５件 

令和７年度（目標年度） １６件 

（計画期間中の累計） 

 

○展示会などへの出展に対する本市の補助制度利用件数（再掲） 

年  度 支 援 件 数 

令和元年度 １０件／年 

令和７年度（目標年度） １５件／年 

 

                                                
1 産学官連携：企業（産）、大学などの教育機関（学）、行政（官）が連携して新事業の創出などを図ること。金融機関（金）を

加えて産学金官などともいう 
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（３）企業立地の推進 

 

【現状と課題】 

① 平成３０年度に造成した鴻巣産業団地は、令和元年度に全区画が売却済となり、本市が保有する企

業立地用地が１区画となったことから、新たな企業立地用地の確保に取り組む必要があります。 

② 企業立地を戦略的に進めるため、市内外の企業における立地動向の情報把握と各種支援制度の充実

が必要です。 

③ 新型コロナウイルス感染症の影響により、雇用者と労働者の双方において、新しい生活様式やワー

ケーションなど、働き方に対する考え方が変化しています。首都圏からの受け皿となる労働環境を整

備、活用することにより、研究開発やＩＣＴ、映像、デザインなど、本市における新しい産業の創出

が期待されています。 

 

【施策の基本方針】 

① 企業立地用地などの確保 

  市外企業の誘致と市内企業の流出防止のため、立地動向の情報把握に努めるとともに、企業立地用

地などを確保します。 

② 企業立地の促進 

  市内企業の事業拡大に伴う設備投資と市内外の企業による新たな立地を促進するため、国や県の支

援制度を活用するとともに、本市独自の優遇制度や補助制度などにより企業誘致に努めます。 

③ 新たな労働形態への対応 

  地域経済の活性化を図るため、サテライトオフィスやワーケーションなど、新たな働き方に対する

受入環境の整備に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

新産業団地造成事業 新たな産業団地の計画、造成 

企業立地促進事業 固定資産税の課税免除、用地取得と就業者雇用に対する補助

金交付、空き工場などの情報提供 

テレワーク環境整備事業 新たな働き方に対応する受入環境の調査、検討、情報発信な

ど 

 

【５年後の目標値】 

○産業団地造成箇所 

年  度 計画期間中の造成箇所 

令和元年度 １か所 

令和７年度（目標年度） ２か所 

（第五次総合計画期間中の累計） 
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○産業団地への誘致件数 

年  度 誘 致 件 数 

令和元年度 ２件 

令和７年度（目標年度） ３件 

（第五次総合計画期間中の累計） 
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２ 農林業の振興 

（１）担い手の育成と経営の安定 

 

【現状と課題】 

① 本市の６５歳以上の農業経営者は、令和元年度に行った人・農地プラン2のアンケートによると全体

の約５４％を占め、後継者がいない経営者が５７％となっています。また販売農家3は、平成７年から

の２０年間で約４５％減少しました。高齢化や後継者不足が著しい状況であり、農業や集落を維持す

るためには、新たな担い手の育成を進めるとともに、農地集積や組織化による生産コストの削減を図

るなど、持続性のある農業経営ができる環境を整える必要があります。 

② 耕作条件が不利な農地が多い中山間地域では、耕作放棄により農地が山林や原野などになる非農地

化が進んでいることから、耕作しない農地を引き受ける担い手を確保するために、地域での話し合い

を進める必要があります。 

③ 本市の農業は米の生産を経営の柱として発展してきましたが、主食用米の全国ベースの需要量は一

貫して減少傾向にあります。最近は人口減少や多様な食生活の影響で毎年１０万トン（水田約１８，

０００ha相当分）程度減少し、コメ離れが進んでいます。経営基盤の強化を図るためには稲作に依存

した農業経営からの脱却を図るとともに、経営の複合化と多角化により農畜産物の付加価値を高め販

売の強化を進める必要があります。 

④ 平成３０年産米から行政による生産数量目標の配分が廃止され、地域の生産者や集荷業者、団体が

需要に応じた米生産を行う新たな米政策が始まりました。この仕組みが円滑に定着するよう的確に情

報を提供するとともに、水田フル活用4の取組を支援する必要があります。 

⑤ ＴＰＰ１１など5の関税削減に伴う影響が懸念されることから、農業機械の導入やデジタル技術の活

用による農産物の生産コスト縮減などの対策を進める必要があります。一方、輸出を拡大する好機で

もあることから、安全で安心な農産物を求める海外の需要も視野に農産物の生産を行うとともに牛ふ

ん堆肥などの地域資源を土づくりに活用する循環型農業を推進していく必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 新たな担い手の育成 

  経営感覚に優れた地域農業の担い手として、認定農業者を育成することにより、安定的な農業経営

を推進します。 

また、次世代を担う農業者を目指す人に、就農準備段階の研修中や就農直後の経営確立のための資

金を支援します。就農後も営農が継続できるよう、営農計画の相談など関係機関と協力して支援しま

す。 

② 地域における営農体制の構築 

 担い手に農地が集積できるように、地域での話し合いによる人・農地プランの見直しを支援します。

                                                
2 人・農地プラン：農業者が話合いに基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者（中心

経営体）、当該地域における農業の将来の在り方などを明確化し、市により公表されるもの 
3 販売農家：経営耕地面積が３０a以上あるいは農産物販売金額が５０万円以上の農家 
4 水田フル活用：水田で大豆や飼料用作物などの散策作物や、主食用以外の新規需要米（米粉用米）などの生産を行うこと 
5 ＴＰＰ11など：日本を含むアジア環太平洋の１１カ国の経済連携協定（ＴＰＰ１１）と、日本と欧州連合との経済連携協定（日

ＥＵ・ＥＰＡ）と日米貿易協定をいう 

SDGs 
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認定農業者、農業生産法人、任意生産組合などの地域における中心経営体や将来の農業のあり方を明

確化し、地域に合った営農体制の構築を推進します。 

③ 地域特性を活かした複合化・多角化経営の推進 

主力の魚沼産コシヒカリに加え、稲作と作業時期が競合しない園芸の導入などによる経営の複合化

と多角化、多様な販路の拡大による農商工連携や６次産業化などを支援し、農業所得の増加を目指し

て、暮らせる、稼げる農業経営の確立を推進します。 

 従来の生産中心の農業に加え、他地域との競争力を高めるため、農産物の直売、食品加工などの経

営複合化を推進します。 

④ 農畜産物の高付加価値化の推進 

  生産者、消費者、商工業者との連携による地産地消体制を整備し、需要に基づく農産物のブランド

化を進めます。 

  肉牛や乳牛などの畜産は、関係団体に対する支援により、安全で安心な生産を推進します。 

⑤ 多様な農産物生産と加工、販売の強化 

消費者ニーズと気候変動に対応した、小千谷産米の多様な品種構成の確立と低コスト化、品質向上

に向けて魚沼米憲章に基づく統一的な取組を進めるとともに、海外市場を視野に入れた新たな販売戦

略の構築などを支援します。 

カリフラワーなど園芸の重点地場農産物の産地育成を促し、地域資源の加工を含めた商品化、販路

開拓や拡大を支援します。 

⑥ 農業機械導入に対する支援 

生産コスト縮減のため、農業機械の導入やシェアリングエコノミー6の取組を支援し、生産性の向上

を図ります。 

⑦ スマート農業の推進 

 農業者の高齢化や労働力不足に対応するとともに、作物の高品質や高付加価値化を促進するため、

デジタル技術などの活用を支援し、作業の効率性を高めます。 

⑧ 環境保全型農業の推進 

 農業の持つ物質循環機能を活かし、農業残渣の堆肥を施用した土づくりなどにより化学肥料や化学

合成農薬の低減をはじめ、生物多様性の保全、地球温暖化の防止などにも有効な環境保全型の営農活

動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 シェアリングエコノミー：労働力や農業機械、スペースを共有し、よりコストを抑えて活用していこうという動き 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

担い手育成総合支援事業 農業経営に関する支援 

農業次世代人材投資資金事業 新規就農者に対する助成 

農地中間管理事業 

機構集積協力金交付金事業 

農地中間管理機構と連携した農地の集積、集約

に対する支援 

米政策支援事業 経営所得安定対策、新たな米政策などに対する

支援 

農林水産業総合振興事業 農業生産機械、施設などに対する整備支援 

農業経営基盤強化支援利子助成補助金 農地の取得や農業機械の購入に対する利子助成 

環境保全型農業直接支払い交付金事業 堆肥を利用した土づくりなど環境保全型の営農

活動に対する支援 

 

【５年後の目標値】 

○担い手などの農地利用集積面積 

年 度 面 積 

令和元年度 １，７２３ｈａ 

令和７年度（目標年度） ２，１００ｈａ 

 

○重点園芸作物の栽培 

年 度 栽培面積 栽培者数 

令和２年度３月末現在 ３５．６ｈａ １１２人  

 カリフラワー １９．２ｈａ ４５人  

メロン ３．１ｈａ １９人  

すいか ３．３ｈａ １６人  

にんじん ８．９ｈａ １５人  

その他 １．１ｈａ １７人  

（さといも） （０．６ｈａ） （８人） 

（花卉） （０．２ｈａ） （４人） 

（養液トマト） （０．３ｈａ） （５人） 

令和７年度（目標年度） ４０．０ｈａ １２０人 

 

○スマート農業の普及（本市の補助事業を活用したもの） 

年 度 スマート農業による省力・精密化取組件数 

令和元年度 ２件 

令和７年度（目標年度） １３件（計画期間中の累計） 
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（２）農業生産基盤整備の推進 

 

【現状と課題】 

① 本市の令和元年の農業振興地域内の農用地面積は２，６４５ｈａで、農地の約９割を占める水田の

平成３０年の区画整理整備率（３０ａ以上）は、県平均より約４ポイント低い５９．２％となってい

ます。平地に比べ中山間地域は地形的な制約から、生産基盤の整備が遅れています。拡大意欲のある

農業経営体へ集積を促すため、農業の競争力と生産性を高め、作業効率のよい優良な農地を増やす必

要があります。 

② ため池、河川から取水する揚水機場、用水をほ場へ配る用水路、ほ場からの排水路などの農業用施

設は農業の生産基盤であるとともに、良好な景観の形成や住宅地の浸水被害の軽減などに資する重要

な多面的機能を有しています。 

しかし、これらの施設は老朽化が進み、維持管理費の増加や能力低下などが生じているため、農業

者など管理者が計画的に更新できるよう支援する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① ほ場の整備促進  

 耕作放棄地の増加を抑制し、作業の効率化により生産性を高めるため、地域の実情に合ったほ場整

備を支援します。 

② 農業用施設の機能回復支援 

 国や県の補助事業の活用などにより、老朽化した農業用施設の機能回復を支援します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

ほ場整備事業 県営ほ場整備事業に対する負担金 

基盤整備促進事業 水利施設整備に対する補助 

土地改良施設維持管理適正化事業 農業用施設の機能回復や整備などに対する補助 

多面的機能支払交付金事業 農業用施設の長寿命化の推進 

 

【５年後の目標値】 

○水田の区画整理整備率（３０ａ以上） 

年  度 整備率 

令和元年度 ５９．４％ 

令和７年度（目標年度） ６１．０％ 

-57-



 

（３）農村の振興 

 

【現状と課題】 

① 農村は生活に不可欠な食料を安定供給する基盤であるとともに、地域住民が生活する場でもあり、

さらに国土の保全、水源の涵養（かんよう）、自然環境の保全、良好な景観の形成などの多面的機能

が発揮される場でもあることから、多くの市民が土砂災害や洪水の防止などの恩恵を受け、安全と安

心の暮らしを享受しています。 

② 多面的機能の維持は、地域住民による農地法面の草刈、水路の泥上げ、農道の路面維持などの共同

活動に支えられていますが、近年の農村地域における過疎化、高齢化の進行などに伴う集落機能の低

下により、参加人員の確保が困難になりつつあります。 

③ 特に、中山間地域は、傾斜地が多いうえ水田の区画が小さく、作業効率の面で不利な環境にあり、

人口減少や担い手の高齢化が平場地域より先駆けて進行しているため、農業の継続や集落機能の維持

ができるか不安を抱えています。 

④ 農村環境を整備するため、社会情勢の変化に応じて計画的な農用地利用計画の見直しや、地域の環

境整備に積極的にかかわる意識を持つ人材の確保などが必要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 農村の多面的機能の維持と活用 

 農村が有する多様な役割やその重要性に対する市民の認知度を高め、景観の維持や環境保全などに

取り組む人材を確保するとともに、共同活動による魅力ある農村づくりを推進します。 

 近年、全国各地で頻発している豪雨による急激な河川の増水を抑制する田んぼダムなど、農地が有

する多面的機能を活かす取組を推進します。 

② 中山間地域の農業の維持 

小規模農家をはじめ多様な経営体が中山間地域での農業を維持するため、生産条件が不利であって

も、その特色を生かした営農と所得を確保するために、生産基盤の強化に取り組むとともに、地域が

一体となった農用地の共同保全管理活動が定着し、持続性のある取組となるよう支援します。 

③ 農用地利用計画の見直し 

社会情勢の変化に応じて農用地利用計画の見直しを行い、農村地域における効率的な土地利用を推

進することにより、農業の生産性の向上と暮らしやすい農村環境の整備に努めます。 

④ 農村の環境整備にかかわる人材の確保 

  担い手の高齢化や後継者不足を補うため、インターンシップや地域おこし協力隊制度の活用など多

様な人材確保を支援します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

多面的機能支払交付金事業（再掲） 農地を維持するための共同活動の推進 

中山間地域等直接支払事業 耕作放棄地の増加抑制や人材確保のための活動に対

する補助 
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【５年後の目標値】 

○農地維持活動面積 

年  度 活動面積 

令和元年度 １，９５３ｈａ 

令和７年度（目標年度） ２，０５０ｈａ 
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（４）森林の維持 

 

【現状と課題】 

① 本市は、総面積の約４割を森林が占めており、そのうち約２割が私有林人工林7で、植林した資源が

利用時期を迎えています。林業をとりまく環境は、担い手不足や長期にわたり木材価格が低迷する一

方、伐採費の上昇などにより厳しさを増しています。 

 森林は、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化防止などの多面的機能を有しており、間伐などによ

る森林を適正に管理し、これらの機能を維持するため、平成３１年に森林環境譲与税が創設されまし

た。これにより、森林環境の整備と木材利用の促進に取り組む必要があります。 

② きのこなどの特用林産物は、価格の低迷などにより事業の継続性が危惧されていることから、安定

した生産のための施設整備について支援する必要があります。 

③ 多様な野生生物が生息する場として重要な役割を果たす豊かな森林資源を、レクリエーション活動

や教育の場などにおいて有効に活用できるよう、森づくりに対する市民の意識の高揚を図る啓発が必

要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 森林の維持、保全 

森林が有する公益的な多面的機能を維持するため、国や県の補助事業、森林環境譲与税などを活用

し、森林所有者の利用意向調査を実施するほか、間伐などの森林の維持、保全活動を支援します。 

② 特用林産物の生産体制の確立 

きのこ栽培などの特用林産物の生産活動に対し、県と連携し、品質向上と低コスト化による安定し

た生産体制づくりを支援します。 

③ 緑化推進活動に対する支援 

各種団体が行う緑化推進活動を支援します。

                                                
7 私有林人工林：私有地に植林した林地。私有林人工林面積､ 林業就業者数、人口により森林環境譲与税が自治体に配分されて

いる 

-60-



 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

治山事業 荒廃地の復旧や災害予防、保全対象地の保護 

森林整備地域活動支援事業 適切な森林整備活動に対する支援 

特用林産物生産支援事業 きのこ生産事業の品質向上と低コスト化を推進する事業に対す

る支援 

緑花運動推進事業 

 

公益社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会などが行う

緑化推進活動に対する支援 

 

【５年後の目標値】 

○森林整備意向調査実施面積 

年  度 実施面積 

令和元年度 ０ｈａ 

令和７年度（目標年度） １００．０ｈａ 

 

○緑化活動団体 

年  度 団体数 

令和元年度 ４団体 

令和７年度（目標年度） ５団体 
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３ 地域特性を活かした産業の育成 

（１）独創性・創造性豊かな産業の育成 

 

【現状と課題】 

① 本市の伝統産業では、小千谷縮や小千谷紬、仏壇が国（経済産業省）の伝統的工芸品に指定されて

おり、優れた工芸品として全国的に高い評価を得ていますが、高齢の就業者が多く、また、購買人口

の減少により、後継者の育成と新たな販路の開拓が課題です。 

② 本市は、全国でも有数の豪雪地帯であることから、雪を活用した農産物などへの付加価値を高める

取組を進めることにより、収益性の向上が期待されます。 

③ 平成３０年の新設法人率は、新潟県が全国最下位となりました。今後、新しい分野などへの起業や

第二創業による産業の活性化と民間活力の向上のため、潜在的な起業、第二創業志望者に対して、各

種情報提供や支援を図ることが必要です。 

④ 企業の独創性や創造性を活かし、高めるため、専門的な知識を有する高等教育機関や研究機関と連

携する機会を創出し、新たなネットワークを構築することが必要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 伝統産業のＰＲ 

  伝統産業に関するＰＲを強化し、産地ブランド力の向上に努めるとともに、販路開拓事業を支援し

ます。 

② 複合経営型アグリビジネスの構築促進 

従来の生産中心の農業に加え、雪などの地域資源を活かした加工、保存等を組み合わせた複合経営

型アグリビジネスの構築を促進します。 

③ 起業、第二創業に対する支援 

  商工会議所などの関係機関と連携し、国や県などの支援策を活用しながら、起業、第二創業の志望

者を支援します。 

④ 産学金官の連携 

  地域産業の活性化と各種技術の高度化を図るため、産学金官の連携を強化し、企業や経営体と高等

教育機関や研究機関との連携の機会を定着させることにより、独自性の高い製品や付加価値の高いも

のづくりのための共同研究、共同開発を支援します。 

SDGs 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

伝統産業振興支援 伝統工芸団体への運営、事業に対する支援 

アグリビジネス育成支援事業 地域資源を活用したアグリビジネスの商品開発や販路開拓

に対する支援 

起業・開業支援事業（再掲） 市内での起業や開業に対する支援 

ものづくり未来創造チャレン

ジ事業（再掲） 

企業と学術機関が連携して行う研究開発（経済産業省、中小

企業庁採択事業）に対する支援 

ものづくり研究・開発支援事業

（再掲） 

企業や経営体と学術機関が連携して行う新技術の研究と製

品開発に対する支援 

産学官連携推進事業（再掲） コーディネータの配置による産学官のマッチングとネット

ワーク構築支援、産学金官の交流と連携を創出するための研

究会の開催 

国内・海外販路開拓支援事業

(再掲) 

新技術、新製品のＰＲ、販路拡大を目的とする国内外の展示

会、見本市などへの出展支援 

 

【５年後の目標値】 

○アグリビジネス取組団体などの数 

年  度 団体などの数 

令和元年度 １４団体 

令和７年度（目標年度） １９団体 

 

○起業・開業の相談件数と本市の補助制度利用件数（再掲） 

年  度 相談件数 利用件数 

令和元年度 １０件／年 ５件 

令和７年度（目標年度） １０件／年 ２０件 

（計画期間中の累計） 

 

○産学金官の連携による本市の補助制度利用件数（再掲） 

年  度 利用件数 

令和元年度 ５件 

令和７年度（目標年度） １６件 

（計画期間中の累計） 

 

○展示会などへの出展に対する本市の補助制度利用件数（再掲） 

年  度 利用件数 

令和元年度 １０件／年 

令和７年度（目標年度） １５件／年 
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（２）錦鯉産業の振興 

 

【現状と課題】 

① 本市は、錦鯉を中越大震災からの復興の象徴として、また世界に誇る地域の宝として国内外に発信

していくため、平成２６年１０月２３日に「市の魚」に制定しました。さらに、平成２９年５月５日

には県が「新潟県の鑑賞魚」に指定しました。 

② 錦鯉の販路拡大については、県内外で行われる品評会や海外でのプロモーションなどを通して輸出

を中心に一定の成果を上げてきましたが、令和元年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、特

に輸出が大幅に減少しました。 

 この状況を踏まえ、新たな販路開拓に向けて、インターネットを活用した錦鯉のＰＲや品評会のオ

ンライン中継などの新たな取組を進めています。今後も生産者自らがＳＮＳなどを用いて情報発信す

る取組など、デジタル技術を用いた錦鯉ビジネスの構築を支援する必要があります。 

③ 令和３年にＪＲ東京駅前常磐橋プロジェクト事業地内の広場に錦鯉鑑賞池を設置します。この施設

を利用し、錦鯉や本市の特産物の情報を、世界中から訪れる多くの観光客や周辺で働く人々などに発

信し、産業振興につなげていく必要があります。 

④ 鯉ヘルペスウイルス（ＫＨＶ）病については、国の衛生証明書発行取扱要領に基づく衛生管理を行

い、安全な錦鯉の輸出に努めていますが、近年、断続的にＫＨＶ病が発生しているため、関係機関と

連携し、防疫体制を更に徹底する必要があります。 

⑤ 錦鯉の原産地として、これまで培われてきた技術の継承を支援し、教育や観光などの他分野と連携

した振興策を講じていく必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 市の魚「錦鯉」のＰＲ 

インターネットによる動画配信やＪＲ東京駅隣接地の鑑賞池などを活用し、市の魚「錦鯉」ととも

に本市が原産地であることを国内外へＰＲします。 

② 販路拡大に対する支援  

インターネットを活用した新たな形態の錦鯉品評会の開催などによる販路拡大の取組を支援しま

す。 

③ 鯉ヘルペスウイルス（ＫＨＶ）病への対策強化 

関係機関との連携を強化し、ＫＨＶ病などの感染を未然に防止するよう、養鯉業者や関係機関が行

う防疫の取組を支援します。 

④ 経営基盤の強化 

 小千谷市錦鯉漁業協同組合と連携し、新たな販路開拓と既存市場の規模拡大に努め、養鯉業者の経

営基盤の強化を支援します。 

⑤ 教育や観光との連携 

  本市原産の錦鯉に対する子どもたちの理解を深めるため、学校教育や社会教育において錦鯉に関す

る学習の機会を創出するとともに、錦鯉を活かした観光振興に取り組みます。 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

市の魚「錦鯉」ＰＲ事業 小千谷市錦鯉漁業協同組合が行う広報宣伝事業に対す

る補助 

東京駅前常盤橋プロジェクト錦鯉ＰＲ

事業 

東京駅前常磐橋プロジェクト広場に設置される錦鯉鑑

賞池を活用した錦鯉のＰＲ 

養殖錦鯉魚病検査対策事業 ＫＨＶ病の検査費用に対する補助 

経営基盤強化事業 品評会の開催や販路開拓や拡大事業に対する補助 

 

【５年後の目標値】 

〇市内養鯉業者の錦鯉海外輸出状況 

年度 
輸出 

国数 
件数 尾数 金額 

平成２７年度 ２６ヶ国 ２４２件 ４９３，２９９尾 ７０６，０００千円 

平成２８年度 ２６ヶ国 ２４９件 ５７０，７５７尾 ６８９，０００千円 

平成２９年度 ２５ヶ国 ２６８件 ４３８，３６４尾 ７４５，０００千円 

平成３０年度 ２７ヶ国 ２７６件 ２７９，４４１尾 ６９５，０００千円 

令和元年度 ２２ヶ国 ２２８件 ２１５，４８４尾 ５０９，４００千円 

令和７年度（目標年度） ２６ヶ国 ２５０件 ５７０，０００尾 ７００，０００千円 

主要な輸出国： オランダ、ドイツ、ベルギー、イギリス、フランス、ベトナム、アメリカ 
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４ 就業機会の確保 

（１）就業支援の強化と人材育成 

 

【現状と課題】 

① 小千谷市人口ビジョン策定時に使用した年齢階級別の人口移動データによると、本市の人口減少の

大きな要因は、進学などを機に転出した若者のＵターンが少ないことによる社会的要因によるもので

す。 

② 大学や専門学校などの在学生や卒業後に市外で就職した人のＵ・Ｉターンを促進するため、就業機

会の確保に加え、若者のニーズに合う職場環境や労働条件の整備が求められています。 

③ 児童や生徒の地元就労の意識を高めるため、小学生から高校生までの各年代に応じたキャリア教育

を推進する必要があります。 

④ ものづくりの技術の伝承と人材育成などの取組を継続し、安定して優秀な就業者を確保する必要が

あります。 

⑤ 人口減少社会における産業界の取組として、外国人や高齢者、障がい者などの雇用に関する制度の

周知や就業機会の拡大に取り組む必要があります。 

⑥ 令和２年の新型コロナウイルス感染症の影響を教訓とし、事業者の採用活動支援における各施策に

おいて、オンライン説明会など、情報通信技術を活用する取組の併用について、情報を提供していく

必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 若者の就業機会の確保 

  若者の市内への就労を支援するため、就労支援組織「おぢや・夢・ミライ応援団」などと連携し、

各世代のニーズに即した支援策を講じるとともに、市内企業との連携強化に努め、就業機会の確保を

推進します。 

② Ｕ・Ｉターンに対する支援 

市外へ転出した若者を対象として、各世代のニーズに適した支援策を強化するとともに、首都圏な

どの高等教育機関と連携し、若者のＵ・Ｉターンに向けた支援に取り組みます。 

③ キャリア教育に対する支援 

  小学生から高校生までの各年代に応じたキャリア教育の取組を支援します。 

④ 中小企業における人材育成 

  地場産業を支える人材を育成するため、中小企業就業者の各種研修受講を支援するとともに、「テク

ノ小千谷名匠塾」に代表されるものづくり産業を支える技術の継承と人材育成の取組を支援します。 

⑤ 再就職希望者に対する支援 

  ハローワークやポリテクセンター新潟などの関係機関と連携し、再就職希望者を対象とした就職相

談のほか、知識や技術の習得など求職者のスキルアップを支援します。 

⑥ 就労支援情報の発信 

  国、県や関係機関との連携により、国籍や年齢、障がいの有無などにとらわれることなく就業機会

や職場環境、労働条件が整備されるよう、雇用主と求職者の双方に対して、就労や雇用に関する情報

を発信し、就労の増加に努めます。 

SDGs 
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⑦情報通信技術を活用する採用活動に対する支援 

事業者の採用担当者向けに、オンラインを活用した就職活動に対応するためのセミナーの開催や情

報提供など、事業者の採用活動を支援します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

「おぢや・夢・ミライ応援団」

による就労支援事業 

産学官の連携により、若者の地元就労を促進 

「小千谷未来パスポート」によ

るＵ・Ｉターン促進事業 

首都圏などの高等教育機関との連携により、若者のＵ・Ｉタ

ーン就労を促進 

キャリア教育推進事業 小学生から高校生までを対象とした企業見学、職場体験など

に対する支援と企業ガイドブックの配布 

農業次世代人材投資資金事業

（再掲） 

新規就農者に経営に対する助成 

中小企業研修支援事業 中小企業大学校三条校、公益財団法人にいがた産業創造機構

（ＮＩＣＯ）が実施する研修の受講に対する補助 

テクノ小千谷名匠塾支援事業

（再掲） 

高い熟練技術の継承と人材育成に取り組むテクノ小千谷名

匠塾の活動に対する補助 

長岡地域若者サポートステー

ション 

若者の就業による自立を支援する事業に対する協力 

国際交流環境整備事業 外国語による生活情報の提供、外国語パンフレットの配布、

外国人のための日本語教室の開催 

 

【５年後の目標値】 

○新規就農者数 

年度 新規就農者数 

令和元年度 １２人 

令和７年度 ３０人 

（計画期間中の累計） 

 

○学生（高校生～大学生）の市内における就職者数 

年  度 地元就職者数 

令和元年度 調査なし 

令和７年度（目標年度） ４０人／年 
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○インターンシップ参加者の市内就職者数 

年  度 市内就職者数 

令和元年度 調査なし 

令和７年度（目標年度） ３０人 

（計画期間中の累計） 

○１５歳～２９歳の転入者数 

年  度 転入者数 

令和元年度     ２９２人／年（※） 

令和７年度（目標年度）  ３００人／年 

※平成３０年１０月１日～令和元年９月３０日 

 

○中小企業人材育成研修支援事業の対象者数 

年  度 支援対象者数 

令和元年度 ３２人／年 

令和７年度（目標年度） ３５人／年 

 

○「テクノ小千谷名匠塾」受講生の技能検定合格者数（再掲） 

年  度 合格者数 

令和元年度 １７２人 

（平成２１年度以降の累計） 

令和７年度（目標年度） ２３０人（同上） 

 

○シルバー人材センター会員数 

年  度 会員数 

令和元年度 ３８９人 

令和７年度（目標年度） ４２０人 

 

○障がい者の一般就労への移行者数 

年  度 移行者数 

令和元年度 ２人／年 

令和７年度（目標年度） ５人／年 
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（２）労働環境の整備 

 

【現状と課題】 

① 平成３１年４月以降、働き方改革関連法が順次施行されたことに伴い、企業においては労働者が個々

の事情に応じて多様な働き方を選択できる労働環境の整備が求められています。 

② 少子高齢化や核家族化の進行に伴い、育児や介護との両立をはじめ、安心して就業できるワーク・

ライフ・バランスの重要性が増しています。 

③ 男女共同参画の進展により、性別にとらわれない労働環境の整備が進んでおり、この取組を更に拡

大するための継続的な啓発が必要です。 

④ ライフスタイルや働き方が多様化するなかで、若者の働きながら学ぶ機会や他人と交流する機会が

減少しているため、勤労青少年の交流の場を創出し、自己啓発活動を支援する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 働き方改革の推進 

  雇用者、労働者双方に対し、働き方改革に関する相談窓口や各種支援事業などの幅広い情報を周知

し、生産的かつ働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進します。 

② ワーク・ライフ・バランスの推進 

  仕事と生活の調和が図られ、労働者が充実感を持ち安心して働けるよう、雇用者に対し、労働環境

の整備に関する情報提供や意識啓発を行います。 

③ 勤労青少年の活動支援 

仲間づくりやキャリア形成など勤労青少年の自己啓発に役立つ講座などを開催するとともに、イン

ターネットの活用などにより勤労青少年が多様な形態で集い、相互に交流できる機会を提供します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

労働環境の整備に関する情報

の提供 

働き方改革やワーク・ライフ・バランスなど労働環境の整備

に関する情報提供や労働相談窓口などの紹介 

勤労青少年の自己啓発活動支

援事業（再掲） 

教養、キャリア形成、趣味などに関する講座等の開催 

 

【５年後の目標値】 

○労働環境の整備に関する情報提供のために企業を訪問した件数 

年  度 訪問件数 

令和元年度 ２４件／年 

令和７年度（目標年度） ２５件／年 
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基本目標４ 

 魅力ある都市空間創出と暮らしやすいまちづくり 

（都市基盤） 

 



 

１ 都市空間の創出 

（１）中心市街地の活性化 

 

 

【現状と課題】 

① 本市の人口は用途地域を中心に集積されており、ＤＩＤ（人口集中地区）への人口集積率は、平成２

７年国勢調査では３４．３％でありコンパクトに構成されています。中心市街地における都市機能（医

療施設、公共施設ほか）の一部がＤＩＤ地区外へ移転したことなどの影響もあり、西小千谷地区、東小

千谷地区と片貝地区の人口は、住民基本台帳の平成２６年度末と令和２年度末とで１，３８０人、率に

して７．８％減少しています。これを市全体の人口減少率６．９％と比較すると、０．９％上回ってお

り、中心市街地の人口の空洞化が進んでいる状況です。 

② 平成２９年３月に策定した小千谷市立地適正化計画に基づき、西・東小千谷の用途地域を都市拠点、

片貝の用途地域を地域拠点として、居住や都市機能の誘導方針により推進することが必要です。 

③ 賑わいと情報発信の拠点、そして居場所づくりとして核となる施設を整備し、魅力ある中心市街地を

形成する必要があります。 

④ 西・東小千谷市街地には、３つの商店街振興組合と１つの商店街事業協同組合、片貝市街地には１つ

の商工振興会がありますが、後継者不在などにより加盟店舗が減少しています。居住誘導をするために

も国道２９１号の旭橋を挟んだ西・東小千谷市街地は路線バスのほぼ全路線が通過していること、金融

機関が集中していることなどの利便性を生かし、生鮮三品目を揃える店舗をはじめとした利便性の高い

商店街を維持、形成することが必要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 小千谷市立地適正化計画の推進 

西・東小千谷市街地を都市拠点とし、片貝市街地を地域拠点として都市機能の集積や居住を誘導す

る地域として位置づけ、医療、福祉、商業などの都市機能を誘導するとともに、周辺地域コミュニテ

ィエリアとの交通連携などを確保、推進します。 

② 市街地の都市機能整備 

西小千谷地区の旧小千谷総合病院跡地に、図書館を核とした複数の機能を有する施設を整備し、こ

の施設を起爆剤として賑わいづくりを進め、中心市街地全体の活性化に取り組みます。また、東小千

谷地区の防災公園内に防災拠点施設などの公共施設を整備し、周辺地域の土地利用の転換を促します。 

片貝地区については、市所有地などの遊休地活用を検討します。 

③ 中心市街地への居住誘導 

空き家や空き地などへの居住を誘導するため、住宅取得に対する支援を継続するとともに、一定規

模以上の遊休地の宅地整備を促進します。 

④ 商業の活性化支援（再掲） 

商店街の賑わいを創出し、集客を図る事業を支援します。また、全国的な課題となっている事業承

継については、商工会議所や（公財）にいがた産業創造機構などとの連携を図ります。 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

立地適正化計画の推進 立地適正化計画に基づく居住や都市機能の誘導方針による推進 

都市機能集約事業 西小千谷地区:旧小千谷総合病院跡地整備事業、東小千谷地区:防

災拠点施設等整備事業 

住宅取得支援事業（再掲） 

 

住宅取得に対する補助 

 

宅地開発支援事業 

 

宅地の整備に対する補助 

商店街にぎわいづくり支援事

業（再掲） 

商店街振興組合などが実施するにぎわいを創出する事業や新た

な顧客を獲得するための活動に対する支援 

 

【５年後の目標値】 

○居住誘導区域の人口集積率 

年  度 人口集積率 

令和２年度 ５６．９％ 

令和 7年度 ５８．２％ 

※ 居住誘導区域の人口集積率：全人口に占める居住誘導区域の人口割合 
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（２）地域公共交通の充実 

 

【現状と課題】 

① 本市の公共交通機関には循環バスを含む路線バスやＪＲの上越線と飯山線があり、通勤、通学、通

院、買い物などの交通手段として重要な役割を担っています。このうち路線バスは、中心市街地を主

要な結節点とする路線網により運行されています。しかし、人口一人当たりの自動車保有台数の増加

や人口減少などを背景として、路線バスの利用者は減少が続いており、運行を維持することが困難に

なっています。 

② 採算性の面でバス路線の運行が困難な中山間地域では、代替手段としてコミュニティバスや乗合タ

クシーを運行し、地域住民の生活利便性を確保しており、支援を継続する必要があります。 

③ ＪＲ上越線の小千谷駅は、通勤・通学客をはじめとして多数の利用があり、市民生活や都市機能を

支える大きな役割を果たしていることから、ＪＲ東日本との連携により、運行便数の維持や増強に努

める必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 路線バスの運行の維持 

  バス運行事業者などの関係機関との連携や市民ニーズの把握により循環バスを含む路線バスの利便

性を高め、利用者数の増加と運行路線・運行便数の維持に努めます。 

② 中山間地域における公共交通網の維持 

  中山間地域の住民の生活を支えるコミュニティバスや乗合タクシーの運行を支援します。 

③ 鉄道の利用促進 

ＪＲ東日本などの関係機関と連携し、鉄道の利用促進により運行便数の維持に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

生活交通確保対策事業 過疎地域路線バス、廃止路線代替バス、循環バスの運行に

対する補助 

コミュニティバス等運行支援事業 コミュニティバス、乗合タクシーの運行に対する補助 

 

【５年後の目標値】 

○ 生活交通（バス・乗合タクシー）運行路線数 

年 度 
市内路線バス

運行路線数 

コミュニティ

バス運行路線

数 

乗合タクシー

運行路線数 
合計 

 

うち小千谷駅停

車路線数 

令和元年度 １０ １ ２ １３ １２ 

令和７年度 １０ １ ２ １３ １２ 
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（３）居住環境の向上 

 

【現状と課題】 

① 人口減少により空き地や空き家が増加するなど、快適な居住環境や地域コミュニティの維持に支障

を及ぼすことが懸念されるため、空き地の活用などにより、暮らしやすい宅地を低廉な価格で提供す

る取組を進める必要があります。 

② 本市の都市公園のうち、白山運動公園や千谷運動公園などの運動公園を３か所５０．３４ｈａ、諏

訪公園などの街区公園等を１１か所４．２８ｈａ整備しています。令和２年度には新たに東小千谷地

区に防災公園３．５２ｈａを整備し、令和３年度から運用を開始します。 

この中でも快適な居住環境の形成、緑地の確保など様々な目的を有する街区公園は、近隣住民の交

流や町内会などのコミュニティ活動の場として利用されていることから、運動公園などと同様に誰も

が安全に利用できるよう適切に維持管理する必要があります。 

③ 公営住宅は、経年により設備などの老朽化が進んでいるため、人口減少などの動向を的確に反映し、

適正な戸数の確保と計画的な補修・更新を推進する必要があります。 

④ 平成２９年度の空き家等実態調査で、危険性があるとして現地調査を行った空き家等は１９件でし

た。空き家は、老朽化や積雪による倒壊の危険性、近隣住民の居住環境への悪影響などが懸念される

ため、所有者や管理者に適切な対応を求める必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 宅地の供給 

近年の住宅需要の動向を的確に把握し、良好な居住環境により暮らしやすい宅地を低廉な価格で提

供する民間事業者などの取組を支援します。 

② 公園の整備と適正管理の推進 

それぞれの用途に応じて特徴を活かした公園の整備に努めるとともに、市民の快適な居住環境を維

持するため、本市が管理する都市公園の適正な維持管理に努めます。 

③ 公営住宅の適正な戸数確保と長寿命化 

住まいのセーフティネットである公営住宅について、適正な戸数を確保するとともに、公営住宅等

長寿命化計画に基づき、補修や設備更新のための効率的な投資を進めます。 

④ 空き家等対策の推進 

小千谷市空家等対策計画に基づき、周囲の居住環境や安全性への悪影響が懸念される空き家の発生

を予防するための啓発に取り組むとともに、そうした状態にある空き家の所有者や管理者に対し、適

正な管理を促します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

宅地開発支援事業（再掲） 宅地の整備に対する補助 

都市公園施設整備事業 施設の補修、設備の更新 

公営住宅施設整備事業 施設の補修、設備の更新 

空き家等対策事業 危険な空き家に関する啓発と適正管理の促進 
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【５年後の目標値】 

○宅地の整備に対する補助区画数 

年  度 補助区画数 

令和元年度 － 

令和７年度（目標年度） ３０区画（計画期間中の累計） 
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２ 快適な生活基盤の整備 

（１）道路網の整備と維持管理 

 

【現状と課題】 

① 本市の道路網は、関越自動車道、国道、県道とそれらを結ぶ市道により形成しており、市道の延長

は、令和元年度末現在で４７６ｋｍに及び、そのうち舗装済延長の割合が７９．９％となっています。

市道の新設・改良後、長期間が経過している市道が増えており、舗装や道路構造物の劣化は、車両事

故や歩行者の負傷の原因となる可能性があることから、パトロールなどにより定期的に状況を把握す

るとともに、子ども、高齢者、障がい者など、誰もが安全に通行できるよう適切な維持管理に努める

必要があります。 

② 橋りょうについては、道路法に基づき５年毎に点検を行い、修繕し、安全確保に努めています。引

き続き計画的な点検により安全を確保することが必要です。 

③ 大規模な自然災害の発生時は、物流ルートを確保する必要があるため、近隣自治体との間を結ぶ広

域的な幹線道路網の整備が求められています。 

④ 安全性、環境性、快適性に配慮した自動車の開発が世界各国で急速に進められているため、最新の

デジタル技術に対応した道路整備を検討する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 市道・橋りょうなどの整備と維持管理 

空き地の活用などによる宅地開発や企業の立地などに的確に対応するための市道の整備と、市民の

利便性や安全性の向上のための生活道路の改良を計画的かつ効率的に進め、投資効果を高めます。 

事故の発生を未然に防止するため、市道・橋りょうなどの状況を定期的に確認し、適切な維持管理

に努めます。 

② 国・県道の整備促進 

交通安全の確保、利便性の向上、災害時の対応力強化を図るため、実施中の国・県道整備事業の早

期進捗・早期完成と未着手事業の早期着手を国と県に働きかけます。 

③ 自動運転技術への対応 

さまざまな最新技術を搭載した自動車の開発と実用化に向けた情報を収集し、安全性の確保を最優

先としながら適切に対応します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

道路整備事業 市道の新設・改良、国・県道の整備を促進するための働きか

け 

道路舗装修繕事業 舗装路面の劣化が著しい市道の点検と修繕 

橋りょう長寿命化修繕事業 市道橋の定期的な点検と修繕 
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【５年後の目標値】 

○市道橋点検件数 

年  度 点検件数（累計） 

令和元年度 １６７橋 

令和７年度（目標年度） １７９橋 

 

○舗装修繕路線率 

年  度 舗装修繕路線率 

令和２年度 ４５．８％ 

令和７年度 ５０．０％ 

※ 舗装修繕路線率：小千谷市道路舗装修繕計画に基づく、修繕を必要とする路線数に占める舗装修繕

路線数の割合 
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（２）自然と調和し災害に強い河川の整備 

 

【現状と課題】 

① 本市には、信濃川をはじめ、その支流となる多数の河川が流れ、それぞれが豊かな自然と独特な地

形を形成しており、市民は、農業用水や流雪溝用水への活用などにより、様々な恩恵を享受していま

す。 

近年、局地的かつ集中的な豪雨による大規模な災害が全国で頻発しており、本市においてもこれま

でに幾度となく洪水災害が発生しているため、国、県などの関係機関と連携し、災害予防と被害の軽

減に努める必要があります。 

② 県管理の一級河川表沢川は、放水路区間が完成し、引き続き上流部の現川拡幅区間の整備を促進す

る必要があります。 

③ 県管理の一級河川茶郷川は、沿川の住民や事業所が浸水被害の危険に直面していることから、安全

度を上げるため、県による河川整備計画の早期策定が強く求められています。 

④ 良好な水辺環境の保全には、市民と行政との協働が重要であるため、町内会などと連携し、市民が

河川に親しみや愛着を持てる啓発に取り組む必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 一級河川の整備促進 

信濃川、表沢川などの整備を国・県に働きかけるとともに、茶郷川については治水対策などの河川

整備の前提となる河川整備計画が早期に策定されるよう、県をはじめ、関係機関と連携して取り組み

ます。 

② 準用河川と普通河川の整備 

本市が管理する河川は、近年の集中豪雨で洪水被害が発生した箇所や通学路周辺を優先して整備を

進めます。 

③ 水辺の環境美化活動に対する支援 

県や町内会などと連携し、河川環境の保全や美化に取り組む団体の活動を支援するとともに、市民

が河川に対して親しみを持ち、それらの活動に積極的に関わる意識が浸透するよう啓発に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

一級河川の整備促進(国、県管

理河川) 

 

信濃川や表沢川などの整備事業の促進、茶郷川の河川整備計画策

定の促進 

河川整備事業(市管理河川) 準用河川と普通河川の整備 

環境美化活動支援事業 河川環境の保全や美化活動に自主的に取り組む団体に対する支

援 
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【５年後の目標値】 

○河川整備事業(市管理河川)の実施箇所数 

整備河川 年  度 整備箇所 

準用河川：第１・２放水路洪水対策 

 

令和２年度 ０箇所 

令和７年度 ２箇所 

普通河川：河川改修事業 

 

令和２年度 ０箇所 

令和７年度 １箇所 
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（３）都市ガスの安定供給 

 

【現状と課題】 

① 石油や石炭に比べて二酸化炭素の排出量が少ない天然ガスは、環境への負荷が少ないクリーンなエ

ネルギーとして評価されています。また、近年普及が拡大している家庭用燃料電池は、大規模停電時

にも継続運転が可能であることに加え、電力を供給することができることから、全国的にその有益性

が注目されていますが、液化天然ガスと国産天然ガスの成分の違いにより、本市では導入に至ってい

ません。 

② オール電化住宅など他エネルギーとの競争に加え、ガスシステム改革により平成２９年４月からガ

スの小売が自由化され、供給区域内での独占や規制料金が撤廃されるなど、ガス事業を取り巻く経営

環境は大きく変化しています。 

  民間ガス事業者や他エネルギー販売業者との競争激化により、今後は、電気とガスの同時契約、携

帯電話料金とガス料金のセット契約などによる割引やガス機器の販売とアフターサービスの一体化

などの民間事業者による複合的なサービスの提供が想定され、これらを実施することが難しい公営事

業者がガス事業を継続することの妥当性を検討する時期を迎えています。 

 

【施策の基本方針】 

① 家庭用燃料電池の導入可能性の検討 

  都市ガスの強みを生かし、他のエネルギーに対抗して需要を拡大するため、都市ガスを使用する家

庭用燃料電池の導入可能性を検討します。 

② 需要家サービスの向上 

  需要家のニーズを的確に把握し、需要拡大につながるサービスを提案することにより、需要家の信

頼を獲得し、経営の安定を図ります。 

③ 震災に強い施設整備の推進と保安対策の徹底 

  ガス施設の耐震化を推進するとともに、管種別に定めた老朽化管路を計画的に更新し、ライフライ

ンの確保に努めます。また、消費機器調査などにより保安対策を徹底します。 

④ ガス事業の民営化の検討 

  国が進めるエネルギーシステム改革に伴い事業者間の競争が促進され、利用者がエネルギーの小売

事業者を自由に選択するという新たな枠組みにおける公営ガス事業のあり方を検討し、本市における

今後のガス事業の方向性を明らかにします。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

ガスの需要拡大 ＰＲ活動の強化、進出企業への営業などによる需要の拡大 

需要家サービス向上 顧客ニーズの把握と即応体制の強化 

ガス供給設備整備事業 本支管耐震化工事、需要家保安対策（経年内管更新の推進） 
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【５年後の目標値】 

○ガス管の耐震化率 

年  度 耐震化率 

令和元年度 ４５．８％ 

令和７年度（目標年度） ４７．８％ 
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（４）上水道の安定供給 

 

【現状と課題】 

① 本市の水道事業においては、主要な施設である浄水場の新しいプラントが平成３１年３月に完成し

たことにより、隣接する工業用水道浄水場の共同利用分と合わせて計画１日最大給水量の９５％に相

当する１７，１００㎥／日の給水能力を持つ新小千谷浄水場が誕生し、同年４月の供用開始以降、順

調に稼働しています。 

上水道は、市民生活や経済活動にとって不可欠なライフラインであり、震災などに強い施設の整備

と計画的な更新が求められています。 

② 本市の上水道の主水源である信濃川の河床状況の変化がみられることから、安定取水のために状況

の把握と対策の検討が必要です。 

③ 小千谷市第二次水道ビジョンに基づき、施設別に定めた老朽化資産の更新などを計画的に進めてい

く必要があり、人口減少に伴い水道の需要量が減少する中で、一定規模の投資を継続的に行いながら

経営の安定を図るという難しい課題に直面しています。 

 

【施策の基本方針】 

① 震災に強い施設整備の推進 

施設の耐震化を推進するとともに、配水管網の整備を進め、ライフラインの確保に努めます。 

② 安定取水の確保 

上水道の主水源である信濃川からの安定取水のため、河床の状況を調査し、必要な対策を講じます。 

③ 資産の適切な管理 

老朽化した水道管などは、アセットマネジメントの手法を用いて効率的に更新を進めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

上水道施設耐震化事業 主要施設の耐震化工事 

上水道施設整備事業 配水管布設、老朽化管路布設替 

安定取水確保 信濃川取水箇所付近の河床調査 

 

【５年後の目標値】 

○水道本支管の耐震化率 

年  度 耐震化率 

令和元年度 ２１．３％ 

令和７年度（目標年度） ２３．４％ 
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（５）下水道施設の適正な維持管理 

 

【現状と課題】 

① 農業集落排水事業は、老朽化が進んだ施設のうち平成２８年度に山谷・坪野地区を、平成２９年度

に鴻巣地区を公共下水道に接続したことにより、現在は６地区で供用しています。 

  公共下水道事業、農業集落排水事業とも管渠の整備が完了しているため、今後は、施設の適正な維

持管理が必要です。 

② 事業計画区域外など、公共下水道事業や農業集落排水事業の導入が困難な地域においては、合併処

理浄化槽による汚水処理に対する支援を継続する必要があります。 

③ 本市の下水道事業は、人口減少などに伴い汚水量が減少する中で、経営の安定と施設の適正な維持

管理を並行して進めるともに、長寿命化計画に基づく効率的な施設の更新を実施するほか、処理区域

の変更などを含めた下水道事業計画の見直しを行う必要性が高まっています。 

 

【施策の基本方針】 

① 下水道施設の適正な維持管理 

公共下水道施設、農業集落排水施設とも長寿命化計画に基づき、維持更新を計画的に進めることに

より、維持管理経費の節減に努めます。 

② 水洗化率の向上 

公共下水道、農業集落排水とも健全な事業運営を図るため、水洗化率の向上に努めます。 

③ 合併処理浄化槽の普及促進 

公共下水道事業、農業集落排水事業の事業計画区域外の地域においては、合併処理浄化槽の整備を

支援し、普及促進を図ります。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

流域下水道事業 流域下水道維持管理負担金 

公共下水道整備事業 汚水管渠補修工事、長寿命化計画による機能強化 

農業集落排水整備事業 汚水管渠補修工事、長寿命化計画による機能強化 

合併処理浄化槽整備事業 合併処理浄化槽設置補助 

 

【５年後の目標値】 

○公共下水道事業の水洗化率 

年  度 水洗化率 

令和元年度 ９４．６％ 

令和７年度（目標年度） ９５．０％ 
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○農業集落排水事業の水洗化率 

年  度 水洗化率 

令和元年度 ９７．４％ 

令和７年度（目標年度） ９７．５％ 

 

○合併処理浄化槽の設置数 

年  度 設置数（累計） 

令和元年度 ３３２基 

令和７年度（目標年度） ３４８基 
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３ 土地利用の推進 

（１）都市計画の推進 

 

【現状と課題】 

① 魅力的な都市計画の目標に対する実現状況を計るための指標として、人口動態、路線価、公示価格

による評価があります。 

人口動態としては、出生数が減少し、人口流出に対して人口流入が少ない状態が続いており、人口

減少が顕著に表れています。 

また、市内の公示地価は平成６年以降下落が続いており、特に中心市街地である本町は、旧小千谷

総合病院の移転を契機とした関連事業所の移転などによる都市機能の低下が見られるため、旧小千谷

総合病院跡地整備事業を早急に進め、賑わいのある魅力的な都市を構築していくことが求められてい

ます。 

② 平成２９年３月に策定した小千谷市立地適正化計画を踏まえて、誘導区域内に都市機能を集積する

ことにより都市の魅力を高め、居住誘導区域の宅地整備を促進する必要があります。 

③ 都市計画道路については、平成３１年３月に計画路線を見直しました。今後、社会経済情勢の変化

などを反映し、都市計画マスタープランを見直しする際には、居住誘導を見据えた街路網の整備や宅

地開発を推進する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 都市計画マスタープランの見直し 

用途地域における適正な土地利用により都市機能を高めるとともに、社会経済情勢の変化などを反

映し、都市計画マスタープランの見直しを行います。 

② 快適に暮らせる宅地の供給促進 

民間事業者による宅地造成における道路や消雪パイプなどの公共施設整備に対する経費を助成し、

低廉で快適に暮らせる住宅地の供給を促進します。 

③ 都市計画道路の整備 

都市計画道路については、着手している事業の早期完了を目指すとともに、居住誘導区域において

は、宅地開発を見据えた街路網の整備を検討します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

都市計画マスタープランの中

間見直し 

都市計画基礎調査により都市の現況や都市化の動向などを把握

し、社会情勢の変化に対応した見直し 

宅地開発支援事業 

（再掲） 

宅地の整備に対する補助 

都市計画道路整備事業 本町小粟田線の整備促進、木津小千谷停車場線などの整備 
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【５年後の目標値】 

○宅地の整備に対する補助区画数（再掲） 

年  度 補助区画数 

令和元年度 － 

令和７年度（目標年度） ３０区画（計画期間中の累計） 

 

○都市計画道路の改良率 

年  度 改良率 

令和元年度 ６９．１％ 

令和７年度 ７１．３％ 
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（２）国土調査の推進 

 

【現状と課題】 

① 本市では、昭和４６年度に国土調査事業に着手し、令和元年度までに調査対象面積の約２６％の調

査が完了しています。 

② 土地の売買や宅地開発などが行われる可能性が比較的高い市街地とその周辺地域について、速やか

な事業進捗が求められています。 

 

【施策の基本方針】 

①  計画的かつ効率的な調査の推進 

  国土調査区域の見直しを行い、事業進捗の向上に努めるとともに、ドローンによる撮影などＩＣＴ

を活用し、計画的かつ効率的に推進するための手法を検討します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

国土調査事業 国土調査法に基づく地籍調査 

 

【５年後の目標値】 

○地籍調査進捗率 

年  度 調査対象面積 調査完了面積 進捗率 

令和元年度 
１４７．３９㎢ 

３９．０３㎢ ２６．４８％ 

令和７年度（目標年度） ３９．８２㎢ ２７．０２％ 
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基本目標５ 

 自然を活かした調和と安心のまちづくり 

（防災、環境、克雪） 



 

１ 安全な市民生活の確保 

（１）危機管理体制の強化 

 

【現状と課題】 

① 平成１６年に発生した中越大震災から１６年が経過し、震災を経験していない市民が増加していま

す。災害の経験は、その後、災害に直面した際に貴重な教訓として活かせることから、震災の記録と

教訓をいつまでも継承する必要があります。 

② 地震災害、風水害、原子力災害など様々な災害から大切な生命や財産を守るため、市民一人ひとり

が防災や減災に対する意識を高めていくことが必要です。本市では、自主防災組織が９５団体組織さ

れ、平成２４年に組織率１００％を達成しています。地域ぐるみでの防災力強化のため、自主防災組

織の活動を支援し、組織の強化を促進する必要があります。 

③ 平成３０年７月の西日本豪雨、令和元年１０月の東日本台風、令和２年７月の広範囲に及ぶ豪雨な

ど、数十年に一度と言われるような大規模な風水害が全国各地で毎年のように発生しています。こう

した災害に的確に対応するには、ハザードマップなどの防災情報の広報をはじめ、平常時から災害に

備える意識の啓発に取り組むことが重要です。 

④ 大規模な風水害や地震災害が発生した場合に、緊急応急対策や復旧作業を円滑に行うことを目的と

して、平成１９年に小千谷市建設業協会と災害時の応援業務に関する協定を、平成２０年に２業者と

レンタル機材の供給に関する協定を締結しています。今後、作業用機械の運転に精通した人員が減少

していくことが想定されることから、大規模災害に対応できるよう作業用機械を運転する人員を確保

することが必要です。 

⑤ 本市の大半の地域は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所から３０km圏内に位置しており、同発電所の

過酷事故に備えるため、平成２８年に広域避難計画を策定しました。原子力災害が発生した際は、自

然災害とは大きく異なる対応が求められるため、市民に対し、避難計画などの情報をわかりやすく周

知する必要があります。 

⑥ 新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症への対策として、市民の日常生活における新しい生

活様式の定着を図ることにより、感染予防と感染拡大防止に努める必要があります。また、災害時の

避難所の運営における感染症対策の備えが必要です。 

⑦ 災害時に避難所などで必要となる備蓄品は、感染症対策などの新たな備えも含めて多種、多量とな

ることから、平常時の保管場所と災害時の支援物資を集配場所の確保が必要です。 

⑧ 国の国土強靭化アクションプランに合わせて小千谷市耐震改修促進計画の見直しを行い、木造戸建

住宅の耐震化対策をさらに進める必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 中越大震災の経験と教訓の継承 

おぢや震災ミュージアムそなえ館と連携し、中越大震災の経験・教訓と防災に関する知識を次世代

に継承するための学ぶ機会を提供します。 

② 防災意識の啓発と組織強化 

様々な災害から市民の大切な命や財産を守るためには、自助・共助・公助がそれぞれの役割を果た

すことが重要であることを自主防災組織と連携して実施する防災訓練や学習会を通して啓発します。
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これにより市民一人ひとりの防災と減災の意識の高揚を図り、自主防災組織の強化と地域防災力の向

上を目指します。また、自主防災組織の活動に必要な防災物品の購入補助制度を継続し、防災活動を

支援します。 

③ 風水害に備える意識の啓発と情報発信 

多発する風水害に対応するため、新潟県から公表される県管理河川における最大規模の浸水想定に

基づく洪水ハザードマップを整備し、既に作成されている信濃川洪水ハザードマップ、土砂災害ハザ

ードマップと併せて、危険箇所を市民に周知するなど、平常時から災害に備える意識の啓発を図りま

す。また、緊急時には警戒情報に基づく避難準備や避難勧告等の情報を迅速に伝えるため、全戸に配

置している緊急告知ラジオの活用と併せて、緊急情報メール配信サービスやＳＮＳ等を通じた情報発

信の充実を図ります。 

④ 大規模災害の緊急応急対策や復旧作業のための体制強化 

大規模な風水害や地震災害発生時の緊急応急対策や復旧作業をより迅速かつ的確に行うために、国

土交通省の緊急災害対策派遣隊や自衛隊などの活用と併せて、多くの作業用機械による作業が円滑に

進むように建設業団体における広域的な支援体制の構築を推進します。 

⑤ 原子力防災知識の向上 

新潟県が行う原子力防災訓練への参加や市独自の原子力防災訓練を積極的に行うとともに、訓練に

より明らかになった課題や改善点などを広域避難計画などに反映させ、非常時に備えた体制強化に努

めます。また、訓練と併せて原子力防災に関する学習会や説明会を実施し、知識の向上を図ります。 

⑥ 各種計画・各種マニュアルの見直し 

近年多発する風水害や感染症対策を踏まえた新しい生活様式に対応した各種計画・各種マニュアル

の見直しを行い、非常時に備えた体制の強化に努めます。また、大規模な災害を想定した災害時相互

応援協定締結自治体との支援・受援体制の確立に努めます。 

⑦ 防災施設整備の検討  

東小千谷地区に整備した防災公園内に、様々な災害に備えた備蓄倉庫や支援物資の集配機能を備え

た防災施設の整備を検討します。 

⑧ 耐震改修の促進 

小千谷市耐震改修促進計画の改訂を行うとともに、耐震化促進の補助制度の周知と耐震住宅の普及

を図ります。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

防災訓練実施事業 総合防災訓練・地区別防災訓練・原子力防災訓練の実施 

中越大震災ネットワークおぢ

や研修事業 

中越大震災ネットワークおぢやを通じた住家の被害認定調査な

どの研修の実施による災害時の対応力の向上と相互支援が可能

となるネットワークの構築 

木造住宅耐震診断・改修・設計

等補助事業 

木造住宅耐震診断費補助、耐震改修設計・工事費補助、部分補強

費補助 
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【５年後の目標値】 

○自主防災会による訓練実施数 

年  度 実施回数 

令和元年度 ２９回 

令和７年度（目標値） ４０回 

 

○緊急情報メール配信サービス登録者数 

年  度 登録者数 

令和元年度 ４，８２４件 

令和７年度（目標値） ５，５００件 

 

〇戸建住宅の耐震化率 

年  度 耐震化率 

令和元年度 ７４．６％ 

令和７年度（目標値） ８５．０％ 
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（２）消防・救急体制の充実 

 

【現状と課題】 

① 本市は、平成２８年１２月に発生した糸魚川市大規模火災を教訓として、木造建物密集地域火災防

ぎょ計画の見直しを行いました。あのような大規模火災も念頭に置き、消防車両、装備、消防施設を

計画的に充実させるとともに、消火活動が広範囲に及ぶ火災に備え、近隣自治体などの関係機関との

緊密な連携を図る必要があります。 

② 火災における逃げ遅れの防止には住宅用火災警報器の設置が有効ですが、本市が行った火災警報器

設置率調査によると、平成２６年度の９７％（条例適合設置率は８１％）から令和元年度は８７％（条

例適合設置率は６５％）まで低下したため、設置率向上に向けた啓発の強化が必要です。  

また、本市の平成２７年から令和元年までの火災による死傷者数は１４人で、うち８人が６０歳以

上であることから、火災における高齢者の逃げ遅れを防止する対策を強化する必要があります。 

③ 救急現場における救命率向上には、傷病者を最初に発見した人の救急に対する知識のほか、ＡＥＤ

（自動体外式除細動器）を使用できる環境が重要です。本市の消防本部において年間約６０回実施し

ている市民向け救急講習による知識の普及と令和２年４月１日現在１０４の事業所が登録している

「救命サポート事業（事業所のＡＥＤの活用を目的とした事業）」の拡充を図る必要があります。 

④ 本市の平成２７年以降の５年間における救急車の年間平均出動件数は約１，３６０件で、搬送者の

うち重症は１５．５％でした。救急救命の目的は、重度傷病者の生命の危機を回避させ、社会復帰に

繋げることにあるため、プレホスピタルケア（病院前救護）体制の充実と医療機関や新潟県ドクター

ヘリ運航機関などとの連携強化が必要です。 

⑤ 本市の消防団員数は、７５０人の定員に対して令和２年４月１日現在で６３５人、充足率は約８５％

であり、平成２７年４月１日現在と比較して５６人減少していることから、地域の防災力の低下が懸

念されています。 

 

【施策の基本方針】 

① 消防車両、装備、消防施設の充実と関係機関との連携 

木造建物密集地域の大規模火災にも対応できるよう、消防車両、装備、通信指令施設を計画的に更

新するとともに、耐震性防火水槽や消火栓の整備を継続します。 

また、消防活動が広範囲に及ぶ大規模火災に備えるため、平常時から近隣自治体の消防本部や消防

団などの関係機関と連携し、訓練を実施します。 

② 住宅防火対策の推進 

住宅用火災警報器の設置義務化から１０年が経過し、本体や電池の交換時期を経過しているものが

多いため、適切に交換するよう周知するとともに住宅防火モデル地区の指定などにより地域ぐるみの

防火に対する市民の意識の高揚を図ります。 

また、一人暮らし高齢者宅への訪問や高齢者を対象とした防火指導により、火災における逃げ遅れ

事故の防止を図ります。 

③ 救急体制の強化 

救急需要に適切に対応するため、高規格救急自動車と高度救命資器材の整備を継続します。 

また、救急講習会の開催により市民が自ら救急活動を行う意識を高めるとともに、救命に欠かせな

いＡＥＤ（自動体外式除細動器）を配置している事業所などとの協働により「救命サポート事業」を
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推進し、救命率の向上を目指します。 

④ 消防団員の確保と活動しやすい環境の整備 

令和２年度における第四次消防団整備計画の前期見直しに基づき、消防団への加入促進を図ります。

また、消防団活動の安全性の向上を目的とした活動服やヘルメットなどの個人装備の更新を図るとと

もに、消防団車両のオートマチック化を進めるなど、団員が活動しやすい環境の整備に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

消防施設整備事業 消防車両などの充実、通信指令施設の更新 

消防水利施設の整備、広範囲大規模火災対応訓練の実施 

住宅防火対策推進事業 住宅用火災警報器の適合設置率の向上、住宅防火モデル地区

の指定、高齢者に対する防火指導 

救急業務高度化推進事業 救急車・高度救命資器材の充実、救急（救命）講習の推進、

救命サポート事業の促進 

消防団整備事業 消防団員の加入促進、活動環境の整備 

 

【５年後の目標値】 

○火災出火率 

年  度 ※出火率 出火件数 死傷者数（死者数） 

令和元年度 ４．２６件 １５件 ４人（０人） 

令和７年度（目標年度） ２．５６件 ９件 ０人（０人） 

※ 出火率：年間火災件数÷住民基本台帳（各年度３月３１日現在）×１万人 

 

○住宅用火災警報器設置率 

年  度 ※設置率（※条例適合設置率） 

令和元年度 ８７％（６５％） 

令和７年度（目標年度） ９８％（９５％） 

※ 設置率：小千谷市火災予防条例において設置が義務付けられている住宅部分のうち、１箇所以上設

置されている世帯の占める割合 

※ 条例適合設置率：小千谷市火災予防条例において設置が義務付けられている住宅部分の全てに設置

されている世帯の占める割合 
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（３）交通安全と防犯の推進 

 

【現状と課題】 

① 本市の交通事故発生件数は平成２８年が９５件でしたが、令和元年は５４件で４１件減少していま

す。しかし、高齢者が関係する事故の割合は、平成２８年の４４％から令和元年の５４％へと上昇し

ています。今後更に事故発生件数を減少させるためには、引き続きカーブミラーやガードレールなど

の交通安全施設の整備に加え、高齢者が関係する事故の防止について重点的に啓発する必要がありま

す。 

② 本市の刑法犯認知件数は平成２８年が１８９件でしたが、令和元年は１１９件で７０件減少してい

ます。しかし、そのうち、件数は少ないものの、被害額が１件で１０万円から１００万円単位にまで

及ぶ特殊詐欺が毎年発生しています。詐欺の手口は多様化しており、被害防止のためには警察などの

関係機関と連携し、啓発を継続することが重要です。 

③ 本市は、平成２９年度から消費生活相談員の配置時間を増やし、相談体制を強化しました。インタ

ーネットの急速な普及に伴い、消費者の消費形態が多様化しており、相談件数は平成２８年度の３０

件から令和元年度の１０３件へと３倍以上に増加しています。今後も関係機関との連携により市民に

対する啓発に取り組むとともに、相談体制を維持し、消費者トラブルや被害の未然防止を図る必要が

あります。 

 

【施策の基本方針】 

① 交通安全の推進 

警察、交通安全協会、学校、認定こども園、保育園、町内会などの関係機関・団体と連携し、交通

安全運動や交通安全教室などを実施し、意識の高揚を図ります。また、小千谷市交通安全計画に基づ

き、高齢者の事故防止や歩行者の安全確保などに取り組みます。 

② 交通安全施設の整備 

交通安全協会などの関係機関との連携により事故危険箇所を把握し、カーブミラー、道路区画線、

ガードレールなどの交通安全施設を整備し、安全性の向上に努めます。 

③ 防犯の推進 

様々な犯罪被害を防止するため、警察、防犯協会、町内会などの関係機関・団体と連携し、広報な

どにより市民の防犯意識の高揚に努めます。また、特に犯罪による被害が心配される子どもや高齢者

を守るため、学校、家庭、地域と連携し、パトロールなどの防犯活動を推進します。 

④ 消費者行政の推進 

  多様化する消費者トラブルに対応するため、消費生活相談員を引き続き配置するとともに、消費者

協会などの関係機関と連携し、消費者に対する啓発活動を推進します。 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

交通安全推進事業 交通安全運動の実施、交通安全教室の実施などの啓発活動 

交通安全施設整備事業 カーブミラー資材支給、道路区画線整備、ガードレール設

置・修繕 

防犯対策事業 防犯灯設置のための補助、通話録音装置の貸与、犯罪被害防

止のための啓発活動 

消費者行政事業 消費生活相談・無料法律相談の開設、消費生活被害防止のた

めの啓発活動 

 

【５年後の目標値】 

○小千谷市の交通事故発生状況 

年 事故発生件数 
死傷者数 

死者 傷者 

令和元年 ５４件 ３人 ６２人 

令和７年（目標年） ５０件 ０人 ６０人 

 

○消費生活相談の開設日数 

年  度 日数 

令和元年度 ２４０日 

令和７年度（目標年度） ２４０日 
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２ 自然と共生する循環型社会の推進 

（１）自然環境との共生 

 

【現状と課題】 

① 本市は、信濃川や森林など四季折々に様相が変化する豊かな自然に恵まれており、これらの貴重な

自然や生態系を保全し、次世代に引き継いでいくことが必要です。 

② ＳＤＧｓの実現に向けた取組が世界各国で進められており、本市においても環境保全活動により良

好な環境と景観を維持していく必要があります。 

③ 平成２８年に日本が批准したパリ協定1に基づき、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量を

大幅に削減するため、市民、事業者、行政の協働により、環境への負荷の少ない持続可能なまちづく

りを推進する必要があります。 

④ 令和元年度には、本市でもツキノワグマ１０件・１２頭、イノシシ９件・１２頭の目撃情報が寄せ

られ、民家近くへのツキノワグマの出没やイノシシなどによる農業被害が確認されており、人身被害

や農作物被害を防止する取組が必要です。 

また、有害鳥獣を捕獲、駆除する人材の確保と育成が求められています。 

⑤ 気候変動・地球温暖化が地球規模の深刻な環境問題として議論される中で、いかに化石燃料の使用

を減らして、人間の活動から発生する温室効果ガスの排出を削減し、地球の温度上昇を食い止めるか

が大きな課題となっています。化石燃料を中心としたエネルギーの消費を減らす省エネルギーの推進

が引き続き必要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 自然や生態系の保全と啓発 

自然は市民共有の財産であることから、豊かな自然と生態系の保全に努め、その重要性について啓

発します。 

② 快適な生活環境の保全と創造 

豊かな自然に恵まれた快適な生活環境を維持するため、市民、事業者、行政の協働により環境の保

全と創造（公害のない暮らしやすく個性あるまちづくりの推進）に取り組みます。 

③ 環境に関する調査・監視の実施 

  国、県などの関係機関との連携により大気汚染、水質汚濁などの状況を定期的に調査し、監視を継

続するとともに、これらの情報を公表し、環境保全の啓発に努めます。 

④ 地球環境に関する啓発 

  地球温暖化、光化学スモッグ、ＰＭ２.５などの環境問題に関する情報を市民に提供し、地球環境に

対する意識を高めます。 

⑤ 有害鳥獣対策の推進 

  自然環境や生態系との共生を目指すものとしますが、ツキノワグマやイノシシなどによる人身や農

作物の被害を未然に防止するため、関係機関と連携し、必要により有害鳥獣の捕獲、駆除を行います。 

  また、猟友会と連携し、有害鳥獣を捕獲、駆除する人材の確保・育成を支援します。 

                                                
1 パリ協定：１９９７年の京都議定書に変わって２０１５年にパリで開かれた温室効果ガス削減について国際的に取り決めたも

のです。日本は２０３０年度に２０１３年度比２６％(約 1０億４２００万ｔ-ＣＯ２)の削減を約束している。 

SDGs 
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⑥ 省エネルギーの推進 

  ＬＥＤ照明をはじめとした省エネ型家電製品などの省エネルギー機器の導入や冷暖房機器などの設

定温度を適正にすることで電気使用量の削減に努め、地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化

炭素など）の排出の削減を図ります。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

環境啓発事業 環境基本計画の年次報告作成と公開、環境意識の啓発 

省エネルギー設備導入推進事

業 

公共施設における省エネルギーの推進、低燃費・低排出ガス

の公用車の導入 

環境うるおい基金事業 信濃川の河川環境の維持向上など、環境との調和を図るため

の事業の実施 

有害鳥獣対策事業 関係機関との連携による、有害鳥獣の捕獲、駆除を行う人材

の確保・育成に対する支援 

 

【５年後の目標値】 

○森林の保全運動参加者数 

年  度 参加者数 

令和元年度 ３４９人 

令和７年度（目標値） ３００人 

 

〇市有施設への省エネ設備（ＬＥＤ照明）導入施設数 

年  度 導入施設数（累計） 

令和元年度 ９施設 

令和７年度（目標値） １１施設 

 

○多自然型水路の整備延長 

年  度 延長距離 

令和元年度 ２，８１３ｍ 

令和７年度（目標値） ２，９００ｍ 

 

○小千谷猟友会会員数 

年  度 会員数 

令和元年度 １８人 

令和７年度（目標値） １８人 
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（２）資源リサイクルの推進 

 

【現状と課題】 

① 廃棄物による環境への影響を低減させるため、ごみの減量化と資源の循環利用により限りある資源

を有効に利用する取組が求められており、今後も循環型社会を推進していく必要があります。 

② 家電４品目をはじめとする粗大ごみの不法投棄、空き缶やペットボトルなどのポイ捨て、ごみの野

焼きなどが後を絶ちません。これらの行為は生活環境を汚染する原因となるため、地域ぐるみで防止

に取り組むよう、啓発を進める必要があります。 

③ クリーンスポット大原の最終処分場は、処分容積１２１，６４０㎥で平成９年度に整備しました。

平成１６年の中越大震災による大量搬入の影響もあり、令和元年度末現在の容積率は約６７．２１％

となっています。現在は、費用対効果の検討に基づき、県外の最終処分場へ埋め立てごみを搬出して

施設の延命化を図っています。また、令和２年度に基幹的設備改良工事を実施した廃プラスチック減

容化施設とリサイクルプラザについても、令和元年度に第２期長寿命化計画を策定し、計画的に設備

の更新を進めています。 

④ ごみ焼却処分施設の時水清掃工場は、処理能力１２０ｔ/日（６０ｔ/２４ｈ×２炉）で平成２年４

月から稼動し、３０年を経過しており施設の老朽化が進んでいます。令和元年度に第２期長寿命化計

画を策定し、計画的に設備の更新を続けています。 

⑤ し尿処理施設の衛生センター清流園は、昭和５１年度にし尿処理施設（第一工場）、昭和５７年度に

浄化槽汚泥処理施設（第二工場）を整備し、計９０㎘/日の処理施設として稼働してきました。その後、

施設の老朽化と公共下水道などの普及に伴うし尿搬入量の減少に対応するため、平成２５年度に基幹的

設備改良工事が完了し、現在は計画処理量２５㎘/日の施設として稼働しています。平成２２年度に施

設延命化計画、平成２４年度に長寿命化計画をそれぞれ策定し、計画的に設備の更新を続けています。 

⑥ いずれの施設も、経年による施設の老朽化が進み、また、最終処分場については埋立許容量の

問題もあることから、施設の更新や広域連携など、費用対効果を踏まえ今後の施設のあり方を検

討する体制を早急に整備する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① ごみの減量化と再資源化の推進 

ごみの減量に関する啓発や取組方法、新たな事例などを広報で紹介するなどしてごみの分別を徹底

し、３Ｒ運動（ごみの減量（リデュース）・再使用（リユース）・再生利用（リサイクル））を推進し

ます。また、「おぢやのごっつぉ食べ切り運動」の広報や事業所を対象とする啓発により事業系ごみ

の減量化に取り組むとともに、町内会など地域で実施する資源物集団回収を支援し、ごみの減量化と

再資源化を推進します。 

② 不法投棄対策の推進 

不法投棄やごみの野焼きの防止のため、啓発活動に取り組むとともに、町内会や関係機関と連携し、

パトロールの実施や監視カメラの活用などの対策を推進します。 

③ 衛生施設の適正管理と今後の基本方針策定 

一般廃棄物最終処分場は、埋立許容量が少ないことから、焼却灰や不燃残さなどについては引き続

き県外へ搬出することにより施設の延命化を図ります。 

 時水清掃工場と衛生センター清流園は、それぞれの長寿命化計画を踏まえて適切な施設管理に努め
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ます。 

 各施設について、本市単独での再整備、近隣自治体との共同利用、市外の施設への処理委託など今

後の施設のあり方を、費用対効果を含めて検討するための体制を早急に整備し、基本方針を策定しま

す。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

ごみ減量化・再資源化事業 ３Ｒ運動、古紙の分別回収、おぢやのごっつぉ食べ切り運動、資

源物集団回収に対する支援、生ごみ処理機器の購入に対する補助 

環境衛生向上事業 ごみ収集場所の整備に対する補助、不法投棄やごみの野焼きの監

視、ごみゼロ運動 

衛生施設整備事業 ごみ・し尿処理施設の設備更新、焼却灰などの最終処分委託、施

設整備基本方針の策定 

 

【５年後の目標値】※令和７年度の目標値は「小千谷市一般廃棄物処理基本計画」による 

○ごみ排出量                                 

年  度 燃やすごみ 埋立ごみ 資源ごみ 計 

令和元年度 １１，０５０t ８３８t ２，１４９t １４，０３７t 

令和７年度（目標年度）  ７，９８８t ５７４t ２，５８９t １１，１５１t 

 

○資源物集団回収量                              

年 度 

古紙類 金属類 

計 
新聞 

雑誌･ 

チラシ 

ダン 

ボール 

牛乳 

パック 
計 アルミ 

スチー

ル 

令和元年度 １７０t ２４５t ９８t １t ５１４t ２t １t ５１７t 

令和７年度

（目標年度） 
２９６t ４２６t １７１t ２t ８９５t ３t ２t ９００t 

 

○古紙分別回収量                               

年  度 新聞紙 雑誌・チラシ ダンボール 計 

令和元年度 １１９t ２３７t １１５t ４７１t 

令和７年度（目標年度） ２０２t ４０３t １９５t ８００t 

 

○一人１日あたりごみ排出量とリサイクル率                     

年  度 一人１日あたりごみ排出量 リサイクル率 

令和元年度 １，０９９ｇ（１，１３９ｇ） １８．４％（２１．３％） 

令和７年度（目標年度）   ９００ｇ ２３．０％ 

 ※（ ）内は、一部大型小売店舗回収分を含む。 
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（３）再生可能エネルギーの推進 

 

【現状と課題】 

① 地球温暖化の抑制や脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギーを活用する取組は、国際的に大

きな潮流となっています。また、国内では、原子力施設の事故による電力の需給逼迫や自然災害によ

る大規模停電が発生しており、非常時への対応として自立分散型電源の確保が求められています。 

本市でも、環境や防災の観点から、市民、事業者、行政がエネルギーに対する理解を深め、相互に

協力しながら再生可能エネルギーの活用を推進する必要があります。 

② 本市は、全国有数の水力発電所やガス田があり、市内外の住民の生活や様々な産業を支える「エネ

ルギーのふるさと」といえます。しかし、市内の再生可能エネルギーの導入状況を見ると、令和２年

３月時点の固定価格買取制度（ＦＩＴ）2認定設備件数は、２２件と県内で最下位となっています。今

後は、地域のエネルギー資源を市内で有効活用し、産業振興や地域の活性化など多様な効果に繋げる

ことが必要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 地域特性を活かした再生可能エネルギーの導入 

太陽光、地中熱、雪冷熱など、地域の再生可能エネルギーを地域で利用する「エネルギーの地産地

消」に取り組みます。また、多様なエネルギー源による自立分散型のエネルギー需給構造へ転換する

ことで、災害に強い安定的なエネルギー源の確保に努めます。 

② 再生可能エネルギーによる地域産業の活性化 

再生可能エネルギーに対する事業者の取組を促進し、事業活動におけるエネルギーコストの低減や

商品の高付加価値化など、事業経営の安定化・活性化を図ります。また、再生可能エネルギーに関連

する新たな産業・雇用機会の創出や観光分野との連携により、地域経済への好循環を推進します。 

③ 環境に関する意識の醸成 

環境問題やエネルギーに関する普及啓発や環境教育・学習機会の充実を進めることで、市民と事業

者の意識を高め、取組を実践できる人材を育成します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

再生可能エネルギー導入推進

事業 

公共施設・地域産業における再生可能エネルギー設備の導入、環

境に配慮した公用車の導入、雪冷熱を活用した地域産品のブラン

ド化と都市間交流の推進 

環境啓発事業 再生可能エネルギーに関する学習・教育機会の充実 

 

                                                
2 固定価格買取制度（ＦＩＴ，Feed-in Tariff）：再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス）で発電した電

気を、国が定める固定価格で一定期間、電力事業者に買取を義務付けるもの。電力の買取には、国から設備の認定を受ける必

要がある 
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【５年後の目標値】 

○公共施設における再生可能エネルギー導入施設数 

年  度 施設数（累計） 

令和元年度 １施設 

令和７年度 ３施設 

 ※令和元年度の導入済施設：片貝総合センター 
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３ 暮らしやすい雪国生活の推進 

（１）冬期間交通の確保 

 

【現状と課題】 

① 本市の冬季における道路交通は、機械除雪、消雪パイプ、流雪溝により確保されています。令和元

年度の市道の除雪計画総延長は２５９ｋｍであり、そのうち機械除雪が１４２ｋｍ、消雪パイプが１

１７ｋｍで、市道全体の総延長に対する除雪率は５４．４％です。 

② 機械除雪業者の乗務員の人材・人員不足に対応するため、機械除雪体制を、市内を８ブロックに分

け、それぞれ複数の事業所で構成する除雪共同体で実施することで、除雪体制を維持しています。近

年は少雪傾向ではあるものの、局地的かつ集中的な多降雪が発生し、交通障害が発生していることか

ら、通勤、通学などへの影響を最小限に抑えるための除雪機械の整備を継続的に行う必要があります。

また、市民と市が互いに協力し、地域ぐるみで雪処理を行うことが大切です。 

③ 消雪パイプは、布設から長期間が経過し、管内の目詰まりや漏水の発生などにより消雪機能が低下

している延長が増加しているため、幹線道路を優先して布設替えを計画的に進めており、今後は、幹

線道路以外の市道について順次布設替えを行う必要があります。 

また、排雪場所が確保できないことや狭隘なために機械による除雪が困難な道路では、その通行確

保に苦慮しています。 

④ 流雪溝は、揚水機場における取水障害や送水管の老朽化による破損が頻発しており、必要なときに

使用できない事態が増加しているため、県などの関係機関と連携し、安定して使用できるよう対策を

講じる必要があります。 

⑤ 急傾斜地付近の道路は、雪崩により通行止めとなる場合があることから、生活の維持や救急、防災

の観点から、雪崩対策を推進する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 機械除雪体制の整備 

  除雪機械の計画的な更新により、機械除雪体制の維持に努めます。また、豪雪時、特に局地的短時

間多降雪に対応できるよう、除雪機械の整備を継続的に行います。また、異常降雪に備え生活道路沿

線に市民と市が互いに協力し、新たな排雪場の確保に努めます。 

② 消雪パイプリフレッシュ事業の推進 

  経年劣化などにより消雪機能が低下した消雪パイプの布設替え（リフレッシュ）を進め、消雪機能

の再生を図ります。 

③ 消雪パイプ整備事業の実施 

  排雪場所が確保できない道路や狭隘なために機械による除雪が困難な道路について、消雪パイプの

整備を行います。 

④ 流雪溝の安定使用のための対策の推進 

  県などの関係機関と連携し、流雪溝を安定して使用できるよう、取水障害や送水管の老朽化などへ

の対策に取り組みます。 

⑤ 雪崩危険箇所における安全対策の推進 

  国、県と連携し、雪崩危険箇所における防護施設の設置などを進めます。 

SDGs 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

除雪機械更新事業 ロータリ除雪車などの更新 

消雪パイプ整備事業 消雪パイプ未整備路線における新設 

消雪パイプリフレッシュ事業 経年劣化した消雪パイプの布設替え 

融雪施設整備助成事業 消雪パイプの電気料や消雪用井戸の掘替えなどに対する補

助 

流雪溝安定使用対策事業 取水障害対策や送水管更新などの促進 

 

【５年後の目標値】 

○消雪パイプ布設替え延長 

年  度 実施延長（平成２１年からの累計） 

令和元年度 １４．２ｋｍ 

令和７年度（目標年度） １９．０ｋｍ 
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（２）雪国生活の充実 

 

【現状と課題】 

① 本市は昭和５４年に克雪都市宣言を行うとともに、昭和５７年には市と市民が互いに協力し、地域

ぐるみで秩序ある雪処理を行うことにより雪を克服し、明るく、住みよい生活環境をつくることを目

的とする小千谷市克雪条例を制定し、その目的の実現に向かって様々な事業を推進してきました。 

② 克雪フェアは、克雪都市宣言や小千谷市克雪条例の趣旨である自助共助による克雪の取組が重要で

あることなどについて理解すること、そして、雪と親しみ、雪と共生する意識の醸成を図ることなど

を目的として昭和６０年から開催しており、令和元年度には約１５，０００人の来場者がありました。

引き続き、その趣旨を理解していただくため、啓発活動を継続する必要があります。 

③ 市内の住宅は、令和元年度末現在で約２８％が融雪、落雪、耐雪などの克雪住宅となっていますが、

高齢化が進んでいるため、雪おろし中の事故の危険性が低い克雪住宅の普及を更に促進することや高

齢者の負担を減らす消雪施設の設置が必要です。 

④ 高齢化や過疎化が進み、自ら屋根の雪おろしなどの作業を行うことが困難な６５歳以上の単身者数

は１，０１５人（平成２７年国勢調査）であり、平成２２年以降、１年当たりの平均で約４６人増加

していることから、除雪支援事業を継続する必要があります。 

⑤ 平成１１年から行われているＳＯＳ雪おろし支援事業において、作業を行う会員の高齢化により登

録者数が減少していることから、支援を必要とする登録者の依頼に対応できるよう、作業会員の確保

に努める必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 雪と親しみ、雪と共生する意識の醸成 

克雪フェアなど様々な機会を通じて、克雪都市宣言、小千谷市克雪条例の意義や雪と親しみ、雪と

共生する意識の醸成を図ります。 

② 克雪住宅の普及促進 

  克雪住宅の必要性や支援制度の内容を周知し、克雪住宅の普及を促進します。 

③ 高齢者対応型投雪口の整備 

  高齢者が流雪溝作業を行う際の負担軽減と安全性の向上を図るため、流雪溝の蓋を軽量の投雪型に 

取り替えます。 

④ ＳＯＳ雪おろし支援事業における作業会員の確保 

  様々な媒体による広報や関係団体への働きかけにより、個人会員と法人会員の確保に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

克雪フェア開催 克雪フェアの継続実施 

克雪すまいづくり支援事業 融雪型、落雪型、耐雪型などの住宅屋根の整備に対する補助 

除雪支援事業 低所得者の高齢者世帯、母子世帯、障がい者世帯などに対する除雪

サービス券の交付などの支援 

高齢者対応型投雪口設置事業 高齢者などが利用しやすい観音開き型の投雪口の設置 
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【５年後の目標値】 

○克雪住宅普及率 

年  度 ※１戸建住宅数 
※本市の補助制度の利用

件数 
普及率 

令和元年度 
９,９４６戸 

２,７７１件 ２７．９％ 

令和７年度（目標年度） ３,１００件 ３１．２％ 

 

※ １戸建住宅数：国勢調査（平成２７年１０月１日現在）の「戸建世帯数」の数値 

※ 本市の補助制度利用件数：平成４年度以降に、克雪すまいづくり支援事業補助金、克雪住宅協調整

備事業補助金、被災者住宅支援対策事業（雪国住まいづくり支援）補助金などを交付した延べ件数 

 

○高齢者対応型投雪口設置数 

年  度 設置数（累計） 

令和元年度 ３９９か所 

令和７年度 ４５０か所 
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基本目標６ 

 ふれあい、にぎわい、暮らし続けたいまちづくり 

（交流、市民参加） 



 

１ 交流・移住・定住の推進 

（１）移住・定住人口の拡大 

 

【現状と課題】 

① 令和元年８月に実施した市民意向調査では、本市に住みやすいと感じる市民は６８．２％と前回調

査の６７．５％を上回りました。その一方で、ずっと暮らしていきたいと考えている市民の割合は６

４．９％と前回調査の６８．３％から低下しており、特に、２０歳代の４６．９％、３０歳代の５７．

７％と若年層の割合が低い傾向にあることから、さまざまな施策を推進し、こうした年代の市民が暮

らし続けたいと思えるまちづくりに取り組む必要があります。 

② 人口減少の抑制と雇用機会の拡大に向けて、市民、民間事業者、行政機関の連携により、首都圏な

どから起業を目指す人材を受入れる環境づくりに取り組む必要があります。 

③ 令和２年度国の意識調査によると、新型コロナウイルス感染症の影響により大都市圏在住者の地方

への移住の機運が高まっており、多くの自治体が移住促進の取組を強化しています。本市においても、

さまざまな魅力を全国に発信するとともに、移住希望者のニーズにきめ細かく対応する必要がありま

す。 

 

【施策の基本方針】 

① 移住・定住情報の発信 

移住希望者が必要なときに必要な情報を入手できるよう、ＳＮＳなどを活用し、本市の魅力ととも

に、移住・定住に関する補助制度や空き家バンクなどの情報を発信します。 

② 移住に関するニーズの把握と移住者に対する支援 

関係機関と連携し、オンラインによる移住セミナー、相談会の開催や参加しやすい環境づくりによ

り、移住希望者の具体的なニーズを把握し、個別に対応します。 

移住サポーターや地域づくり支援員との連携により、移住者・転入者からの相談に対応し、本市で

の暮らしを支援します。 

③ Ｕ・Ｉターンの推進 

  市外へ転出した若者や本市への移住を希望する市外在住者を対象として、各世代のニーズに適した

支援策を強化するとともに、首都圏などの高等教育機関と連携し、若者のＵ・Ｉターンに向けた支援

に取り組みます。 

④ 地域おこし協力隊制度の活用 

本市で活動する地域おこし協力隊と、任期を満了し、本市に定住した協力隊経験者の客観的な意見

を参考に、移住希望者の視点に立って移住・定住促進事業に取り組みます。 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

移住・定住ＰＲ事業 移住定住情報ポータルサイトによる情報発信 

移住者・転入者支援事業 移住サポーターの委嘱、地域づくり支援員の配置 

移住支援事業 移住セミナー・移住相談会などの開催、移住希望者に対するマ

ンツーマンでの対応 

空き家バンク運営事業 空き家情報の提供と登録物件の斡旋 

定住促進事業（再掲） 転入者や子育て世代に対する住宅取得補助 

地域おこし協力隊推進事業 地域おこし協力隊の活用による移住・定住促進事業 

「おぢや夢・ミライ応援団」に

よる就労支援事業（再掲） 

産学官の連携により、若者の地元就労を促進 

「小千谷未来パスポート」によ

るＵ・Ｉターン促進事業（再掲） 

首都圏などの高等教育機関などとの連携により若者のＵ・Ｉタ

ーン就労を促進 

 

【５年後の目標値】 

○移住定住情報ポータルサイト閲覧件数 

年  度 平均アクセス数 

令和元年度 ２０７件／月 

令和７年度（目標年度） ３００件／月 

 

○空き家バンクの新規登録件数と成約件数 

年  度 新規登録件数 成約件数 

令和元年度  ７件／年  ５件／年 

令和７年度（目標年度） １０件／年 １０件／年 

 

○地域おこし協力隊制度による受入者数と定住者数（平成２５年度以降の延べ人数） 

年  度 受入者数 定住者数 

令和元年度 １８人 １５人 

令和７年度（目標年度） ３０人 ２５人 

 

○転入者に対する住宅取得補助件数（再掲） 

年  度 補助件数 

令和元年度 ２４件／年 

令和７年度（目標年度） ２５件／年 

 

○学生（高校生～大学生）の市内就職者数（再掲） 

年  度 地元就職者数 

令和元年度 ― 

令和７年度（目標年度） ４０人／年 
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（２）都市間交流の推進と関係人口の拡大 

 

【現状と課題】 

① 国内の多くの自治体では人口が減少していることから、移住・定住促進事業に取り組んでいます。

本市を直接訪れる交流者に加えて、市外在住者でふるさと納税寄附者や本市出身者の会、おぢやファ

ンクラブ会員など、さまざまな形で本市に対する支援に参加いただく関係人口を拡大し、定住人口を

補完する持続可能なまちづくりを進める必要があります。 

② 平成１９年度から受入れが始まった教育体験旅行では、本市への来訪を希望する学校が増加する一

方で、受入家庭の高齢化により受入数が減少傾向にあることから、受入体制の充実を図る必要があり

ます。 

③ 本市では都市間交流、２地域居住地の拠点として、また、市内への移住促進の中間拠点として、山

本山塩殿地内にクラインガルテンふれあいの里を整備し、平成２０年度に滞在型農園（ラウベ）３０

区画、日帰り型農園を８４区画整備して、地域との交流事業にも取り組んできました。利用状況は社

会、経済情勢により増減はありますが、利用契約満了後の市内居住に結びついていないことから、定

住に繋がるような取り組みが必要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 関係人口の拡大 

県外在住の市内出身者や市内高校卒業生に加え、ふるさと納税寄附者や小千谷ファンクラブ会員な

どの参画を得て、本市を応援していただく県外在住者による組織づくりを進め、関係人口の拡大に取

り組みます。 

②多様な都市間交流の推進 

移住・定住の促進や関係人口の拡大のため、自然環境を活かしたグリーンツーリズムの推進や教育

体験旅行受入家庭の増加のほか、スポーツ、文化などを通した民間レベルの交流の活性化に取り組み

ます。 

③ 交流拠点の魅力の向上 

市外から訪れる人の増加と市民との交流の拡大により地域の活性化に繋げるため、市民の家やクラ

インガルテンふれあいの里の整備を進め、交流拠点としての魅力を高めます。 

 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

小千谷市支援団体設立支援事

業 

市内出身者やふるさと納税利用者などによる支援団体の

設立、運営に対する支援 

農村都市共生事業 教育体験型交流やグリーンツーリズムによる都市との交

流推進 

交流拠点施設整備事業 市民の家やクラインガルテンふれあいの里の整備 
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【５年後の目標値】 

○教育体験旅行受入者数 

年  度 延べ受入者数 学校数 

令和元年度 ３，４３２人／年 １２校／年 

令和７年度（目標年度） ４，０００人／年 １５校／年 

 

○教育体験旅行受入家庭会員数 

年  度 会員数 

令和元年度 ５９世帯 

令和７年度（目標年度） ７０世帯 

 

○おぢやクラインガルテンふれあいの里滞在型農園の利用区画数（全３０区画） 

年  度 利用区画数 

令和元年度 ２２区画 

令和７年度（目標年度） ３０区画 

 

○市民の家の年間利用者数 

年  度 

日帰り 

(研修室、食堂など) 
宿泊 計 

件数 人数 件数 人数 件数 人数 

令和元年度 ２４０件 １０，６０７人 ５７２件 ４，４７７人   ８１２件 １５，０８４人 

令和７年度 

（目標年度） 
３５０件 １４，６００人 ８５０件 ６，４００人 １，２００件 ２１，０００人 

  ※日帰り：申請者のみの数 
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（３）国際交流の促進 

 

【現状と課題】 

① 令和２年３月末日現在の戸籍・住民基本台帳に登載の外国人数は、２１３人で、平成２８年３月末

現在数１７６人と比較し、３７人、率にして２１.０％増加しています。技能実習を目的に滞在してい

る外国人は、令和２年３月末で３９人、平成２８年３月末現在数１９人と比較し、２０人、率にして

１０５．２％増加しています。このようなことから、市民が国際感覚を身に付けようとする意識を高

める必要があります。 

② 市内には国際交流に取り組んでいる団体が３団体あり、親善交流会の開催や海外留学生の受入れな

どを行っているほか、外国人向けの観光パンフレットをはじめ、様々な情報資料の翻訳に作成協力い

ただいており、引き続き協力関係を深めていくことが必要です。 

③ 東京２０２０オリンピック、パラリンピックの開催時でのホストタウンとして、米領ヴァージン諸

島との交流が予定されていましたが、感染症拡大の影響により中止となりました。しかしながら、こ

の機会を契機として様々な国々との交流が自然な形で取り組めるよう、お互いの文化や価値観の違い

を理解し合う機運を醸成する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 国際交流団体との連携強化 

  市民協働による国際交流を推進するため、定住自立圏内の民間の国際交流団体との連携や協力関係

を深めるとともに、その活動を支援します。 

② 国際交流による人材育成 

  外国人との親善交流や、国際的な視野を広め、互いの理解のもとで自主性、社会性、人間性などを

成長させることを目的とした公的機関主催の海外研修への参加を支援し、外国人との交流機会の拡大

を図ります。 

東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるホストタウン交流事業を契機として、外国文

化に対する市民の関心を高め、国際交流のリーダーとなる人材の育成に努めます。 

③ 在住外国人に対する支援 

  市内在住の外国人に対し、公共施設や病院、銀行などの案内情報のほか、防災情報などを市ホーム

ページやガイドブックにより提供するとともに、日常生活に必要な日本語を身につけてもらうことを

目的として日本語教室を開催します。 

④ 海外留学生との交流の推進 

市民団体の海外留学生の受入れを推進する活動を支援し、市民の国際意識の向上に取り組みます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

国際交流推進事業 国際親善交流事業や海外研修への参加に対する補助、ホストタウ

ン事業の推進 

国際交流環境整備事業（再掲） 外国語による生活情報の提供、外国語パンフレットの配布、外国

人のための日本語教室の開催 

海外留学生受入支援事業 海外留学生の受入れに取り組む団体に対する補助 
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【５年後の目標値】 

○国際交流促進振興関係補助制度の利用件数 

年  度 支援件数 

令和元年度 １件／年 

令和７年度（目標年度） ５件／年 
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２ 市民協働と地域づくり 

（１）市民協働のまちづくりの推進 

 

【現状と課題】 

① 平成３０年度に国が行った社会意識に関する世論調査によると、平成１２年度、平成２１年度に行

われた同様の調査と比較して社会志向の割合が減少し、個人生活の充実を重視すべきと回答する人の

割合が全国的に増加傾向にあります。本市では、町内会行事をはじめ、地域住民の共同活動における

担い手の減少が課題となっている地域があり、人口減少や少子高齢化に加え、社会志向の低下が進む

ことは、課題が一層深刻さを増すことにつながります。 

② 市民活動団体の活動の継続と団体間の連携を促進するため、ＮＰＯ法人化を支援してきました。平

成２６年度では市民活動ネットワークに登録したまちづくり活動団体数は３６団体でしたが、令和元

年度には４９団体に、また、ＮＰＯ法人数は８団体から１２団体へ増加しました。 

③ 本市では、平成３０年度に行政ではない中間支援組織が設立され、市民との協働、地域活動への助

言、支援に関する窓口とすることにより相談しやすい環境づくりに取り組んできました。令和２年３

月には「市民との協働ガイドライン」を作成し、今後、自治会をはじめとする地域団体、企業などに

対して、さらなる市民協働への理解を深めてもらうための取組を進めて行く必要があります。 

④ 現在の公民館分館活動は、イベントや地域行事が中心となっていますが、人口減少やライフスタイ

ルの変化によって住民のニーズも変化しており、また、課題も地域によって異なっています。今後は、

自分たちが住んでいる地域をより良くするための学習や実践活動に取り組むため、分館と行政、町内

会などが連携を強化する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 市民協働の意識啓発 

市民、団体、企業などと、市民協働に対する認識を共有するため、インターネットを活用した多様

な方法による情報発信やワークショップの開催などにより啓発に取り組みます。 

② 中間支援組織の育成 

さまざまな協働活動を効率的に推進し、成果を高めるため、市民や地域などと行政との間で協働の

当事者を支援する市民協働センター機能の役割を担う地域づくり支援団体の活動を支援し、組織基盤

の強化を促進します。 

③ 事業実践における市民協働 

町内における様々な行政委員活動、公民館分館事業、地域支え合い事業など、地域内における様々

な分野における課題に対して、事業参画型による事業形態を実践していくことが必要です。 

④ 公民館活動の充実 

地域の課題を解決するための学習活動に対する支援や人材の発掘、育成を図り、地域の特性を活か

した公民館活動の充実に努めます。また分館が主体的に活動し、地域の活性化に繋げられるよう、関

係機関との連携を支援します。 
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【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

市民協働意識醸成事業 多様な広報媒体による意識啓発、市民協働ワークショップなどの

開催 

中間支援組織支援事業 地域づくり支援団体が協働の当事者を支援するための活動に対

する支援 

公民館分館活動助成事業（再

掲） 

分館活動運営支援 

地域支え合い事業（再掲） 生活支援体制の整備 

 

【５年後の目標値】 

○中間支援組織が支援する市民協働事業の件数（後期基本計画期間中の延べ件数） 

年  度 事業数 

令和元年度  ３事業 

令和７年度（目標年度） １２事業 
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（２）地域力を活かした市民活動の推進 

 

【現状と課題】 

① 町内会は、平成２６年度では１１５でしたが、令和元年度には１１４となり、１減少しました。こ

れらは、人口減少、少子高齢化にともない、自治活動の維持、推進が困難であることから、継続的か

つ効率的な運営を進めるため、周辺町内会と統合したものです。 

② 町内会は、地域住民と行政をつなぐ機能を有するとともに、防災、環境美化などの公益的な活動の

主体として、また、地域住民の交流と住みよい地域づくりに取り組む自治組織として重要性が高まっ

ています。 

③ 人口減少に伴い、特に高齢化が著しい中山間地域においては町内会の維持が課題となる一方で、地

域コミュニティの維持と地域の活性化を目的として有志を中心とした住民団体がさまざまな活動を

行っています。 

 

【施策の基本方針】 

① 町内会などに対する支援 

人口減少や高齢化に伴う地域課題の把握とその解決に取り組む町内会や地区協議会などの活動を

支援します。 

② 住民団体に対する支援 

地域資源の再発見やＰＲ、伝統事業の継承、他地域住民との交流など、地域活性化を目指して主体

的に活動する住民団体の活動を支援します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

町内集会施設等整備事業 町内集会施設などの新設や大規模修繕などに対する補助 

市民協働支援事業 地域課題を解決する活動や地域を活性化する活動に対する支援 

 

【５年後の目標値】 

○中間支援組織に対して相談を行った市民団体数 

年  度 団体数 

令和元年度 ４９団体 

令和７年度（目標年度） ７０団体 
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３ 観光資源の活用と誘客推進 

（１）観光施設の整備と活用 

 

【現状と課題】 

① サンプラザ（昭和５８年開館）、錦鯉の里（平成元年開館）、ちぢみの里（平成８年開館）などの観

光施設は、経年による基幹的設備の劣化が進んでいるため、計画的な更新や修繕が必要です。 

市民に愛されている山本山は、これまで公共あるいは民間において様々な事業が実施され、整備さ

れてきました。展望台、山頂広場、菜の花・ひまわりなどの景観形成地を含む育成牧場、沢山ポケッ

トパーク、ＪＲ東日本小千谷発電所・第二発電所、クラインガルテンふれあいの里、おぢゃ～るなど

多くの施設や景観地を有していますが、今後は県立自然公園の利点を活かしながら、これらの施設を

繋ぎ合わせる事業や経済活動に対する支援が求められています。 

② 本市には、中部北陸自然遊歩道や長岡東山山本山県立自然公園内などに５箇所の遊歩道があります。

新型ウイルスの影響もあり、三つの密を避けた活動に加え、健康保持、増進の意識もより高まりつつ

あり、さらに、マイクロツーリズムが注目されていることから、既に年間５，０００人が訪れる西山

遊歩道は、より気軽に安全で安心して訪れる場所として、また、経済活動への波及効果を期待する環

境を整備する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

①観光拠点施設の整備 

  常設施設であるサンプラザ、錦鯉の里、湯どころちぢみの里を計画的に整備するとともに、新しい

生活様式への対応により安心して利用できる環境づくりを進めます。 

②山本山の資源連携推進 

  自然を活かしつつ、おぢゃ～るやクラインガルテンふれあいの里などの施設を核として様々な資源

を組み合わせ、観光誘客事業を促進します。 

③遊歩道の利活用 

  新型ウイルスの影響をチャンスとして捉え、三密を回避、健康保持・増進活動、マイクロツーリズ

ムとして西山遊歩道などをより気軽に安全安心に訪れることのできるよう整備し、経済活動として波

及する仕組みづくりを支援していきます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

観光拠点施設整備事業 サンプラザ、錦鯉の里、ちぢみの里、おぢゃ～るの基幹的設備の

更新 

山本山資源連携・誘客促進事

業 

自然を活かした施設、資源連携強化と誘客情報発信強化 

遊歩道活用事業 遊歩道整備とＰＲ強化、遊歩道を活かした経済活動支援 
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【５年後の目標値】 

○観光拠点施設の来場者数 

年  度 来場者数 

令和元年度 ２７０，１３４人 

令和７年度（目標年度） ３００，０００人 

※観光拠点施設：サンプラザ、錦鯉の里、ちぢみの里、おぢゃ～る 
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（２）祭りやイベントによる誘客推進 

 

【現状と課題】 

① 本市への観光入込数は、イベント時の天候にも影響されますが、平成２６年度では約１０４万人弱、

平成２９年度には１１７万７千人を最高に、令和元年度では約１０４万７千人とほぼ横バイ状態で推

移しています。 

② 本市には、ユネスコ無形文化遺産登録、国指定重要無形文化財の小千谷縮、同じく国指定重要無形

民俗文化財の牛の角突き、世界一大きい打上花火の四尺玉、発祥の地である錦鯉など、世界的に誇れ

る地域資源を多く有していますが、通過型の旅行者が多いことから、滞在時間を延ばし、旅行消費の

増加に繋げる取組が求められています。 

③ 本市の代表的なイベントであるおぢやまつり、片貝まつり、風船一揆、牛の角突きは、客層が異な

るなど、それぞれに大きな特色があることから、さらなる誘客促進により地域経済への波及効果や関

係人口の拡大など、多様な効果が期待されています。 

また、新型ウイルスの影響に伴い、イベントのやり方、見せ方を工夫し、誘客推進を図る必要があ

ります。 

④ インバウンドの増加に加え、「団体から個人へ」、「観光型から体験型へ」、などの旅行ニーズの変化

に対応するため、県や近隣自治体と連携し、首都圏や海外などへの情報の発信力を高めるとともに、

本市の祭りやイベントを活用した誘客の取組を推進する必要があります。 

令和元年度に東京駅日本橋口の常盤橋地内への錦鯉鑑賞池を核とした本市のＰＲスペース整備が

決定し、首都圏をはじめ東京駅を利用する国内外の方々の本市への誘客ＰＲ、発信拠点として多様な

活用方法による検討や事業展開が求められています。 

⑤ 約１，０００年の歴史がある牛の角突きは、生活の一部と密接に関わりながら文化を継承してきま

した。生活、習俗としての文化を継承することは重要であり、そのためには、観光資源としての二次

的活用や木喰観音などの地域資源と連携し、経済活動に連動する事業展開が必要です。 

⑥ 人口減少や少子高齢化により、祭りやイベントを支えるスタッフの確保や後継者不足への対応など

が課題となっています。特に、熱気球パイロットは、訓練や資格が必要であるため、計画的に養成に

取り組む必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 誘客促進と観光ルートの設定 

誘客促進によるインバウンドの増加と観光関連産業の活性化のため、さまざまな観光資源をクール

ジャパン素材などとしてＰＲするとともに、飲食や物産と組み合わせた観光ルートを充実させ、商品

化を目指します。 

② まつり行事と運営方法の見直し 

実行委員会により運営されているおぢやまつりをはじめ、片貝まつりやおぢや風船一揆については、

新型ウイルス感染症などへの想定も踏まえ、実施内容や運営方法などについて検討し、改善していき

ます。 

③ 広域連携による祭りやイベント情報の発信 

小千谷観光協会をはじめ、県、県観光協会、長岡地域定住自立圏構成市町などの関係機関や団体と

連携し、首都圏などでの広報イベントへの参加やＳＮＳの活用など、多様な方法により本市の祭りや
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イベント情報を発信します。 

④ 新たな観光情報発信と誘客促進 

錦鯉鑑賞池などを設置する東京駅前常盤橋プロジェクト広場を活用し、本市の地場産品や観光資源

を繰り返しＰＲし、本市関係への情報アクセス件数の増加、市内への誘客を促進する取組を関係機関

や関係団体と連携して推進します。 

また、いつでもどこでもイベント体験ができるような動画コンテンツの制作と活用による情報発信

を図り、誘客促進に繋げます。 

⑤ 観光案内表示の整備推進 

インバウンドの誘客にも対応できるよう、デジタル端末の使用も考慮した理解しやすい案内表示の

整備を進めます。 

⑥ 牛の角突きの継承 

国の重要無形民俗文化財の継承と観光資源としての文化財を維持運営する組織や角突き牛の購入

や飼育に対して支援を継続するとともに、近接する木喰観音堂との観光資源連携による誘客拡大に取

り組みます。 

⑦ 熱気球のパイロット養成と普及 

全国的にも珍しく、特色ある冬のイベントとして知られる風船一揆などで使用される熱気球のパイ

ロットの養成を支援します。また、熱気球の試乗体験などを通じて、熱気球の普及に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

観光プロモーション事業 関係機関との連携による誘客促進、ＳＮＳなどを活用した

情報発信、観光ルートの増設と商品化、ＶＲやＡＲなどの

動画コンテンツの制作と活用 

広域観光推進事業 関係機関や団体との連携による祭りやイベントなどのＰ

Ｒ活動と情報発信 

東京駅前常盤橋プロジェクト

錦鯉ＰＲ事業（再掲） 

東京駅前常盤橋プロジェクト広場を活用した地場産品や

観光資源のＰＲ活動実施 

観光案内表示（公共サイン）整

備事業 

誰にでもわかりやすい案内表示の整備 

観光資源支援事業 文化財承継と事業運営団体支援、角突き牛確保支援 

熱気球のパイロット養成普及

事業 

熱気球パイロットの資格取得や養成に対する支援、熱気球

の普及のための試乗体験 

 

 

【５年後の目標値】 

○観光入込客数 

年   度 入込客数 

令和元年度 １，０４５，４５３人 

令和７年度（目標年度） １，１３０，０００人 
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○観光ルート設定数 

年  度 ルート設定数 

令和元年度 ４コース 

令和７年度（目標年度） ６コース 
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Ⅳ 計画推進のために 

１ 持続可能な行財政運営 

 

【現状と課題】 

① 人口減少に伴い、本市の歳入の根幹をなす市税は大幅な増収を見込めない状況にあるため、施策を計

画的に実施する重要性が一層高まっています。 

② 高齢化に伴う社会保障関連経費、経年劣化による建物や道路、橋りょうなどの社会資本の更新経費な

どの増加に対応するため、費用対効果に留意し、より一層効果的な投資に努める必要があります。 

③ 本市は、自主財源が５割に満たない財政構造であるため、国の地方財政対策の動向や県の「行財政改

革行動計画」の推移を注視し、変化に対し的確に対応する必要があります。 

④ 市民の利便性の向上を図るため、各種行政サービスのオンライン化を急速に進めてきました。その反

面、重要な情報の流出、不正アクセスなどの危険性が高まるため、システム整備やセキュリティ基盤

を強化する必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 行財政の効率化と市民サービスの向上 

人口減少などの課題や多様化する市民ニーズに対応し、持続可能な行財政運営を行うため、ＡＩ（人

工知能）やＲＰＡ1などのデジタル技術の導入、官民連携手法の効果的な活用などにより行政改革を推

進するとともに、ＰＤＣＡサイクルによる事業評価と見直しを徹底します。 

② 時代に即した行政組織の構築 

市民ニーズ、社会経済情勢、国の政策や制度などの変化に的確に対応するため、事業をより効率的

に実施できる行政組織を構築します。 

定員適正化計画に基づき、市民ニーズや業務量の変化に適応した人員管理を行い、効率的かつ効果

的な人員配置に努めます。 

③ 人材育成と人事評価制度の効果的な運用 

人材育成基本方針に基づき、職員のキャリア形成に資する研修を実施し、社会情勢の変化に即応で

きる人材の育成を推進します。 

人事評価制度の適切な運用に努めるとともに、職員の健康管理に配慮し、モチベーションと業務能

率の向上を図ります。 

④ 計画的な公共施設の管理 

公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の計画的な維持管理に努め、財政負担の軽減を図りま

す。 

⑤ 広報広聴機能の充実 

市政に関する情報を広報誌、ホームページ、ＳＮＳなどにより積極的かつ効果的に発信するととも

に、重要な施策についてはパブリックコメントを実施し、市民の意見を反映していきます。 

⑥ 情報システム基盤の整備 

  行政サービスの急速なオンライン化に対応した情報システム整備を行い、市民の利便性の向上、セ

                                                
1 ※ＲＰＡ（Robotic Process Automation）：入力作業など人間が行ってきた定型的なパソコン操作をロボット（ソフトウェア）

に記録させ自動化するもの。 
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キュリティ基盤の強化を図ります。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

行政改革の推進 行政改革大綱に基づく実施計画の策定と進捗管理 

公共施設等総合管理計画の推進 
総合管理計画や類型別・個別施設計画に基づく公共施設の計

画的な管理運営 

定員適正化計画策定事業 適切な人員管理のための計画策定 

市勢要覧作成事業 本市の現状や将来構想をまとめた市勢要覧の作成 

情報システム整備事業 
情報事務事業を効率的に遂行するための情報システム基盤の

整備 
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【参考数値】 

○普通会計歳入決算額                               単位：千円 

決 算 額 決 算 額 決 算 額 決 算 額 決 算 額

市 税 5,100,092   29.2% 5,132,118   27.2% 5,120,214   29.7% 5,075,820   28.7% 5,122,990   27.3%

地 方 譲 与 税 151,453     0.9% 150,301     0.8% 149,753     0.9% 152,129     0.9% 153,606     0.8%

利 子 割 交 付 金 7,123       0.0% 3,662       0.0% 6,865       0.0% 6,437       0.0% 2,977       0.0%

配 当 割 交 付 金 20,308      0.1% 11,176      0.1% 16,476      0.1% 12,862      0.1% 15,261      0.1%

株 式 等譲 与所 得交 付金 17,731      0.1% 6,503       0.0% 15,892      0.1% 9,958       0.1% 8,267       0.0%

地 方 消 費 税 交 付 金 729,310     4.2% 646,902     3.4% 658,211     3.8% 699,091     4.0% 673,931     3.6%

ゴ ル フ場 利用 税交 付金 7,575       0.0% 7,070       0.0% 6,269       0.0% 6,211       0.0% 6,197       0.0%

自 動 車 取 得 税 交 付 金 25,733      0.1% 26,364      0.1% 41,119      0.2% 39,882      0.2% 20,002      0.1%

環 境 性 能 割 交 付 金 -           -    -           -    -           -    -           -    5,312       0.0%

地 方 特 例 交 付 金 14,553      0.1% 14,051      0.1% 16,395      0.1% 18,751      0.1% 102,159     0.5%

地 方 交 付 税 4,860,076   27.8% 4,435,121   23.5% 4,175,945   24.2% 4,293,552   24.3% 4,655,521   24.8%

（ 普 通 交 付 税 ） 3,906,965   22.4% 3,558,717   18.9% 3,287,601   19.1% 3,476,394   19.7% 3,653,951   19.5%

（ 特 別 交 付 税 ） 953,111     5.5% 876,404     4.6% 888,344     5.1% 817,158     4.6% 1,001,570   5.3%

交通安全対策特別交付金 5,447       0.0% 4,925       0.0% 4,974       0.0% 4,334       0.0% 3,915       0.0%

分 担 金 及 び 負 担 金 186,604     1.1% 199,308     1.1% 222,590     1.3% 201,873     1.1% 205,421     1.1%

使 用 料 322,158     1.8% 323,367     1.7% 314,796     1.8% 315,213     1.8% 256,164     1.4%

手 数 料 94,046      0.5% 92,835      0.5% 90,945      0.5% 89,874      0.5% 91,178      0.5%

国 庫 支 出 金 1,728,434   9.9% 1,734,276   9.2% 1,528,053   8.9% 1,440,850   8.1% 2,041,863   10.9%

県 支 出 金 878,251     5.0% 949,411     5.0% 1,000,148   5.8% 1,011,417   5.7% 1,010,175   5.4%

財 産 収 入 62,963      0.4% 76,910      0.4% 79,052      0.5% 68,359      0.4% 69,760      0.4%

寄 附 金 41,404      0.2% 73,175      0.4% 199,949     1.2% 592,284     3.3% 558,247     3.0%

繰 入 金 689,206     3.9% 2,286,980   12.1% 1,192,266   6.9% 1,024,518   5.8% 918,256     4.9%

繰 越 金 434,645     2.5% 907,071     4.8% 461,768     2.7% 454,919     2.6% 528,119     2.8%

諸 収 入 954,995     5.5% 582,400     3.1% 493,215     2.9% 500,758     2.8% 789,691     4.2%

地 方 債 1,128,200   6.5% 1,196,700   6.3% 1,457,300   8.4% 1,669,000   9.4% 1,539,300   8.2%

歳　入　合　計 17,460,307  100.0% 18,860,626  100.0% 17,252,195  100.0% 17,688,092  100.0% 18,778,312  100.0%

構 成 比 構 成 比

区       分

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

構 成 比 構 成 比 構 成 比

 

資料：企画政策課 
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○普通会計歳出決算額                               単位：千円 

決 算 額 決 算 額 決 算 額 決 算 額 決 算 額

人 件 費 2,988,356   18.1% 3,183,062   17.3% 2,806,714   16.7% 3,134,471   18.3% 2,785,388   15.7%

物 件 費 2,460,679   14.9% 2,600,217   14.1% 2,635,336   15.7% 2,710,045   15.8% 2,769,632   15.6%

維 持 補 修 費 667,876     4.0% 710,787     3.9% 882,491     5.3% 633,238     3.7% 505,549     2.9%

扶 助 費 2,166,881   13.1% 2,268,710   12.3% 2,202,139   13.1% 2,176,731   12.7% 2,232,806   12.6%

補 助 費 等 2,061,123   12.5% 1,932,497   10.5% 2,228,228   13.3% 2,087,650   12.2% 2,089,600   11.8%

公 債 費 1,599,094   9.7% 1,535,969   8.3% 1,519,387   9.0% 1,596,596   9.3% 1,734,260   9.8%

積 立 金 657,093     4.0% 872,374     4.7% 743,327     4.4% 1,143,527   6.7% 1,482,915   8.4%

投資・出資・貸付金 518,365     3.1% 412,856     2.2% 320,051     1.9% 224,602     1.3% 158,494     0.9%

繰 出 金 1,275,178   7.7% 1,281,162   7.0% 1,269,477   7.6% 1,214,066   7.1% 1,254,368   7.1%

投 資 的 経 費 2,158,591   13.0% 3,601,224   19.6% 2,190,126   13.0% 2,239,047   13.0% 2,719,048   15.3%

（ 普通建設事業費 ） 2,117,245   12.8% 3,580,441   19.5% 3,287,601   19.6% 2,148,363   12.5% 2,648,723   14.9%

（ 災害復旧事業費 ） 41,346      0.2% 20,783      0.1% 888,344     5.3% 90,684      0.5% 76,325      0.4%

歳　入　合　計 16,553,236  100.0% 18,398,858  100.0% 16,797,276  100.0% 17,159,973  100.0% 17,732,060  100.0%

構 成 比

区       分

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

構 成 比 構 成 比 構 成 比 構 成 比

 

資料：企画政策課 
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２ 効果的な広域連携 

 

【現状と課題】 

① 交通網の拡大やＳＮＳなどの普及により、市民が求める情報の範囲は、行政区域を越えて拡大すると

ともに多様化しています。 

② 医療体制の充実や広域的な交通網の整備、観光誘客など、施策によっては近隣自治体との連携による

成果の拡大を図る必要があります。 

③ 自治体ごとに規模や地理的条件などが異なるため、それぞれの特長を活かしながら、長岡市を中心市

とする定住自立圏や、杉並区を中心とする交流自治体連携フォーラムなど、広域的な自治体連携によ

り行政課題の解決に取り組む必要があります 

④ 本市は３つの一部事務組合（魚沼地区障害福祉組合、魚沼地域特別養護老人ホーム組合、新潟県市町

村総合事務組合）に加入し、福祉施設の管理運営や市職員の研修事業などを共同で行っているほか、

後期高齢者医療保険や税収納、衛生、消防業務についても関係自治体とともに広域的に行っています。

今後も一部事務組合などにより効率的に事務事業を執行することが必要です。 

 

【施策の基本方針】 

① 広域的な自治体間連携の推進 

 長岡地域定住自立圏や交流自治体連携フォーラムにおける連携事業は、引き続き効果的な事業を実

施するとともに、さらなる活用を検討していきます。 

施策の内容に応じ、県をはじめ他自治体と連携し、費用対効果の向上に努めます。 

② 効率的な一部事務組合などの運営 

 一部事務組合などの運営にあたっては、構成市町村との緊密な連携により、効率的かつ効果的な運

営に努めます。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

長岡地域定住自立圏による連携推進 長岡地域定住自立圏共生ビジョンの推進 

交流自治体連携フォーラムによる連携推進 杉並区を中心とする交流自治体との連携事業の

実施 
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３ 人口減少対策 

 

【現状と課題】 

① 本市では人口減少が続いており、昭和２９年の市制施行当時は約５２，０００人であった人口が、

令和２年３月末現在の住民基本台帳人口では３４，８８３人まで減少しています。人口減少の特徴と

しては、転出者が転入者を上回る社会減が５０年以上続き、特に若者の転出が人口減少の大きな要因

の一つとなっています。 

② 人口が減少する中で活力ある地域として存続するために、少子化対策や定住人口の増加に向けた施

策を行うとともに、社会減の縮小に向けてＵ・Ｉターン増加のための施策を推進していく必要があり

ます。 

③ 平成２１年度から開始したときめきめぐりあい推進事業（婚活支援事業）では、令和元年度までに

４５組が成婚し、３０名が本市に転入しました。 

  令和元年度末現在の登録会員のうち男性が７割を占めており、出会いの場を増やすためには女性会

員の増加に努める必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 少子化対策と子育て支援の推進 

 結婚を望む方を対象に出会いの機会を創出し、ＳＮＳなどを活用して情報提供を行います。 

 妊娠、出産から子育て、教育まで切れ目のない支援を行うことにより、安心して子どもを産み育て

ることのできる環境づくりを推進します。 

② 移住・定住対策の推進 

 市民や行政によるＳＮＳや動画などを活用した情報発信をはじめ、地域おこし協力隊や転入者の意

見を参考に、多様な方法で本市の魅力や住みやすさをＰＲし、移住・定住を促進します。 

③ キャリア教育とＵ・Ｉターンの推進 

  若者の地元就職に対する意識を高めるため、本市の産業を早い時期から継続的に学ぶキャリア教育

を推進します。 

  市内企業の就職情報などを多様な方法で発信し、Ｕ・Ｉターンの増加を図ります。 

④ 本市出身者などで構成する組織との交流の推進 

  市外在住の市内出身者や市内高校卒業生に加え、小千谷ファンクラブ会員やふるさと納税寄附者な

どの賛同を得て、本市を応援していただく組織づくりを進め、関係人口の拡大に取り組みます。 
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４ 男女共同参画と人権の尊重 

 

【現状と課題】 

① 男女共同参画は着実に進んでいるものの、依然として性別による固定的な役割分担の意識が高い状

況にあります。 

② 男女がともに利益も責任も分かち合っていけるよう、性別にとらわれることなく、家庭、職場、地

域などあらゆる分野で個性や能力を十分に発揮できる環境を整備することが必要です。 

③ 本市では、平成３１年３月に「互いの人権を尊重し、支え合いながら安心して暮らせるまちの実現

をめざして」を基本理念とする「小千谷市人権教育・啓発推進計画」を策定しました。市民と行政が

連携し、この計画の実現に向けて取組を進める必要があります。 

 

【施策の基本方針】 

① 男女共同参画の推進 

  小千谷市男女共同参画プランを推進するため、関係機関と連携して啓発に努めるとともに、市民に

対し、男女共同参画に関する情報提供を積極的に行います。 

職場における管理職などへの登用や行政における政策方針決定過程への女性参画を拡大するなど、

男女共同参画の一層の推進に努めます。 

② 男女共同の社会参画の活動支援 

  関係機関、団体と連携し、男女共同参画を進めるための市民の自主的活動に対する支援を行います。 

③ 人権教育と啓発の推進 

  小千谷市人権教育・啓発推進計画に基づき、人権や同和問題を正しく理解し、身近な問題として捉

えられるよう、教育の場や家庭、職場、地域などさまざまな機会を通して、関係機関と連携し、人権

教育と啓発を推進します。 

 

【主要事業】 

事 業 名 事 業 概 要 

男女共同参画推進事業 （仮）第５次おぢや男女共同参画プランに基づく各種事業の実

施、市民啓発講演会の開催 

人権教育・啓発推進事業 学校などにおける人権教育の実施、市民啓発講演会の開催 

 

【５年後の目標値】 

○「ハッピー・パートナー企業2」登録企業数 

年   度 登用率 

令和元年度 １２企業 

令和７年度（目標年度） ２０企業 

 

 

 

                                                
2 ハッピー・パートナー企業：男女がともに働きやすく、仕事と家庭生活などが両立できるように職場環境を整えるなど、女

性労働者の育成や登用などに積極的に取り組む企業。 
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○本市の各種審議会などにおける女性委員の割合 

年   度 女性委員の割合 

令和元年度 ２４．２％ 

令和７年度（目標年度） ３５．０％ 
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